
別表３の凡例 
 

(c) 計画等の策定及びその手続 

 

１．「分野」欄及び「通番」欄は、第２次勧告別紙１と同じである。 

 

２．「見直し対象」欄は、見直し対象となる計画等の策定及びその手続の概略を示した。 

 

３．「整理記号」の意味及び「講ずべき措置」欄の記号に対応して、具体的に講ずべき措置は、

以下のとおりである。 

（１）「講ずべき措置」欄が「×」の場合 

整理

記号 
意味 

具体的に講ずべき措置 

（「講ずべき措置」欄が「×」の場合） 

c2 計画等の策定及びその内容 

次のいずれかの措置を講ずる 

・ 計画等の策定及びその内容に係る規定そのもの

の廃止 

・ 計画等の策定に係る規定の「できる」規定化又は

努力義務化、及びその内容に係る規定の例示化

又は目的程度の内容への大枠化 

cb 

計画等の策定の手続のうち一定の相手

方の意見聴取等の義務付け（地方自治体

が国又は都道府県を相手方として行う

行為） 

廃止 

c3 

計画等の策定の手続のうち一定の相手

方の意見聴取等の義務付け（cb に該当す

るものを除く） 

廃止又は協議・調整・意見聴取等に関する努力・配

慮義務に係る規定化 

c4 
計画等の策定の手続のうち公示・公告・

公表等の義務付け 

廃止又は公示・公告・公表等に関する努力・配慮義

務に係る規定化 

c5 

計画等の策定の手続（私人等からの意見

聴取等、公示・公告・公表等）の個別具

体的な方法の義務付け 

廃止又は例示化 



 （２）「講ずべき措置」欄が「×」以外の場合 （「整理記号」の意味は（１）の場合と同じ） 

整理

記号 

「講ずべき

措置」欄

の記号 

本文の記述（「講ずべき措置」欄の記号に対応） 

【 】内は本文の記述箇所 
具体的に講ずべき措置 

c2 

① 

私人の権利・義務に関わる行政処分の直接的な

根拠（私人、他の地方自治体の費用負担の直接

的な根拠を含む。）となる計画を策定する場合  

【(c)(2)①】

計画等の策定及び内容（①～③

に係る部分）の義務付けの存置

を許容 

② 

地方自治体の区域を越える一定の地域について

総量的な規制・管理を行うために計画を策定する

場合 

 【(c)(2)②】

③ 

基本的事項について市町村による一定の判断が

あることを直接的な根拠として都道府県が計画を

策定する場合  

【(c)(2)③】

④ 

法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置

が講じられる計画又は特例措置を講ずることを促

す計画を策定する場合 

【(c)(2)④】

次のいずれかの措置を講ずる 

・ 計画等の策定及びその内容

に係る規定そのものの廃止 

・ ④に係る計画等の内容の義

務付けの存置を許容した上

で、計画等の策定に係る規定

の「できる」規定化又は努力

義務化 

・ c2①～③に係る部分と不可

分である場合、計画等の策定

の義務付けの存置は許容さ

れることとなるが、④に係る計

画等の内容が任意的記載事

項であることの明確化 

cb 

別表２(b) 

の表中記

号 

議決、協議・調整・意見聴取等・同意、認定の手

続を義務付けているもののうち、地方自治体が国

又は都道府県を相手方として行う行為（地方自治

体が私人と同一に取り扱われているものを除く）

については、見直しの方針は(b)と同様 

【(c)(3)第一段落】

(b)協議、同意、許可・認可・承認

における措置の方針と同じ 

「別表２の凡例」を参照 

c3 

① 

当該計画によって一定の事務の処理又は費用の

負担を求められることとなる者を相手方又はその

構成員とする場合 

【(c)(3)①】

（①の場合） 

議決、同意の存置を許容 

（①～④の場合） 

協議・調整・意見聴取等の存置

を許容 
② 

具体的に範囲が特定された利害関係者、学識経

験者を明示的に相手方又はその構成員とする場

合                       【(c)(3)②】



 

③ 

地方自治体の区域を越える利害調整を行う必要

があるときに、関係地方自治体を相手方又はそ

の構成員とする場合 

【(c)(3)③】

④ 

地方自治体が処理する事務について、他の者が

同一の個別具体的な目的から関連する事務を実

施し、その整合性を確保する必要があると認めら

れるときに、当該者を相手方又はその構成員とす

る場合 

【(c)(3)④】

c4 

① 

不特定多数の者の権利を制限し、又は義務を課

する場合に、その効力発生要件又は内容を周知

する手段として行われる場合 

【(c)(4)①】

公示・公告・公表等の存置を許

容 ② 

権利を有している者又は具体的に範囲が特定さ

れた利害関係者に主張の機会を付与するために

行われる場合 

【(c)(4)②】

③ 

意見の申立て等、後続の手続の不可欠の前提と

なっている場合 

【(c)(4)③】

 

４．「備考」欄は、次の場合に記載した。 

① メルクマールに該当する場合。（該当する計画等の内容は、存置を許容。） 

② 見直しに当たり特に留意すべき点を当委員会として指摘する場合。 

 



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

第8条 第1項
地方公共団体における官民競争
入札等の実施方針の策定

c2 ④ ○

第8条 第2項
地方公共団体における官民競争
入札等の実施方針の内容

c2
④（2号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第8条 第3項 民間事業者の意見聴取 c3 × ○

特定公共サービスの内容その他
の参考となる情報の公表

c4 ×

特定公共サービスの内容その他
の参考となる情報の公表の方法

c5 ×

第8条 第5項
地方公共団体における官民競争
入札等の実施方針の公表

c4 × ○

第16条 第1項 官民競争入札実施要項の策定 c2 × ○

第16条 第2項 官民競争入札実施要項の内容 c2 × ○

第16条 第3項 官民競争入札実施要項の内容 c2 × ○

第16条 第4項 官民競争入札実施要項の内容 c2 × ○

第16条 第6項 官民競争入札実施要項の公表 c4 ③

第18条 第1項 民間競争入札実施要項の策定 c2 × ○

第18条 第2項 民間競争入札実施要項の内容 c2 × ○

第18条 第3項 民間競争入札実施要項の内容 c2 × ○

第18条 第4項 民間競争入札実施要項の内容 c2 × ○

第18条 第6項 民間競争入札実施要項の公表 c4 ③

第2条 第4項 基本構想の策定 c2 × ○

第291条の7 第3項 広域計画の公表 c4 × ○

2 2
市町村の合併の特
例等に関する法律

第59条 第4項
自主的な市町村の合併の推進
に関する構想の公表

c4 × ○

構造改革特別区域計画の策定 c2 ④

構造改革特別区域計画の認定 cb

1a（1号（「区域の範囲」に
係る部分）、4号、5号に係

る部分）
×（その他）

第4条 第2項 構造改革特別区域計画の内容 c2

④（1号（「区域の範囲」に
係る部分）、4号、5号に係

る部分）
×（その他）

○

第6条 第1項
認定構造改革特別区域計画の
変更の認定

cb

1a（1号（「区域の範囲」に
係る部分に限る）、4号、5

号に係る部分）
×（その他）

○

第4条 第3項 実施主体の意見聴取 c3 ①

公私協力基本計画の策定、内容 c2
④（2号～5号に係る部分）

×（その他）

公私協力基本計画の公告 c4 ③

地域再生計画の策定 c2 ④

地域再生計画の認定 cb

1a、6①、1②
（1号、3号、4号に係る部

分）
×（その他）

第5条 第2項 地域再生計画の内容 c2
④（1号、3号、4号に係る

部分）
×（その他）

○

第7条 第1項
認定地域再生計画の変更の認
定

cb

1a、6①、1②
（1号、3号、4号に係る部

分）
×（その他）

○

第5条 第6項 地域再生協議会の協議 c3 ②

2 13 地方公務員法 第25条 第4項
職階制に適合する給料表に関す
る計画の策定

c2 × ○

第3条 第1項 総合整備計画の策定 c2 ④ ○

第3条 第2項 総合整備計画の内容 c2
④（2号～4号に係る部分）

×（その他）
○

第3条 第3項
総合整備計画に関し都道府県が
市町村に協力して講じようとする
措置の計画の策定

c2 × ○

構造改革特別区域
法

32

◆

3 3

辺地に係る公共的
施設の総合整備の
ための財政上の特
別措置等に関する
法律

・　対応方針
　計画の策定については現行規定を維持しつ
つ、計画の内容について、第三次勧告で示さ
れた個別条項ごとに講ずべき措置を踏まえて
見直す。
・　見直し時期
　早期に実施することとする。
（文部科学省において回答）

2 4 地域再生法

第5条 第1項 ○

第20条 第4項

第4条 第1項 ○

◆

△

○

◆

◆

2 1 地方自治法

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

1 2
競争の導入による
公共サービスの改
革に関する法律

第8条 第4項

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

1



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第23条の7 第2項 競馬活性化計画の内容 c2
④（2号～6号に係る部分）

×（その他）
○

第23条の8 第1項 競馬活性化計画の変更の認定 cb
6①（23条の7第2項2号～6

号に係る部分）
×（その他）

×

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要。
　農林水産大臣が認定した競馬活性化計画
は、法第23条の36第1項第8号に基づいて地
方競馬全国協会が行う補助の根拠となるもの
である。計画変更に係る認定の義務付けが廃
止された場合、変更後の計画内容について、
第23条の7第4項の認定基準に適合している
ことを担保できない。したがって、認定の義務
付けを存置する必要がある。

第2条の3 第2項 都道府県基本計画の内容 c2 × メルクマールⅴ：2号 ×

●　 配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護のための施策を実効性あるものとして効
果的に展開するには、基本計画において、施
策の内容のみではなく、基本的な取組方針、
施策全体の方向性等を定めることにより、そ
れぞれの施策を効率的、効果的に連関させる
ことが必要。基本計画策定の趣旨は、地域の
実情を踏まえつつ、きめ細かな施策の実施を
図ることにあり、施策の実施に関する重要事
項として、地域の推進体制や適時適切に計画
の見直しを図ること等を定めることにより、施
策の実効性・有効性が担保される。
●　また、女性に対する暴力対策は、国際的
にも非常に重要視されている課題であるが、
日本においては、まだまだ課題が多く、取組
は途上にあるといわざるを得ない。こうした中
で、本規定を廃止、又は努力規定化等するこ
とは、対外的に女性に対する暴力に関する施
策が後退したとの印象を与え、国際的な評価
の低下につながる。

第2条の3 第4項
都道府県基本計画、市町村基本
計画の公表

c4 × ×

①被害者への影響
●　都道府県基本計画及び市町村基本計画
は、配偶者からの暴力の防止及び被害者保
護の施策を地域の実情も踏まえながらきめ細
かに実施していくためのもの。基本計画の策
定・変更の場合には、遅滞なく、広く住民に周
知を行うことにより、被害者や関係者をはじめ
とする住民全体が当該地方公共団体におけ
る支援体制や支援内容を容易に確認すること
ができるようになり、それぞれの立場で、配偶
者暴力の防止や被害者に対する保護・支援を
適切に講ずることが可能になる。

②　市町村の取組への影響
●　市町村基本計画の策定は、26市区町にと
どまっている（平成21年12月1日現在）。また、
市町村によっては、対応が十分ではないとの
指摘もなされている。
●　法律による公表の義務付けがなくなった
場合、他の地方公共団体における動向や取
組状況を把握することが困難となり、市町村
における計画策定そのもののみならず、体制
整備や取組の促進が阻害されるおそれがあ
る。

都道府県交通安全計画の策定 c2 ×

都道府県交通安全対策会議に
よる計画の策定

c3 ×

第25条 第2項 都道府県交通安全計画の内容 c2 × ×

・第25条第1項の「理由等」に同じ。
・第25条第2項では、「長期的な施策、陸上交
通の安全」など交通安全計画の概要を示して
いるに過ぎず、都道府県の自主性、自由度を
制限するものではない。本項において交通安
全計画の概要を示さなければ、各都道府県で
の解釈の相違により、目的にそった交通安全
計画の作成が困難なものとなる。

第25条 第4項
都道府県交通安全計画の要旨
の公表

c4 × ×

・法第25条第4項に規定する都道府県交通安
全計画の内閣総理大臣等への報告及び当該
都道府県の区域内の市町村への通知につい
ては、都道府県交通安全計画の推進に関し
て、国及び当該都道府県の区域内の市町村
並びに民間団体等と連携を図ることができる
ようにするため、規定されているものであり、
本項は必要である。

5

配偶者からの暴力
の防止及び被害者
の保護に関する法
律

・国及び地方公共団体は、国民の生命、身体
及び財産を保護するため、交通の安全に関し
施策を策定し、及びこれを実施する責務を有
する（交通安全対策基本法第3条及び第4
条）。
・本法制定当時（昭和45年）、交通事故死者
数は過去最悪の1万6千人を越えていたが、
国においては交通安全基本計画、都道府県
においては都道府県交通安全計画を策定し、
それに基づいた交通安全施策を国、地方公
共団体、関係団体のみならず国民を挙げて長
年取り組んできた結果、平成21年には交通事
故死者数は4,914人となり、ピーク時の3割以
下にまで減少させることができた
　しかしながら、県ごとの年間交通事故死者
数は33～227人といまだに多くの方が交通事
故で亡くなっており、厳しい情勢が続いてい
る。平成21年1月の麻生総理の談話において
は、今後10年間を目途に更に、死者数を半減
させるという目標が掲げられたところである。
　平成23年度からを計画期間とする第9次交
通安全基本計画においても、この目標を掲
げ、様々な交通安全施策に取り組むことを予
定しており、その効果的な遂行のためには、
都道府県交通安全計画の策定が必須。
　また、都道府県においては、第4条の責務を
果たし、政府目標の達成に向け、引き続き、
国の機関、すなわち本省及び地方支分部局と
連携・協力し、国の交通安全基本計画を基本
としてそれぞれ交通安全計画を策定し、当該
計画を実施する必要があるため、本項は必要
である。

第1項 ×

3 5 競馬法

4

交通安全対策基本
法

284

第25条

2



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

都道府県交通安全実施計画の
策定

c2 ×

都道府県交通安全対策会議に
よる計画の策定

c3 ×

市町村安全計画の策定 c2 ×

市町村交通安全対策会議による
計画の策定

c3 ×

第26条 第2項
関係指定地方行政機関の長の
意見聴取

cb 4①

第26条 第3項 市町村交通安全計画の内容 c2 × ○

第26条 第5項
市町村交通安全計画の要旨の
公表

c4 × ○

第26条 第4項
市町村交通安全実施計画の策
定

c2 × ○

第33条 第1項 推進計画の策定 c2 ④ ○

第33条 第2項 推進計画の内容 c2
④（3号、4号に係る部分）

×（その他）
○

第7条 第5項 都道府県計画の要旨の公表 c4 × ○

第8条 第4項
公聴会の開催等住民の意向反
映に必要な措置

c3 × ○

第8条 第5項 市町村計画の要旨の公表 c4 × ○

第9条 第1項 土地利用基本計画の策定 c2 ①、④

第9条 第2項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第3項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第4項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第5項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第6項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第7項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第8項 土地利用基本計画の内容 c2 ①、④

第9条 第13項
土地利用基本計画の要旨の公
表

c4 × ○

第7条 第2項 振興拠点地域基本構想の内容 c2
④（1号、3号～6号に係る

部分）
×（その他）

○

第7条 第4項 関係市町村の協議 c3 ②

第23条 第2項 業務核都市基本構想の内容 c2
④（1号、3号～6号に係る

部分）
×（その他）

○

第23条 第3項 関係市町村の協議 c3 ②

第24条 第3項 業務核都市基本構想の公表 c4 × ○

第5条 第2項
広域的地域活性化基盤整備計
画の内容

c2
④（2号～5号に係る部分）

×（その他）
○

第5条 第9項
広域的地域活性化基盤整備計
画の公表

c4 ③

第17条 第1項 計画策定に係る内容の審査 c3 ②

第5条 第1項
特定事業の実施に関する方針の
策定

c2 ④ ○

第5条 第2項
特定事業の実施に関する方針の
内容

c2
④（8号以外に係る部分）

×（8号に係る部分）
○

第5条 第3項
特定事業の実施に関する方針の
公表

c4 × ○

第4条 第2項
整備事業を実施することとなるべ
き者の意見聴取

c3 ①

第5条 水源地域整備計画の内容 c2 ④

第4条 第1項
小笠原諸島振興開発計画の策
定

c2 ④ ○

第4条 第2項
小笠原諸島振興開発計画の内
容

c2
④（2号～10号に係る部

分）
×（その他）

○

第4条 第3項
小笠原諸島振興開発計画の内
容

c2 ④ ○

第4条 第4項
小笠原村に対する計画案作成・
提出依頼

c3 ②

第4条 第7項
小笠原諸島振興開発計画の公
表

c4 × ○

交通安全対策基本
法

284

5 10
水源地域対策特別
措置法

◆

◆

5 11
小笠原諸島振興開
発特別措置法

◆

5 4
広域的地域活性化
のための基盤整備
に関する法律

◆

◆

5 5

民間資金等の活用
による公共施設等
の整備等の促進に
関する法律

◆

◆

5 3
多極分散型国土形
成促進法

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

4 33 消防組織法

5 2 国土利用計画法

◆

第26条

第25条 第3項 ×

・第25条第１項の「理由等」に同じ。
・また、都道府県交通安全実施計画は、総合
的かつ長期的な施策の大綱である都道府県
交通安全計画に基づき、毎年度都道府県の
ほか、国が講ずべき施策を定めているもので
あるから、本項は必要である。

第1項 ○

3



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第7条 第3項 整備計画の公表 c4 × ○

第8条 第1項 整備計画の内容 c2
④（1号、4号～6号に係る

部分）
×（その他）

○

第8条 第2項 整備計画の内容 c2
④（1号、3号、4号に係る

部分）
×（その他）

○

第3条 第1項 奄美群島振興開発計画の策定 c2 ④ ○

第3条 第2項 奄美群島振興開発計画の内容 c2
④（1号～12号に係る部

分）
×（その他）

○

第3条 第4項 奄美群島振興開発計画の内容 c2 ④ ○

第3条 第5項
奄美群島内の市町村に対する計
画案作成・提出依頼

c3 ②

第3条 第8項 奄美群島振興開発計画の公表 c4 × ○

第6条 第1項 観光振興計画の策定 c2 ④ ○

第6条 第2項 観光振興計画の内容 c2
④（1号、4号、5号、8号に

係る部分）
×（その他）

○

第6条 第4項 観光振興計画の内容 c2 ④ ○

第6条 第10項 観光振興計画の公表 c4 ③

第28条 第1項 情報通信産業振興計画の策定 c2 ④ ○

第28条 第2項 情報通信産業振興計画の内容 c2
④（1号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第28条 第4項 情報通信産業振興計画の内容 c2 ④ ○

第28条 第10項 情報通信産業振興計画の公表 c4 ③

第60条 第1項 農林水産業振興計画の策定 c2 ④ ○

第60条 第2項 農林水産業振興計画の内容 c2
④（1号、3号～6号に係る

部分）
×（その他）

○

第60条 第3項 農林水産業振興計画の内容 c2 ④ ○

第60条 第7項 農林水産業振興計画の公表 c4 × ○

第75条 第1項 職業安定計画の策定 c2 ④ ○

第75条 第2項 職業安定計画の内容 c2
④（1号、4号に係る部分）

×（その他）
○

第75条 第4項 職業安定計画の内容 c2 ④ ○

第75条 第8項 職業安定計画の公表 c4 × ○

第84条 第2項
地域文化の振興に関する施策等
の総合的な推進を図るための方
針の策定

c2 × ○

第100条 第1項 県総合整備計画の策定 c2 × ○

第102条 市町村総合整備計画の策定 c2 × ○

第105条の2 第2項 沖縄振興特定事業計画の内容 c2
④（2号、4号に係る部分）

×（その他）
○

第105条の2 第3項 その他の者からの意見聴取 c3 × ○

第105条の2 第4項 沖縄振興特定事業計画の公表 c4 × ○

第10条 第2項 市町村総合整備計画の策定 c2 × ○

第10条 第3項 土地の所有者の意見聴取 c3 ②

第10条 第4項 市町村総合整備計画の公表 c4 × ○

第11条 第2項 土地の所有者の意見聴取 c3 ②

第11条 第3項 県総合整備計画の公表 c4 × ○

第4条 第1項 離島振興計画の策定 c2 ④ ○

第4条 第2項 離島振興計画の内容 c2
④（2号～10号に係る部

分）
×（その他）

○

第4条 第3項

その全部又は一部の区域が離
島振興対策実施地域である市町
村に対する計画案作成・提出依
頼

c3 ②

沖縄振興特別措置
法

145

◆

◆

5 16 離島振興法

◆

5 15

沖縄県における駐
留軍用地の返還に
伴う特別措置に関
する法律

◆

◆

◆

5 12
大阪湾臨海地域開
発整備法

5 13
奄美群島振興開発
特別措置法

4



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第7条の2 第1項 山村振興基本方針の策定 c2 × ○

第7条の2 第2項 山村振興基本方針の内容 c2 × ○

第8条 第1項 山村振興計画の策定 c2 ④ ○

第5条 第1項 過疎地域自立促進方針の策定 c2 ④ ○

第5条 第2項 過疎地域自立促進方針の内容 c2
④（2号～9号に係る部分）

×（その他）
○

第6条 第1項
過疎地域自立促進市町村計画
の策定

c2 ④ ○

第6条 第2項
過疎地域自立促進市町村計画
の内容

c2
④（2号～9号に係る部分）

×（その他）
○

第7条 第1項
過疎地域自立促進都道府県計
画の策定

c2 ④ ○

第5条 第2項 活性化計画の内容 c2
④（1号、3号、4号、6号に

係る部分）
×（その他）

○

第5条 第4項 農林漁業団体等の同意 c3 ①

第5条 第10項 活性化計画の公表 c4 × ○

第7条 第5項
所有権移転等促進計画の承認
に際しての都道府県農業会議の
意見聴取

c3 ①

第3条 第3項 関係市町村長の協議 c3 ②

第4条 第1項 半島振興計画の内容 c2
④（2号～9号に係る部分）

×（その他）
○

第5条 第2項 基本構想の内容 c2

④（1号、3号（区域に限
る）、4号、5号、7号に係る

部分）
×（その他）

○

第5条 第6項 基本構想の公表 c4 × ○

第4条 第1項 基本方針の策定 c2 × ○

第4条 第2項 基本方針の内容 c2 × △

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要（2号に係る部分）
　法第6条において、農村における農用地等
の保全活動を行うための地域住民等による
協定制度が規定されており、協定の対象とな
る区域は、市町村計画で定められる整備地区
内の土地とされている。市町村計画は、都道
府県が定める基本方針に基づき作成すること
ができるとされている（第5条第1項）。基本方
針において「農山漁村滞在型余暇活動に資
するための機能の整備を促進するために必
要な措置を講ずべき地区の設定に関する事
項」（第4条第2項第2号）が定められない場
合、市町村計画中の「整備地区の区域」の的
確な設定が困難となる。したがって、第4条第
2項第2号について義務付けを存置する必要
がある。

第4条 第5項 基本方針の公表 c4 × ○

第4条 第6項 基本方針の変更 c2 × ○

第5条 第2項 市町村計画の内容 c2 × △

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要（1号に係る部分）
　法第6条において、農村における農用地等
の保全活動を行うための地域住民等による
協定制度が規定されており、協定の対象とな
る区域は、市町村計画で定められる整備地区
内の土地とされている。市町村計画中の「整
備地区」（第5条第2項第1号）が定められない
場合、協定の対象となる土地を設定すること
が困難となる。したがって、第5条第2項第1号
について義務付けを存置する必要がある。

第5条 第5項 市町村計画の公表 c4 ③

事業計画の縦覧 c4 ②

縦覧の期間 c5 ×

第55条 第4項 意見書内容の審査 c3 ②

第87条 第1項 換地計画に定める事項 c2
①（1号～4号に係る部分）

×（その他）
○

換地計画の縦覧 c4 ②

縦覧の期間 c5 ×

第88条 第4項 意見書内容の審査 c3 ②

　適切な縦覧期間を確保することにより関係
権利者の保護を図る当該規定を任意規定化
（例示化）することは不適切。
最低限の期間として２週間を義務づけた上
で、地方公共団体の条例等でそれ以上の延
長を認めるということであれば許容。

◆

×

◆

第88条 第2項 ×

　適切な縦覧期間を確保することにより関係
権利者の保護を図る当該規定を任意規定化
（例示化）することは不適切。
最低限の期間として２週間を義務づけた上
で、地方公共団体の条例等でそれ以上の延
長を認めるということであれば許容。

◆

第55条 第1項

5 21
総合保養地域整備
法

5 22

農山漁村滞在型余
暇活動のための基
盤整備の促進に関
する法律

5 19

農山漁村の活性化
のための定住等及
び地域間交流の促
進に関する法律

◆

◆

5 20 半島振興法

◆

5 17 山村振興法

5 18
過疎地域自立促進
特別措置法

土地区画整理法265

5



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第88条 第5項
換地計画修正時の意見処理手
続

c3、c4、c5 ×（c5に係る部分） ×

　適切な縦覧期間を確保することにより関係
権利者の保護を図る当該規定を任意規定化
（例示化）することは不適切。
最低限の期間として２週間を義務づけた上
で、地方公共団体の条例等でそれ以上の延
長を認めるということであれば許容。

第95条 第4項 換地計画の策定、内容 c2 ①

生活再建計画の策定 c2 ①

①
（特定公共事業を施行す

る者）

②（申出をした者又はその
代表者）

関係市町村長の協議 c3 ①

関係行政機関の協議 cb 1②

事業概要書の公告、縦覧 c4 ①

縦覧の期間等 c5 ×

第6条の2 第1項 都市計画の内容 c2 ②

第6条の2 第2項 都市計画の内容 c2
②（区域区分の方針）

×（その他）
○

第7条の2 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第8条 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第8条 第2項 都市計画の内容 c2 × ○

第8条 第3項 都市計画の内容 c2
①（1号、2号に係る部分）

×（その他）
○

第10条の2 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第10条の2 第2項 都市計画の内容 c2
①（政令で定める事項を

除く）
×（その他）

○

第10条の3 第2項 都市計画の内容 c2
①（政令で定める事項を

除く）
×（その他）

○

第10条の4 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第10条の4 第2項 都市計画の内容 c2
①（政令で定める事項を

除く）
×（その他）

○

第11条 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第11条 第2項 都市計画の内容 c2
①（政令で定める事項を

除く）
×（その他）

○

第11条 第6項 都市計画の内容 c2 ①

第12条 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第12条 第2項 都市計画の内容 c2
①（政令で定める事項を

除く）
×（その他）

○

第12条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第12条 第6項 都市計画の内容 c2 ①

第12条の2 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第12条の2 第2項 都市計画の内容 c2
①（政令で定める事項を

除く）
×（その他）

○

第12条の2 第4項 都市計画の策定 c2 ①

第12条の4 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第12条の4 第2項 都市計画の内容 c2
①（政令で定める事項を

除く）
×（その他）

○

第12条の5 第2項 都市計画の内容 c2
①（3号に係る部分）

×（その他）
○

第12条の5 第5項 都市計画の内容 c2
①（2号に係る部分）

×（その他）
○

第12条の5 第7項 都市計画の内容 c2
①（1号、2号に係る部分）

×（その他）
○

◆

○

◆

◆

◆

◆

第12条 第2項

5 27
公共用地の取得に
関する特別措置法

第47条 第3項

5 29
大深度地下の公共
的使用に関する特
別措置法

◆

特定公共事業施行者等の協議 c3

◆

土地区画整理法265

都市計画法16

6



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第13条 第1項 都市計画の内容 c2 × ×

第13条 第2項 都市計画の内容 c2 × ×

第13条 第3項 都市計画の内容 c2 × ×

第14条 第1項 図書の表示の方法 c5 × ×

第14条 第2項 都市計画の内容 c5 × ×

第14条 第3項 都市計画の内容 c5 × ×

第18条の2 第1項
市町村の都市計画に関する基本
方針の策定

c2 × ×

第18条の2 第2項
公聴会の開催等住民の意見反
映に必要な措置

c3 × ×

第18条の2 第3項
市町村の都市計画に関する基本
方針の公表

c4 × ×

第20条 第1項 都市計画決定の告示 c4 ①

都市計画の縦覧 c4 ①

縦覧の方法 c5 ×

第21条 第1項 都市計画の変更 c2 × ×

　私権の制限を伴う都市計画を必要に応じて
適切に変更することは、財産権の保護を定め
る憲法上の要請に応えるものであり、これを
廃止又は努力義務化することにより、事情の
変化が発生した場合においても、計画を適切
に変更しないことを許容することは、憲法の定
める財産権の保護及び法律に基づく私権の
制限の観点から重大な問題がある。

第21条の3
計画提案に係る計画内容の審
査

c3 ②

第23条 第4項 港湾管理者の意見反映 c3 ①

第23条 第7項
道路を管理することとなる者への
協議

c3 ②

第36条 第2項 都市計画の内容 c2 ①

第36条 第3項 都市計画の内容 c2 ×

　本条は都市計画の基準を定める規定である
が、都市計画は、これが定められることにより
土地所有者等に私人の財産権の制限が生じ
るものであるため、本条に規定する基準に
従って地方公共団体が適正な都市計画を定
めるように担保しているところである。
　　また、本条項は、私人が、都市計画の違法
性を判断、主張する重要な基準にもなってい
る。
　現に、都市計画の違法性が争われた事案
（※）で、最高裁が都市計画法第13条を根拠
として都市計画変更を違法と判断したことに
鑑みれば、勧告通りの措置をとることにより、
かえって、私人にとって司法の場で自らの権
利の救済を主張することが格段に困難になる
（都市計画の違法性を立証する際の負担が
重くなる）ことが懸念され、憲法の定める財産
権の保護及び法律に基づく私権の制限の観
点から重大な問題がある。

※伊東裁判（最判平２０．３．１１）

第38条
計画提案に係る計画内容の審
査

c3 ②

第41条 第1項 ６月以内の提案処理 c5 × ○

第46条 第2項 都市再生整備計画の内容 c2
④（1号～5号）
×（その他）

○

第46条 第4項 特定非営利活動法人等の同意 c3 ①

第46条 第10項
都市再生整備協議会の意見聴
取

c3 × ○

◆

◆

◆

◆

第2項 ○

◆

◆

　本条は都市計画の基準を定める規定である
が、都市計画は、これが定められることにより
土地所有者等に私人の財産権の制限が生じ
るものであるため、本条に規定する基準に
従って地方公共団体が適正な都市計画を定
めるように担保しているところである。
　また、本条項は、私人が、都市計画の違法
性を判断、主張する重要な基準にもなってい
る。
　現に、都市計画の違法性が争われた事案
（※）で、最高裁が都市計画法第13条を根拠
として都市計画変更を違法と判断したことに
鑑みれば、勧告通りの措置をとることにより、
かえって、私人にとって司法の場で自らの権
利の救済を主張することが格段に困難になる
（都市計画の違法性を立証する際の負担が
重くなる）ことが懸念され、憲法の定める財産
権の保護及び法律に基づく私権の制限の観
点から重大な問題がある。

※伊東裁判（最判平２０．３．１１）

　都市計画を定めることにより土地所有者等に私
権の制限が生じる以上、自己の権利に係る土地
について、制限が生じる区域に含まれるかどうか
及びその制限の内容を容易に判断することができ
ること等の最低限の基準を充たした図書によって
表示されることが私人の財産権の保護のため必
要であり、勧告通りの措置をとることにより、土地
所有者等が、自己が権利を有する土地について、
どのような制限がかかる区域であるかを容易に判
断できない図書をも許容することとなり、実務上支
障が生じることはもとより、憲法の定める財産権の
保護の観点から重大な問題がある。

　市町村マスタープランの策定の義務につい
て勧告通りの措置をとった場合においても、
市町村マスタープランが、まちづくりの主役と
なる住民の意向を十分に反映させるものであ
り、また、具体の都市計画を通じて住民の権
利義務に重大な影響を及ぼすものであること
を踏まえると、第２項及び第３項に規定する住
民参加及び公表の手続を不要とすることは、
住民参加の手続を欠き、かつ透明性の低い
市町村マスタープランの策定を許容すること
となり、市町村マスタープランの策定を通じて
都市計画に住民の意向を十分に反映させる
という制度を設けたそもそもの趣旨が損なわ
れるおそれがあることから、勧告通りの措置
を講ずることは困難。

◆

第20条

都市計画法16

都市再生特別措置
法

26
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第46条 第12項 都市再生整備計画の公表、公告 c4 × ×

【計画の公表について】
　計画区域内では、経路協定（都市再生特別
措置法第７４条）の締結が可能であり、これを
区域内の住民に周知する必要があるため、計
画の公表は必ず行う必要がある。

【都市計画決定の公告について】
　都市計画決定等については、都市計画を定
めることにより私権の制限が将来的に生じる
以上、自己の権利に係る土地について、制限
が生じ得る区域に含まれるかどうか及びその
制限の内容を容易に判断することができるよ
う、区域内の住民に周知することが必要であ
るため、都市計画決定等の公告は必要であ
る。

なお、平成21年度法改正によって、現在本項
は第13項となっている。

第52条 第1項 都市計画の内容 c2 ①

第52条 第2項 都市計画の内容 c2 ①

第52条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第55条 計画要請に係る内容の審査 c3 ②

第2条の3 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第2条の3 第2項 都市計画の内容 c2 × ○

第4条 第1項 都市計画の内容 c2 ①

第4条 第2項 都市計画の内容 c2 × ×

　本条は都市計画の基準を定める規定である
が、都市計画は、これが定められることにより
土地所有者等に私人の財産権の制限が生じ
るものであるため、本条に規定する基準に
従って地方公共団体が適正な都市計画を定
めるように担保しているところである。
　また、本条項は、私人が、都市計画の違法
性を判断、主張する重要な基準にもなってい
る。
　現に、都市計画の違法性が争われた事案
（※）で、最高裁が都市計画法第13条を根拠
として都市計画変更を違法と判断したことに
鑑みれば、勧告通りの措置をとることにより、
かえって、私人にとって司法の場で自らの権
利の救済を主張することが格段に困難になる
（都市計画の違法性を立証する際の負担が
重くなる）ことが懸念され、憲法の定める財産
権の保護及び法律に基づく私権の制限の観
点から重大な問題がある。

※伊東裁判（最判平２０．３．１１）

第5条 都市計画の内容 c2 × ○

第7条 第2項 都市計画の内容 c2 ①

第7条 第3項 都市計画の内容 c2 × ×

　本条は都市計画の基準を定める規定である
が、都市計画は、これが定められることにより
土地所有者等に私人の財産権の制限が生じ
るものであるため、本条に規定する基準に
従って地方公共団体が適正な都市計画を定
めるように担保しているところである。
　また、本条項は、私人が、都市計画の違法
性を判断、主張する重要な基準にもなってい
る。
　現に、都市計画の違法性が争われた事案
（※）で、最高裁が都市計画法第13条を根拠
として都市計画変更を違法と判断したことに
鑑みれば、勧告通りの措置をとることにより、
かえって、私人にとって司法の場で自らの権
利の救済を主張することが格段に困難になる
（都市計画の違法性を立証する際の負担が
重くなる）ことが懸念され、憲法の定める財産
権の保護及び法律に基づく私権の制限の観
点から重大な問題がある。
※伊東裁判（最判平２０．３．１１）

第7条の11 第1項 事業計画に定める事項 c2
①（施行地区に係る部分）

×（その他）

第２次勧告別紙１中メルク
マール該当非該当の判断
は「ⅰ」から「×」に修正

×

　事業計画等の認可制度は、関係権利者の
私権に重大な影響を及ぼす市街地再開発事
業等の実施に当たって、事業の公共性、事業
内容の妥当性を、あらかじめ施行者以外の第
三者（大臣又は知事）がチェックするための仕
組みであり、また、関係権利者にとっては、事
業着手前にその妥当性等について意見を述
べ、最終的には法的に争うことができる唯一
の機会となっている。
　したがって、事業計画等の記載内容として
は、チェックする第三者及び関係権利者が当
該事業の内容を把握する上で必要な情報が
含まれていることが必要であり、施行地区以
外の事項（設計の概要、事業期間など）につ
いて記載を不要とし、事業計画等の内容を形
骸化することは、利害関係者の権利保護の観
点で重大な問題がある。

第74条 第1項 権利変換計画の決定の基準 c2 × ○

第75条 第1項 権利変換計画の内容 c2 ①

第75条 第2項 権利変換計画の内容 c2 ①

都市再開発法36

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

都市再生特別措置
法

26
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第75条 第3項 権利変換計画の内容 c2 ①

第77条 第2項 権利変換計画の内容 c2 ①

第77条 第3項 権利変換計画の内容 c2 ①

第77条 第4項 権利変換計画の内容 c2 ①

第77条 第5項 権利変換計画の内容 c2 ①

第82条 権利変換計画の内容 c2 ①

権利変換計画の縦覧 c4 ②

縦覧の期間、縦覧開始日、場
所、時間の公告

c5 ×

第83条 第3項 意見書内容の審査 c3 ②

第83条 第4項
権利変換計画を修正した際の意
見処理手続

c3、c4、c5 ×（c5に係る部分） ×

適切な縦覧期間を確保することにより関係権
利者の保護を図る当該規定を任意規定化（例
示化）することは不適切。
最低限の期間として２週間を義務づけた上
で、地方公共団体の条例等でそれ以上の延
長を認めるということであれば許容。

第99条の2 第2項 権利変換計画の内容 c2 ①

第109条の2 第2項 権利変換計画の内容 c2 ①

第109条の2 第3項 権利変換計画の内容 c2 ①

第109条の2 第4項 権利変換計画の内容 c2 ①

第109条の2 第5項 権利変換計画の内容 c2 ①

第109条の2 第6項 権利変換計画の内容 c2 ①

第118条の7 第3項 管理処分計画の内容 c2 ①

第118条の32 第1項 権利変換計画の内容 c2 ①

第3条 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第31条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第32条 第2項 都市計画の内容 c2
①（2号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第32条 第3項
特定防災街区整備地区に関する
都市計画に定める事項

c2 × ○

第32条 第4項 都市計画の内容 c2 × ○

第32条 第5項 都市計画の内容 c2 × ×

　本条は都市計画の基準を定める規定である
が、都市計画は、これが定められることにより
土地所有者等に私人の財産権の制限が生じ
るものであるため、本条に規定する基準に
従って地方公共団体が適正な都市計画を定
めるように担保しているところである。
　　また、本条項は、私人が、都市計画の違法
性を判断、主張する重要な基準にもなってい
る。
　現に、都市計画の違法性が争われた事案
（※）で、最高裁が都市計画法第13条を根拠
として都市計画変更を違法と判断したことに
鑑みれば、勧告通りの措置をとることにより、
かえって、私人にとって司法の場で自らの権
利の救済を主張することが格段に困難になる
（都市計画の違法性を立証する際の負担が
重くなる）ことが懸念され、憲法の定める財産
権の保護及び法律に基づく私権の制限の観
点から重大な問題がある。

※伊東裁判（最判平２０．３．１１）

第120条 第1項 都市計画の内容 c2 ①

密集市街地におけ
る防災街区の整備
の促進に関する法
律

46

都市再開発法36

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

第1項 ×

適切な縦覧期間を確保することにより関係権
利者の保護を図る当該規定を任意規定化（例
示化）することは不適切。
最低限の期間として２週間を義務づけた上
で、地方公共団体の条例等でそれ以上の延
長を認めるということであれば許容。

第83条

◆

◆

◆

◆
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第120条 第2項 都市計画の内容 c2 × ×

　本条は都市計画の基準を定める規定である
が、都市計画は、これが定められることにより
土地所有者等に私人の財産権の制限が生じ
るものであるため、本条に規定する基準に
従って地方公共団体が適正な都市計画を定
めるように担保しているところである。
　　また、本条項は、私人が、都市計画の違法
性を判断、主張する重要な基準にもなってい
る。
　現に、都市計画の違法性が争われた事案
（※）で、最高裁が都市計画法第13条を根拠
として都市計画変更を違法と判断したことに
鑑みれば、勧告通りの措置をとることにより、
かえって、私人にとって司法の場で自らの権
利の救済を主張することが格段に困難になる
（都市計画の違法性を立証する際の負担が
重くなる）ことが懸念され、憲法の定める財産
権の保護及び法律に基づく私権の制限の観
点から重大な問題がある。

※伊東裁判（最判平２０．３．１１）

事業計画の縦覧 c4 ②

縦覧の期間 c5 ×

第204条 第1項 権利変換計画の策定 c2 ①

第206条 第1項 権利変換計画の決定の基準 c2 × ○

第207条 第1項 権利変換計画の内容 c2 ①

第207条 第2項 権利変換計画の内容 c2 ①

第207条 第3項 権利変換計画の内容 c2 ①

第207条 第4項 権利変換計画の内容 c2 ①

第209条 第4項 権利変換計画の内容 c2 ①

第210条 第1項 権利変換計画の内容 c2 ①

第210条 第2項 権利変換計画の内容 c2 ①

第210条 第3項 権利変換計画の内容 c2 ①

第210条 第4項 権利変換計画の内容 c2 ①

第210条 第5項 権利変換計画の内容 c2 ①

第215条 権利変換計画の内容 c2 ①

権利変換計画の縦覧 c4 ②

縦覧の期間、縦覧開始日、場
所、時間の公告

c5 ×

第216条 第3項 意見書内容の審査 c3 ②

第216条 第4項
権利変換計画を修正した際の意
見処理手続

c3、c4、c5 ×（c5に係る部分） ×

適切な縦覧期間を確保することにより関係権
利者の保護を図る本条項を任意規定化（例示
化）することは不適切。最低限の期間として２
週間を義務づけた上で、地方公共団体の条
例等でそれ以上の延長を認めるということで
あれば許容。

第235条 第2項 権利変換計画の内容 c2 ①

第281条 第1項 防災都市施設の施行予定者 c2 ①

第281条 第2項
都市計画の案に対する施行予定
者の同意

c3 ①

第281条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第281条 第4項 都市計画の内容 c2 ①

第4条 第2項
緑地の保全及び緑化の推進に
関する基本計画の内容

c2
④（3号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 第4項
公聴会の開催等住民の意見反
映に必要な措置

c3 × ○

第4条 第7項
緑地の保全及び緑化の推進に
関する基本計画の公表

c4 × ○

第6条 第1項 緑地保全計画の策定 c2 ①、④

第6条 第2項 緑地保全計画の内容 c2
①（1号に係る部分）

④（2号イに係る部分）
×（その他）

○

都市緑地法56

密集市街地におけ
る防災街区の整備
の促進に関する法
律

46

適切な縦覧期間を確保することにより関係権
利者の保護を図る本条項を任意規定化（例示
化）することは不適切。最低限の期間として２
週間を義務づけた上で、地方公共団体の条
例等でそれ以上の延長を認めるということで
あれば許容。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

第216条 第1項 ×

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

第181条 第1項 ×

　適切な縦覧期間を確保することにより関係
権利者の保護を図る本条項を任意規定化（例
示化）することは不適切。最低限の期間として
２週間を義務づけた上で、地方公共団体の条
例等でそれ以上の延長を認めるということで
あれば許容。

第179条 第1項 事業計画の策定 c2 ◆①

10



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第6条 第4項 緑地保全計画の公表 c4 ①

緑地保全地域の表示 c4 ①

緑地保全地域内への標識設置 c5 ×

第34条 第2項 都市計画の内容 c2 ①

第34条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第3条 第2項

所有権等を有する者及び当該権
利に関する仮登記、差押えの登
記又は買戻しの特約の登記の登
記名義人の同意

c3 ②

生産緑地地区の表示 c4 ①

生産緑地地区内への標識設置 c5 ×

第4条 第1項 駐車場整備計画の策定 c2 ④ ○

第4条 第2項 駐車場整備計画の内容 c2
④（4号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 第4項 駐車場整備計画の公表 c4 × ○

第10条 第1項 都市計画の内容 c2 ①

第5条 第1項 都市計画の内容 c2 ①

第5条 第2項 都市計画の内容 c2 × ×

　都市計画が定められることにより、土地所有
者等に私人の財産権の制限が生じるもので
あるため、本条に規定する基準に従って地方
公共団体が適正な都市計画を定めるように担
保しているところである。

　司法判断（いわゆる伊東裁判（最判平２０．
３．１１））においても、都市計画法第１３条に
定める基準に反する都市計画変更が違法と
判断され、土地所有者の財産権が保護され
たところであり、本条を「できる」規定化又は努
力義務化すると、こうした私人の財産権の保
護に支障が生じるおそれがある。

　新住宅市街地開発事業の都市計画の基準
が存置（第三次勧告の対象外）される以上、
当該規定についても存置しなければ私人の
財産権の保護に差異が生ずるおそれがある。

第18条 第1項 施行計画の策定 c2 ①

第18条 第3項
関係のある公共施設の管理者
又は管理者となるべき者への協
議

c3 ②

第18条の2 第1項 処分管理計画の策定 c2 ①

第3条 第1項
近郊整備区域建設計画等の策
定

c2 ④ ○

第4条 第1項
近郊整備区域建設計画等の内
容

c2
④（4号に係る部分）

×（その他）
○

第7条 第1項 都市計画の内容 c2 ①

第7条 第2項 都市計画の内容 c2 × ×

　都市計画が定められることにより、土地所有
者等に私人の財産権の制限が生じるもので
あるため、本条に規定する基準に従って地方
公共団体が適正な都市計画を定めるように担
保しているところである。

　司法判断（いわゆる伊東裁判（最判平２０．
３．１１））においても、都市計画法第１３条に
定める基準に反する都市計画変更が違法と
判断され、土地所有者の財産権が保護され
たところであり、本条を「できる」規定化又は努
力義務化すると、こうした私人の財産権の保
護に支障が生じるおそれがある。

　新住宅市街地開発事業の都市計画の基準
が存置（第三次勧告の対象外）される以上、
当該規定についても存置しなければ私人の
財産権の保護に差異が生ずるおそれがある。

第24条 第1項 施行計画の策定 c2 ①

第24条 第3項
関係のある公共施設の管理者
又は管理者となるべき者への協
議

c3 ②

第25条 第1項 処分管理計画の策定 c2 ①

第3条 第1項 保全区域整備計画の策定 c2 ④ ○

第3条 第3項 保全区域整備計画の公表 c4 × ○

第4条 保全区域整備計画の内容 c2
④（3号に係る部分）

×（その他）
○

都市緑地法56

6 12
近畿圏の保全区域
の整備に関する法
律

◆

◆

6 11

近畿圏の近郊整備
区域及び都市開発
区域の整備及び開
発に関する法律

◆

◆

◆

◆

○

6 7 駐車場法

◆

6 8

首都圏の近郊整備
地帯及び都市開発
区域の整備に関す
る法律

◆

◆

第7条 第1項 ○

◆

6 6 生産緑地法

◆

第6条 第1項

◆

◆

11



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第3条 第1項
都市整備区域建設計画等の策
定

c2 ④ ○

第3条 第3項
都市整備区域建設計画等の公
表

c4 × ○

第4条
都市整備区域建設計画等の内
容

c2
④（5号、6号に係る部分）

×（その他）
○

第5条 保全区域整備計画の内容 c2
④（3号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 第1項 都市計画の内容 c2 ①

第4条 第2項 都市計画の内容 c2 × ×

　都市計画が定められることにより、土地所有
者等に私人の財産権の制限が生じるもので
あるため、本条に規定する基準に従って地方
公共団体が適正な都市計画を定めるように担
保しているところである。

　司法判断（いわゆる伊東裁判（最判平２０．
３．１１））においても、都市計画法第１３条に
定める基準に反する都市計画変更が違法と
判断され、土地所有者の財産権が保護され
たところであり、本条を「できる」規定化又は努
力義務化すると、こうした私人の財産権の保
護に支障が生じるおそれがある。

　新住宅市街地開発事業の都市計画の基準
が存置（第三次勧告の対象外）される以上、
当該規定についても存置しなければ私人の
財産権の保護に差異が生ずるおそれがある。

第24条 第1項 施行計画の策定 c2
①（施行区域に係る事項）

×（その他）
×

　収用で得られた土地の処分について、第三
者がチェックできなくなることにより、収用対象
事業としての公共性の担保や従前の土地所
有者等の権利保護（優先分譲の機会の確保）
の観点で重大な問題となる。これは民間施行
者等に対するチェックの仕組みと同様である。

　第２種市街地再開発事業（都市再開発法）
の管理処分計画の内容が、公用収用、公用
換地、権利変換に関する事務であることを理
由に存置（第３次勧告の対象外）される以上、
同じ理由から存置しなければ、私人の財産権
の保護に差異が生ずるおそれがある。

第25条 第2項
関係のある根幹公共施設の管
理者又は管理者となるべき者へ
の協議

c3 ②

第44条 第1項 処分計画の策定 c2 ①

第44条 第2項 処分計画に定める事項 c2
①（土地の利用の規制に

関する部分）
×（その他）

×

　収用で得られた土地の処分について、第三
者がチェックできなくなることにより、収用対象
事業としての公共性の担保や従前の土地所
有者等の権利保護（優先分譲の機会の確保）
の観点で重大な問題となる。これは民間施行
者等に対するチェックの仕組みと同様である。

　第２種市街地再開発事業（都市再開発法）
の管理処分計画の内容が、公用収用、公用
換地、権利変換に関する事務であることを理
由に存置（第３次勧告の対象外）される以上、
同じ理由から存置しなければ、私人の財産権
の保護に差異が生ずるおそれがある。

第46条 第1項 処分計画の基準 c2 × ×

　収用で得られた土地の処分について、第三
者がチェックできなくなることにより、収用対象
事業としての公共性の担保や従前の土地所
有者等の権利保護（優先分譲の機会の確保）
の観点で重大な問題となる。これは民間施行
者等に対するチェックの仕組みと同様である。

　第２種市街地再開発事業（都市再開発法）
の管理処分計画の内容が、公用収用、公用
換地、権利変換に関する事務であることを理
由に存置（第３次勧告の対象外）される以上、
同じ理由から存置しなければ、私人の財産権
の保護に差異が生ずるおそれがある。

第46条 第2項 処分計画の基準 c2 × ×

　収用で得られた土地の処分について、第三
者がチェックできなくなることにより、収用対象
事業としての公共性の担保や従前の土地所
有者等の権利保護（優先分譲の機会の確保）
の観点で重大な問題となる。これは民間施行
者等に対するチェックの仕組みと同様である。

　第２種市街地再開発事業（都市再開発法）
の管理処分計画の内容が、公用収用、公用
換地、権利変換に関する事務であることを理
由に存置（第３次勧告の対象外）される以上、
同じ理由から存置しなければ、私人の財産権
の保護に差異が生ずるおそれがある。

第47条 処分計画の内容 c2 ①

第49条 第1項 実施計画の策定 c2 × ○

6 15 新都市基盤整備法

◆

◆

◆

◆

6 14

中部圏の都市整備
区域、都市開発区
域及び保全区域の
整備等に関する法
律

12



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第6条 第2項 基本計画の内容 c2
④（2号～5号に係る部分）

×（その他）
○

第6条 第3項 基本計画の内容 c2 ④

第6条 第4項 基本計画の内容 c2 ④

第6条 第8項 基本計画の公表 c4 × ○

第19条 第2項 都市計画の内容 c2 × ○

第19条 第4項 都市計画の内容 c2 ①

第26条
拠点整備土地区画整理事業の
事業計画の策定、内容

c2 × ○

第3条の2 第1項 基本方針の策定 c2 × ○

第3条の2 第2項 基本方針の内容 c2 × ○

第3条の2 第3項 基本方針の内容 c2 × ○

第3条の2 第9項 基本方針の公表 c4 × ○

第4条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第7条 第2項 都市計画の内容 c2 ①

第7条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第8条 都市計画の内容 c2 × ×

　本条は都市計画の基準を定める規定である
が、都市計画は、これが定められることにより
土地所有者等に私人の財産権の制限が生じ
るものであるため、本条に規定する基準に
従って地方公共団体が適正な都市計画を定
めるように担保しているところである。
　　また、本条項は、私人が、都市計画の違法
性を判断、主張する重要な基準にもなってい
る。
　現に、都市計画の違法性が争われた事案
（※）で、最高裁が都市計画法第13条を根拠
として都市計画変更を違法と判断したことに
鑑みれば、勧告通りの措置をとることにより、
かえって、私人にとって司法の場で自らの権
利の救済を主張することが格段に困難になる
（都市計画の違法性を立証する際の負担が
重くなる）ことが懸念され、憲法の定める財産
権の保護及び法律に基づく私権の制限の観
点から重大な問題がある。
※伊東裁判（最判平２０．３．１１）

第25条 第1項 施行計画及び処分計画の策定 c2 ①

第25条 第2項 施行計画に定める事項 c2
①（事業地に係る部分）

×（その他）
×

　事業計画等の認可制度は、関係権利者の
私権に重大な影響を及ぼす流通業務団地造
成事業の実施に当たって、事業の公共性、事
業内容の妥当性を、あらかじめ施行者以外の
第三者（大臣又は知事）がチェックするための
仕組みであり、また、関係権利者にとっては、
事業着手前にその妥当性等について意見を
述べ、最終的には法的に争うことができる唯
一の機会となっている。
　したがって、事業計画等の記載内容として
は、チェックする第三者及び関係権利者が当
該事業の内容を把握する上で必要な情報が
含まれていることが必要であり、施行地区以
外の事項（設計の概要、事業期間など）につ
いて記載を不要とし、事業計画等の内容を形
骸化することは、利害関係者の権利保護の観
点で重大な問題がある。

第25条 第3項 処分計画に定める事項 c2

①（処分後の造成敷地等
の利用の規制に係る事

項）
×（その他）

×

　事業計画等の認可制度は、関係権利者の
私権に重大な影響を及ぼす流通業務団地造
成事業の実施に当たって、事業の公共性、事
業内容の妥当性を、あらかじめ施行者以外の
第三者（大臣又は知事）がチェックするための
仕組みであり、また、関係権利者にとっては、
事業着手前にその妥当性等について意見を
述べ、最終的には法的に争うことができる唯
一の機会となっている。
　したがって、事業計画等の記載内容として
は、チェックする第三者及び関係権利者が当
該事業の内容を把握する上で必要な情報が
含まれていることが必要であり、施行地区以
外の事項（設計の概要、事業期間など）につ
いて記載を不要とし、事業計画等の内容を形
骸化することは、利害関係者の権利保護の観
点で重大な問題がある。

第27条 処分計画の内容 c2 × ×

　流通業務団地造成事業は、土地収用権を
背景に用地を取得して事業を施行するもので
あることから、造成区域等の処分にあたって
は、事業の目的とする公共性・公益性が担保
されなければならない。
　従って、施行者は、事業の公共性・公益性を
担保するため、流通業務団地における造成敷
地の価額の適正性等に関する基準に従って
適正な処分計画を定める必要がある。

流通業務市街地の
整備に関する法律

176

◆

◆

◆

◆

6 16

地方拠点都市地域
の整備及び産業業
務施設の再配置の
促進に関する法律

◆

◆

◆
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第28条 処分計画の内容 c2 × ×

　流通業務団地造成事業は、土地収用権を
背景に用地を取得して事業を施行するもので
あることから、造成区域等の処分にあたって
は、事業の目的とする公共性・公益性が担保
されなければならない。
　従って、施行者は、事業の公共性・公益性を
担保するため、流通業務団地における造成施
設等の建設に関する基準に従って適正な処
分計画を定める必要がある。

第29条
関係のある公共施設の管理者
又は管理者となるべき者への協
議

c3 ②

基本計画の作成 c2 ④

基本計画の認定 cb

1a（2号、4号～10号、12号
に係る部分）

6①（2号、6号、12号に係
る部分）

×（その他）

第11条 第1項 認定基本計画の変更の認定 cb

1a（2号、4号～10号、12号
に係る部分）

6①（2号、6号、12号に係
る部分）

×（その他）

○

第9条 第2項 基本計画の内容 c2
④（2号、4号～10号、12号

に係る部分）
×（その他）

○

第9条 第4項
中心市街地活性化協議会、商工
会・商工会議所の意見聴取

c3 ②

第9条 第5項 地方住宅供給公社の同意 c3 ①

第9条 第10項 認定基本計画の内容の公表 c4 ③

第13条 第4項
認定基本計画取消しの通知の旨
の公表

c4 ③

第17条 第1項 基本計画の内容 c2 × ○

第17条 第2項 公園管理者の同意 c3 ①

第7条 第1項 周辺開発地区整備計画の内容 c2
④（2号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第8条 第1項 国土交通大臣の協議 cb × ○

第8条 第3項 周辺開発地区整備計画の公表 c4 × ○

第5条 第1項
関西文化学術研究都市の建設
に関する計画の策定

c2 ④ ○

第5条 第3項
関西文化学術研究都市の建設
に関する計画の公表

c4 × ○

第6条 第1項
関西文化学術研究都市の建設
に関する計画の内容

c2
④（1号～6号に係る部分）

×（その他）
○

第3条 第1項 事業計画の策定 c2 ④ ○

第3条 第2項 事業計画の内容 c2
④（事業の概要及び経費

の概算に係る部分）
×（その他）

○

第8条 第2項 景観計画の内容 c2
①、④（1号、3号～5号に

係る部分)
×（その他）

○

第8条 第3項 景観計画の内容 c2 ①、④

第12条 計画提案に係る内容の審査 c3 ②

第55条 第2項
景観農業振興地域整備計画の
内容

c2 ④

第61条 第2項 都市計画の内容 c2 ①

特別保存地区の表示 c4 ①

表示の方法 c5 ×

第4条 第3項 都市計画の内容 c2
④（1号～10号に係る部

分）
×（その他）

○

第47条の5 第3項 実施要請に係る素案の審査 c3 ②

第47条の5 第6項
都道府県公安委員会への意見
聴取

cb 4①

第7条 第1項 道路交通騒音減少計画の策定 c2 × ○

第7条 第2項 道路交通騒音減少計画の内容 c2 × ○

第7条 第3項 道路交通騒音減少計画の公表 c4 × ○

流通業務市街地の
整備に関する法律

176

明日香村における
歴史的風土の保存
及び生活環境の整
備等に関する特別
措置法

第3条 ①、④ ◆

7 1 道路法

◆

◆

6 41

第6条 第2項 ○

第1項 都市計画の内容

◆

◆

◆

◆

c2

6 37 景観法

6 40
古都における歴史
的風土の保存に関
する特別措置法

6 20
関西文化学術研究
都市建設促進法

6 35

国際観光文化都市
の整備のための財
政上の措置等に関
する法律

◆

◆

◆

6 19
筑波研究学園都市
建設法

◆

6 18
中心市街地の活性
化に関する法律

第9条 第1項 ○

◆

◆

幹線道路の沿道の
整備に関する法律

27

14



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第9条 第2項 都市計画の内容 c2
①（2号に係る部分）

×（その他）
○

第9条 第4項 都市計画の内容 c2
①（2号に係る部分）

×（その他）
○

第9条 第6項 都市計画の内容 c2
①（1号、2号に係る部分）

×（その他）
○

第9条 第7項 都市計画の内容 c2 × ×

　本条は都市計画の基準を定める規定である
が、都市計画は、これが定められることにより
土地所有者等に私人の財産権の制限が生じ
るものであるため、本条に規定する基準に
従って地方公共団体が適正な都市計画を定
めるように担保しているところである。
　　また、本条項は、私人が、都市計画の違法
性を判断、主張する重要な基準にもなってい
る。
　現に、都市計画の違法性が争われた事案
（※）で、最高裁が都市計画法第13条を根拠
として都市計画変更を違法と判断したことに
鑑みれば、勧告通りの措置をとることにより、
かえって、私人にとって司法の場で自らの権
利の救済を主張することが格段に困難になる
（都市計画の違法性を立証する際の負担が
重くなる）ことが懸念され、憲法の定める財産
権の保護及び法律に基づく私権の制限の観
点から重大な問題がある。

※伊東裁判（最判平２０．３．１１）

①（1号～5号に係る部分）
×（その他）

④（1号～6号に係る部分）
×（その他）

第10条の2 第3項
沿道整備権利移転等促進計画
の内容

c2 ①、④

第6条 第1項 共同溝整備計画の策定 c2 ①

第6条 第2項 共同溝整備計画の内容 c2
①（3号～5号に係る部分）
④（5号、6号に係る部分）

×（その他）
○

第7条 第1項
共同溝の占用予定者への意見
書提出依頼

c3 ②

第7条 第2項 意見書採択時の計画作成 c2 × ○

第7条 第3項 共同溝整備計画の変更手続 c3 × ○

第7条 第4項
共同溝の占用予定者の意見聴
取

c3 ②

7 4
電線共同溝の整備
等に関する特別措
置法

第5条 第2項 電線共同溝整備計画の策定 c2 × ○

7 6 踏切道改良促進法 第4条 第1項 立体交差化計画等の策定 c2 ④ ○

7 7
交通安全施設等整
備事業の推進に関
する法律

第4条 第1項
特定交通安全施設等整備事業
の実施計画の策定

c2 ④ ○

第5条 第4項 道路管理者の同意 c3 ①

第9条 第2項 道路管理者の同意 c3 ①

第40条 第2項 都道府県地域防災計画の内容 c2 ×

メルクマールⅴ：1号、2号
（情報の収集及び伝達、
災害に関する予報又は警
報の発令及び伝達、避
難、消火、水防、救難、救
助、衛生その他の災害応
急対策の部分）、3号

○

第42条 第2項 市町村地域防災計画の内容 c2 ×

メルクマールⅴ：1号、2号
（情報の収集及び伝達、
災害に関する予報又は警
報の発令及び伝達、避
難、消火、水防、救難、救
助、衛生その他の災害応
急対策の部分）、3号

○

幹線道路の沿道の
整備に関する法律

27

7 9 地方道路公社法

◆

◆

8 3 災害対策基本法

◆

7 3
共同溝の整備等に
関する特別措置法

◆

沿道整備権利移転等促進計画
の内容

◆

◆

c2 ①、④ ◆

c2 ○

第10条の2 第1項
沿道整備権利移転等促進計画
の策定

第10条の2 第2項
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第7条 第1項 水防計画の策定、変更 c2 × ×

　水防計画とは、地方公共団体、水防団等の
水防関係者における出水時の実践的な行動
計画であり、①河川毎の情報の伝達系統、②
水防団毎の担当区域、③堤防の漏水、溢水
箇所での土のう積み等具体の水防活動の方
法、④洪水予報、水防警報等の基準、方法等
を内容とする。
　水防団は、近隣住民（非常勤）が構成員の
過半で、十分な活動を行うためには水防計画
であらかじめ詳細に水防活動の方法を定めて
おくことが必要である。また、水防計画を基に
あらかじめ訓練を行い出水に備えておくこと
が重要である。
　仮に、水防計画が策定されていない場合に
は、地方公共団体、水防団等の水防関係者
による水防活動が適切に行われないおそれ
があるり、また水防計画が更新されていない
場合には、都道府県、市町村、水防団等の組
織改編や堤防の完成状況、被災・点検状況、
資機材の備蓄状況等の最新の情報が水防計
画に反映されず、実際の出水時に役立たない
こととなるため、実際の出水時における具体
の水防活動に支障を来たし、水害から国民の
生命・財産を守ることが困難となる。

第7条 第3項
二以上の都道府県に関する水防
計画の策定、変更

c2 × ×

　上記の水防計画策定の必要性に加え、二
以上の都府県に関係する水防事務について
は、上下流及び左右岸の水防管理者間の水
防についての協力応援、上流における堤防の
決壊等の危険な場合の通報など、二以上の
都府県の区域にわたる水防管理団体が連携
し、水防活動を実施するためにあらかじめ協
定して水防計画を定める必要がある。
　仮に、こうした連携が図られなかった場合、
例えば大規模水害時に、上流の水位や氾濫
情報が下流の水防管理者に円滑に伝えられ
ず、水防活動や避難行動に遅れが生じ、より
甚大な被害が生じる等のおそれがある。

第7条 第4項 水防計画の要旨の公表 c4 × ○

第32条 第1項 水防計画の策定、変更 c2 × ×

　水防計画とは、地方公共団体、水防団等の
水防関係者における出水時の実践的な行動
計画であり、①河川毎の情報の伝達系統、②
水防団毎の担当区域、③堤防の漏水、溢水
箇所での土のう積み等具体の水防活動の方
法、④洪水予報、水防警報等の基準、方法等
を内容とする。
　水防団は、近隣住民（非常勤）が構成員の
過半で、十分な活動を行うためには水防計画
であらかじめ詳細に水防活動の方法を定めて
おくことが必要である。また、水防計画を基に
あらかじめ訓練を行い出水に備えておくこと
が重要である。
　仮に、水防計画が策定されていない場合に
は、地方公共団体、水防団等の水防関係者
による水防活動が適切に行われないおそれ
があるり、また水防計画が更新されていない
場合には、都道府県、市町村、水防団等の組
織改編や堤防の完成状況、被災・点検状況、
資機材の備蓄状況等の最新の情報が水防計
画に反映されず、実際の出水時に役立たない
こととなるため、実際の出水時における具体
の水防活動に支障を来たし、水害から国民の
生命・財産を守ることが困難となる。

第32条 第3項 水防計画の要旨の公表 c4 × ○

第24条 第2項
利害関係を有する者又はこれら
の者の組織する団体の意見聴
取

c3 ②

第24条 第4項 関連事業計画の公表 c4 × ○

8 13
豪雪地帯対策特別
措置法

第6条 第2項
道府県豪雪地帯対策基本計画
の内容

c2
④（2号～7号に係る部分）

×（その他）
○

第3条 第1項
地震防災緊急事業五箇年計画
の内容

c2
④（1号～19号に係る部

分）
×（その他）

○

第3条 第3項
地震防災緊急事業五箇年計画
の内容

c2 ④

8 15
大規模地震対策特
別措置法

第6条 第1項
地震防災強化計画の策定及び
内容

c2
④（2号に係る部分）

×(その他）
メルクマールⅴ：1号 ○

8 16

地震防災対策強化
地域における地震
対策緊急整備事業
に係る国の財政上
の特別措置に関す
る法律

第3条 第2項
地震対策緊急整備事業計画の
内容

c2 ④ ○

8 17

東南海・南海地震
に係る地震防災対
策の推進に関する
特別措置法

第6条 第1項
東南海・南海地震防災対策推進
計画の策定及び内容

c2
④（1号に係る部分）

×（その他）
○

8

◆

8 14
地震防災対策特別
措置法

◆

5 水防法

8 10 地すべり等防止法
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

8 18

日本海溝・千島海
溝周辺海溝型地震
に係る地震防災対
策の推進に関する
特別措置法

第6条 第1項
日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震防災対策推進計画の策定
及び内容

c2
④（1号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 避難施設緊急整備計画の内容 c2
④（1号～4号に係る部分）

×（その他）
○

第8条 第1項 防災営農施設整備計画の策定 c2 ④ ○

第8条 第2項
防災林業経営施設整備計画の
策定

c2 ④ ○

第8条 第3項
防災漁業経営施設整備計画の
策定

c2 ④ ○

第8条 第4項
関係農業団体、関係林業団体、
関係漁業団体の意見聴取

c3 ②

第31条 第2項
石油コンビナート等防災計画の
内容

c2 ×
メルクマールⅴ：3号、15
号、16号以外

○

第33条 第1項
緑地等の設置に関する計画の策
定

c2 ①

第5条 第2項 都市計画の内容 c2
①（制限が行われる期間
の満了の日に係る部分）

×（その他）
○

第5条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第5条 第1項 事業計画の策定 c2 ④ ×

第6条 第1項 実施計画の策定 c2 ④ ×

第6条 第2項 基本計画の内容 c2
④（1号、2号に係る部分）

×（その他）
×

第6条 第3項 実施計画の内容 c2
④（1号～4号に係る部分）

×（その他）
×

第7条

公共施設の管理者等、地区施設
の設置について許可、認可その
他の処分をする権限を有する行
政機関、改良地区内において住
宅経営をしようとする者等への協
議

c3 ②

第8条 第1項 事業計画策定の旨の告示 c4 ①

第8条 第2項 改良地区内への掲示 c5 × ×

　住宅地区改良事業については、その歴史的
背景への配慮の重要性に鑑みて、従来より国
が関与を求められてきたところであり、本規定
の廃止又は条例委任は適切でない。
　また、本規定は、不良住宅の除去、土地の
収用等、私人の権利に関する強制力を伴った
行為が行われることとなる事業の性格に鑑み
て、従前居住者の権利の保護の観点から当
然に必要なものであると言える。

図書の備付け c4 ①

備付けの方法 c5 ×

第5条 第1項
都道府県耐震改修促進計画の
策定

c2 ④ ×

第5条 第2項
都道府県耐震改修促進計画の
内容

c2
④（1号～4号に係る部分）

×（その他）
×

第5条 第4項 地方住宅供給公社の同意 c3 ①

第5条 第5項
都道府県耐震改修促進計画の
公表

c4 × ×

第5条 第8項
市町村の区域内の建築物の耐
震診断及び耐震改修の促進を図
るための計画の公表

c4 × ×

第17条 第1項 都道府県計画の策定 c2 ④ ×

第17条 第2項 都道府県計画の内容 c2
④（1号、5号、6号に係る

部分）
×（その他）

×

第17条 第3項
住民の意見反映に必要な措置、
市町村への協議、地域住宅協議
会への意見聴取

c3
①（住民の意見反映に必

要な措置を除く）
×（その他）

○

第17条 第7項 都道府県計画の公表 c4 × ○

9 6 公営住宅法 第37条 第2項
公営住宅建替事業に関する計画
の策定及び内容

c2 × メルクマールⅳg：2号、4号 ○

住宅地区改良法29

9 5 住生活基本法

　住宅政策は、国においては住生活基本計画
（全国計画）に基づいて、地域においては全
国計画に即した都道府県計画に基づいて、整
合性をとりながら推進されている。特に、住宅
セーフティネットの確保については、現状の応
募倍率が8.7倍となっている公営住宅の整備
を計画的に進める必要がある。
　また、公営住宅については、国及び地方公
共団体が協力してこれを整備することとされ
ており、公営住宅法第７条に基づき、国はそ
の建設費等を補助する義務を負っており、そ
の供給量に関し、あらかじめ国と地方公共団
体が調整するスキームが必要である。

住宅地区改良事業については、その歴史的
背景への配慮の重要性に鑑みて、従来より国
が関与を求められてきたところであり、本規定
の廃止又は条例委任は適切でない。
　また、本規定は、不良住宅の除去、土地の
収用等、私人の権利に関する強制力を伴った
行為が行われることとなる事業の性格に鑑み
て、従前居住者の権利の保護の観点から当
然に必要なものであると言える。

9 3
建築物の耐震改修
の促進に関する法
律

　生命・身体の保護を図るため、建築物の耐
震化は最も重要な課題であり、国として耐震
改修を推進することとしているが、都道府県
の判断で計画を策定しないことは不適切であ
る。
　したがって、当該条項の見直しは行わない。

◆

　都道府県耐震改修促進計画等により、不特
定多数の者の権利を制限し、又は義務を課す
る場合があるため、地方公共団体の判断によ
り、公表しないことは不適切である。
　したがって、当該条項の見直しは行わない。

第30条 第1項 ×

　住宅地区改良事業については、その歴史的
背景への配慮の重要性に鑑みて、従来より国
が関与を求められてきたところであり、本規定
の廃止又は条例委任は適切でない。
　また、本規定は、不良住宅の除去、土地の
収用等、私人の権利に関する強制力を伴った
行為が行われることとなる事業の性格に鑑み
て、従前居住者の権利の保護の観点から当
然に必要なものであると言える。

◆

◆

8 20
石油コンビナート等
災害防止法

◆

8 22
被災市街地復興特
別措置法

◆

8 19
活動火山対策特別
措置法

◆

17



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第6条 第2項 地域住宅計画の内容 c2
④（2号～4号係る部分）

×（その他）
○

第6条 第4項 機構等の同意 c3 ①

第6条 第8項 地域住宅計画の公表 c4 × ○

第3条 第2項
優良田園住宅の建設の促進に
関する基本方針の内容

c2
④（2号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第3条 第4項
優良田園住宅の建設の促進に
関する基本方針の公表

c4 ③

第4条 第1項 都市計画の内容 c2 ①

第21条 第1項 施行計画・処分計画の策定 c2 ①

第21条 第2項 施行計画に定める事項 c2
①（事業地に係る部分）

×（その他）
×

　収用で得られた土地の処分について、第三
者がチェックできなくなることにより、収用対象
事業としての公共性の担保や従前の土地所
有者等の権利保護（優先分譲の機会の確保）
の観点で重大な問題となる。これは民間施行
者等に対するチェックの仕組みと同様である。

　第２種市街地再開発事業（都市再開発法）
の管理処分計画の内容が、公用収用、公用
換地、権利変換に関する事務であることを理
由に存置（第３次勧告の対象外）される以上、
同じ理由から存置しなければ、私人の財産権
の保護に差異が生ずるおそれがある。

第21条 第3項 施行計画に定める事項 c2
①（処分後の造成宅地等

の規制に係る事項）
×（その他）

×

　収用で得られた土地の処分について、第三
者がチェックできなくなることにより、収用対象
事業としての公共性の担保や従前の土地所
有者等の権利保護（優先分譲の機会の確保）
の観点で重大な問題となる。これは民間施行
者等に対するチェックの仕組みと同様である。

　第２種市街地再開発事業（都市再開発法）
の管理処分計画の内容が、公用収用、公用
換地、権利変換に関する事務であることを理
由に存置（第３次勧告の対象外）される以上、
同じ理由から存置しなければ、私人の財産権
の保護に差異が生ずるおそれがある。

第23条 第1項 処分計画の基準 c2 × ×

　収用で得られた土地の処分について、第三
者がチェックできなくなることにより、収用対象
事業としての公共性の担保や従前の土地所
有者等の権利保護（優先分譲の機会の確保）
の観点で重大な問題となる。これは民間施行
者等に対するチェックの仕組みと同様である。

　第２種市街地再開発事業（都市再開発法）
の管理処分計画の内容が、公用収用、公用
換地、権利変換に関する事務であることを理
由に存置（第３次勧告の対象外）される以上、
同じ理由から存置しなければ、私人の財産権
の保護に差異が生ずるおそれがある。

第24条 処分計画の基準 c2 × ×

　収用で得られた土地の処分について、第三
者がチェックできなくなることにより、収用対象
事業としての公共性の担保や従前の土地所
有者等の権利保護（優先分譲の機会の確保）
の観点で重大な問題となる。これは民間施行
者等に対するチェックの仕組みと同様である。

　第２種市街地再開発事業（都市再開発法）
の管理処分計画の内容が、公用収用、公用
換地、権利変換に関する事務であることを理
由に存置（第３次勧告の対象外）される以上、
同じ理由から存置しなければ、私人の財産権
の保護に差異が生ずるおそれがある。

第26条
関係のある公共施設の管理者
又は管理者となるべき者への協
議

c3 ②

第4条 第1項 都市計画の内容 c2 × ○

第5条 第2項 都市計画の内容 c2 × ○

第5条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第12条 事業計画の内容 c2 × ○

第17条 第2項 集合農地区の区域 c2 ①

第20条 第2項
協議（義務教育施設の設置義務
者）

c3 ②

第24条 第2項 都市計画の内容 c2 × ○

第24条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第31条 第1項 都市計画に定める施行区域 c2 ①

第31条 第2項 都市計画の内容 c2 ①

大都市地域におけ
る住宅及び住宅地
の供給の促進に関
する特別措置法

169

◆

◆

◆

◆

◆

◆

9 11
優良田園住宅の建
設の促進に関する
法律

◆

9 14
新住宅市街地開発
法

◆

◆

◆

9 8

地域における多様
な需要に応じた公
的賃貸住宅等の整
備等に関する特別
措置法

◆

18



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第35条 第1項 事業計画に定める施行区域 c2

①（施行地区、施設住宅を
建設すべき土地の区域に

係る事項）
×（その他）

×

　事業計画等の認可制度は、関係権利者の
私権に重大な影響を及ぼす住宅街区整備事
業の実施に当たって、事業の公共性、事業内
容の妥当性を、あらかじめ施行者以外の第三
者（大臣又は知事）がチェックするための仕組
みであり、また、関係権利者にとっては、事業
着手前にその妥当性等について意見を述
べ、最終的には法的に争うことができる唯一
の機会となっている。
　したがって、事業計画等の記載内容として
は、チェックする第三者及び関係権利者が当
該事業の内容を把握する上で必要な情報が
含まれていることが必要であり、施行地区以
外の事項（設計の概要、事業期間など）につ
いて記載を不要とし、事業計画等の内容を形
骸化することは、利害関係者の権利保護の観
点で重大な問題がある。

第35条 第3項 事業計画に定める事項 c2 ①

第73条 換地計画に定める事項 c2
①（1号～5号に係る部分）

×（その他）
○

第75条 第2項 換地計画の内容 c2 ①

第4条 第3項 基本計画の内容 c2
④（1号～6号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 第5項
特定鉄道事業を経営しようとする
者の意見聴取

c3 ①

第4条 第6項 関係都府県との相互調整 c3 ③

第4条 第8項 省令で定める図書の添付 c5 × ○

第4条 第9項 基本計画の公告 c4 ③

第13条 第5項 事業計画の変更 c2 × ○

第4条 第1項

特定建設資材に係る分別解体
等及び特定建設資材廃棄物の
再資源化等の促進等の実施に
関する指針の策定

c2 × ○

第4条 第2項
特定建設資材に係る分別解体
等の促進等の実施に関する指針
の公表

c4 × ○

第5条 学校保健計画の策定 c2 × ×

第27条 学校安全計画の策定 c2 × ×

169

9

　児童生徒等の健康の保持増進及び安全確
保は、公教育の円滑な実施とその成果の確
保において不可欠の前提となるものであり、
いずれの学校においても求められる事柄であ
る。
　学校保健計画及び学校安全計画は、児童
生徒等の健康の保持増進又は安全確保を図
る上で、学校において必要とされる学校保健
又は学校安全に関する事項についての具体
的な実施計画であり、教職員全ての共通理解
の上で、合理的かつ円滑に実施する必要が
あるため、国公私立学校を通じて、法で策定
することを求めている。
　また、近年、児童生徒等の心身の問題が多
様化・深刻化するとともに、児童生徒等の安
全が脅かされる事件・事故が相次いで発生
し、これらの問題に学校が適切に対応するこ
とがこれまでにも増して求められていることか
ら、第169回国会において、計画に関する規定
について、従来例示規定であったものを必要
的記載事項に改める等の改正が全会一致で
なされたばかりである。改正に当たっては、全
日本中学校長会から、「学校安全計画」を策
定し安全管理・安全教育を徹底する必要があ
ること、安全点検の義務化を学校保健法に明
確に位置付ける必要があることなどの意見
が、また、全国公立小中学校事務職員研究
会からは、学校安全計画の策定を法的に検
討することが必要との意見が提出されてい
る。
　さらに、特に、環境衛生検査、学校の施設及
び設備の安全点検については、児童生徒の
生命・身体の安全に直結する事柄と考えら
れ、努力義務とすることにより児童生徒の安
全に支障をきたすおそれがある。
　以上のことから、現行通り学校保健計画及
び学校安全計画の策定の規定を存置するこ
とが適当と考えるが、今後、仮に、地方公共
団体から具体的要望がなされ、関係団体とも
調整がとれ、さらに、第169回国会以降の社会
状況等の変化により学校保健計画及び学校
安全計画を努力義務化すべき状況となれば、
勧告内容を実施する。

25
建設工事に係る資
材の再資源化等に
関する法律

10 13 学校保健安全法

◆

◆

9 17

大都市地域におけ
る宅地開発及び鉄
道整備の一体的推
進に関する特別措
置法

◆

◆

◆

大都市地域におけ
る住宅及び住宅地
の供給の促進に関
する特別措置法

19



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第6条 第1項 基本計画の策定 c2 × ×

第6条 第2項 基本計画の内容 c2 × ×

第6条 第3項 基本計画の公表 c4 × ×

第25条 第2項 事業環境整備構想の内容 c2
④（2号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第25条 第3項 関係市町村への協議 c3 × ○

第25条 第6項 事業環境整備構想の公表 c4 ③

11 5 中小企業支援法 第4条 第1項
中小企業支援事業の実施に関
する計画の策定

c2 × ○

第5条 第2項 基本計画の内容 c2
④（2号～5号、第7号、11

号、13号に係る部分）
×（その他）

△

基本計画への記載項目のうち、第８，９，１２
号については、同意協議対象から除外し、任
意的記載項目とする方向で法制面から検討。
第１，６，７，１０，１１号については、国が地方
公共団体や事業者に対して、課税の特例、工
場立地法の特例、中小企業施策上の特例、
農地法等の処分に係る配慮等の支援を行う
に当たって、必要不可欠な項目であるため、
同意協議を維持する必要がある。

第5条 第7項 基本計画の公表 c4 ③

基本構想の認定 cb ×

基本構想の作成 c2 ×

第4条 第2項 基本構想の内容 c2 × ○

第4条 第5項 基本構想の公表 c4 × ○

第5条 第1項 主務大臣の認定 cb × 4条1項と同じ ○

11 9
小規模企業者等設
備導入資金助成法

第12条 第1項 事業計画の作成 c2 ④ 事業計画の廃止 ○

12 2
有機農業の推進に
関する法律

第7条 第2項 推進計画の公表 c4 × ○

第7条 第6項 実施方針の内容 c2 × △

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要（1～4号に係る部分）
　法第6条第1項において、政府は都道府県に
対し協同農業普及事業交付金を交付すること
とされており、第7条第6項第1～4号に掲げる
事項は、当該交付金が充てられる取組に係る
ものである。実施方針において第1～4号に掲
げる事項が定められない場合、国の方針との
整合性が確保されず、また、当該交付金の妥
当性が担保できなくなる。したがって、第1～4
号に係る義務付けを存置する必要がある。

第7条 第7項 実施方針の策定・変更 c2 × ×

・法律の他の規定に影響するため存置する必
要
　法第7条第5項により、農林水産大臣が定め
る運営指針を基本として都道府県が実施方
針を策定し、これに従い普及事業を実施する
ことを前提として、第6条第1項により国から交
付金が交付される。本義務付けが廃止された
場合、運営指針と整合した実施方針の策定
が担保されず、また、上記交付金の妥当性が
担保できなくなる。したがって、本義務付けを
存置する必要がある。

第3条 第1項 導入指針の策定 c2 ④ ○

第3条 第2項 導入指針の内容 c2
④（1号、2号に係る部分）

×（その他）
○

持続性の高い農業
生産方式の導入の
促進に関する法律

412

11 6

企業立地の促進等
による地域におけ
る産業集積の形成
及び活性化に関す
る法律

12 3 農業改良助長法

◆

11 8

中小企業による地
域産業資源を活用
した事業活動の促
進に関する法律

第4条 第1項
事実上の義務付けとなら
ないよう見直し

○

10 20

アイヌ文化の振興
並びにアイヌの伝
統等に関する知識
の普及及び啓発に
関する法律

  アイヌ文化振興法（平成9年法律第52号）
は、民族の誇りの源泉である伝統文化が存立
の危機にある状況に鑑み、アイヌの文化の振
興及びアイヌの伝統等に関する国民理解の
必要性から、アイヌの人々、北海道の強い要
望も踏まえ制定されたもの（衆参全会一致で
可決）。
  先住民族に関する政策は、我が国において
先例がなく、近年、国際的にも注目されている
分野である。政策の推進に当たっては、国が
主体性をもって取り組むとともに、アイヌの
人々は地域住民でもあることから、政令で定
める都道府県（現在、北海道のみ指定）も責
任をもってアイヌ政策を推進し、アイヌの人々
をはじめ広く地域住民に政策の重要性を知っ
てもらうため、計画の策定及び公表の義務付
けが必要である。少数者であるアイヌの人々
に関する政策が、都道府県の他の優先課題
に埋没することのないよう、法律上の担保が
必要である。
  平成２１年７月、アイヌ政策のあり方に関す
る有識者懇談会（座長：佐藤幸治京大名誉教
授。北海道知事、アイヌ協会理事長等が委
員）が報告書を内閣官房長官に手交。報告書
では、従来にも増して、国が主体性を持ってア
イヌ政策を立案し遂行すること、その際、地方
公共団体との連携・協働により政策効果を高
めていくことが重要とされたところ。国が主体
性をもってアイヌ政策を推進するためには、本
義務付けが必要である。

11 4
中小企業の新たな
事業活動の促進に
関する法律

◆

20



(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第3条 第3項 導入指針の変更 c2 ④ ○

第3条 第4項 導入指針の公表 c4 ③

第3条 第1項 就農促進方針の策定 c2 ④ ○

第3条 第2項 就農促進方針の内容 c2
④（2号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第3条 第3項 就農促進方針の変更 c2 ④ ○

第3条 第4項 就農促進方針の公表 c4 ③

第2条 第1項
都道府県農山漁村電気導入計
画の策定

c2 × ○

第2条 第2項
都道府県農山漁村電気導入計
画の内容

c2 × ×

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要
　都道府県農山漁村電気導入計画は、国が
作成する全国農山漁村電気導入計画の基と
なるものであり（法第3条）、日本政策金融公
庫からの資金の貸し付けの基準となる（第4
条）ものである。また、第2条第2項に規定され
る事項（施設の建設計画や利用計画等）は電
気導入事業を実施する上で基本的かつ不可
欠な事項である。これが記載されない場合、
全国農山漁村電気導入計画の策定及び日本
政策金融公庫からの資金の貸し付けに支障
を来す。このため、本義務付けを存置する必
要がある。

12 9 農業機械化促進法 第5条の3 第4項 都道府県の導入計画の公表 c4 ③

第4条 第2項
農林業等活性化基盤整備計画
の内容

c2
④（2号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 第3項
農林業等活性化基盤整備計画
の内容

c2
④（2号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 第7項
農林業等活性化基盤整備計画
の公表

c4 ③

第3条 第1項
市民農園の整備に関する基本方
針の策定

c2 ④ ○

第3条 第2項
市民農園の整備に関する基本方
針の内容

c2
④（2号～4号に係る部分）

×（その他）
○

第3条 第5項
市民農園の整備に関する基本方
針の変更

c2 ④ ○

第3条 第6項
市民農園の整備に関する基本方
針の公表

c4 ③

第87条 第3項 土地改良事業計画の内容 c2 ①

第87条 第4項 土地改良事業計画の内容 c2 ①

土地改良事業計画策定時の農
水大臣との協議の旨の公告、計
画概要の縦覧

c4 ③

縦覧の期間 c5 ×

第4条 第1項
農業振興地域整備基本方針の
策定

c2 ②

第4条 第2項
農業振興地域整備基本方針の
内容

c2
②（1号、2号に係る部分）

×（その他）
×

・農地・森林等の総量確保等、国が定める全
体計画との整合性を確保するため存置する
必要

第4条 第7項
農業振興地域整備基本方針の
公表

c4 × ○

第5条 第1項
農業振興地域整備基本方針の
変更

c2 ②

第8条 第1項 農業振興地域整備計画の策定 c2 ②、④

第8条 第2項 農業振興地域整備計画の内容 c2
②、④（1号に係る部分）

×（その他）
×

・農地・森林等の総量確保等、国が定める全
体計画との整合性を確保するため存置する
必要

第10条 第3項
農業振興地域整備計画のうち農
用地利用計画の内容

c2 ②、④

第10条 第4項 農業振興地域整備計画の内容 c2 ②

農業振興地域整備計画策定前
の公告、案の縦覧

c4 ①

縦覧の期間 c5 ×

第12条 第1項
農業振興地域整備計画策定後
の公告

c4 ①

第12条 第2項 農業振興地域整備計画の縦覧 c4 ①

第13条 第1項 農業振興地域整備計画の変更 c2 ②、④

第13条 第2項 農業振興地域整備計画の変更 c2 ②、④

◆

◆

第1項 ○

◆

◆

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要
　当該規定は、土地改良事業の開始手続の
初期段階において、関係農家等から広く意見
を聴く趣旨のものであり、縦覧の期間を「二十
日以上の相当の期間」としていることは、意見
を聴くために必要な最低限の期間を定めてい
るに過ぎないため。

12 15
農業振興地域の整
備に関する法律

◆

◆

◆

◆

◆

第11条

12 14 土地改良法

◆

◆

第87条の2 第8項 ×

◆

12 11

特定農山村地域に
おける農林業等の
活性化のための基
盤整備の促進に関
する法律

◆

12 13
市民農園整備促進
法

◆

12 6

青年等の就農促進
のための資金の貸
付け等に関する特
別措置法

◆

12 8
農山漁村電気導入
促進法

◆

持続性の高い農業
生産方式の導入の
促進に関する法律

412
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第4条 第1項 集落地域整備基本方針の策定 c2 × ○

第4条 第2項 集落地域整備基本方針の内容 c2 × △

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要（1号に係る部分）
　市町村が策定する集落農業振興地域整備
計画（法第7条）及び集落地区計画（第5条）
は、都道府県知事が基本方針において定め
る集落地域の位置及び区域に関する基本的
事項（第4条第2項第1号）を前提として作成さ
れることから、これらの事項について記載を義
務付けない場合、両計画を策定することがで
きず、集落地域における土地利用調整を通じ
た農地の確保を図ることができなくなるため、
記載の義務付けを存置する必要がある。

第4条 第7項 集落地域整備基本方針の公表 c4 × ○

第5条 第3項 集落地区整備計画の内容 c2

①（目標その他当該区域
の整備及び保全に関する

方針を除く）
×（その他）

○

第5条 第4項 集落地区整備計画の内容 c2
①（1号、2号に係る部分）

×（その他）
○

第7条 第2項
集落農業振興地域整備計画の
内容

c2
④（1号に係る部分）

×（その他）
○

第6条 第2項
農業経営基盤強化促進基本構
想の内容

c2 × ×

・法律の他の規定に影響するため存置する必
要
　法第6条第2項に規定する基本構想の内容
は、
①　市町村が農業者の定める農業経営改善
計画を認定する基準となっており、認定を受
けた者（認定農業者）に対しては、租税特別
措置法（昭和32年法律第26号）第24条の2に
規定する税制措置が講じられる（認定農業者
が農業経営基盤強化に要する費用の支出に
備えるために交付金等を積み立てた場合の
課税繰り延べ措置（農業経営基盤強化準備
金制度））他、
②　農業経営基盤強化促進事業を実施する
基準となっており、当該基準に基づき実施す
る事業の効果として、農地の権利移動に係る
制限が除外されることとなる。
　本義務付けを廃止した場合、これらの措置
を的確に実施することができないため、これを
存置する必要がある。

第6条 第7項
農業経営基盤強化促進基本構
想の公告

c4 ③

第18条 第1項
農用地利用集積計画策定時の
農業委員会の決定

c3 ①

第6条 第1項 地力増進対策指針の策定 c2 × ○

第6条 第2項 地力増進対策指針の内容 c2 × ○

第6条 第3項
関係農業者の組織する団体の
意見聴取

c3 × ○

第6条 第4項 地力増進対策指針の公表 c4 × ○

第2条の3 第2項
都道府県の果樹農業振興計画
の内容

c2 × △
・農地・森林等の総量確保等、国が定める全
体計画との整合性を確保するため存置する
必要（2～3号に係る部分）

第2条の3 第3項
都道府県の果樹農業振興計画
の内容

c2 × ○

第2条の3 第4項 学識経験者からの意見聴取 c3 ②

第2条の3 第5項
都道府県の果樹農業振興計画
の概要の公表

c4 ③

生産集荷近代化計画の策定 c2 ×

生産集荷近代化計画の概要の
公表

c4 ×

第8条 第2項 生産出荷近代計画の内容 c2 × △
・農地・森林等の総量確保等、国が定める全
体計画との整合性を確保するため存置する
必要（1号に係る部分）

第8条 第4項 農業団体等の意見聴取 c3 ②

第9条 第1項
生産集荷近代化計画変更の概
要の公表

c4 × ○

集落地域整備法1612

・生産出荷近代化計画の策定については、農
地・森林等の総量確保等、国が定める全体計
画との整合性を確保するため存置する必要。

◆

◆

◆

12 21
野菜生産出荷安定
法

第8条 第1項 △

12 18 地力増進法

12 20
果樹農業振興特別
措置法

12 17
農業経営基盤強化
促進法

◆

◆
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

12 24 植物防疫法 第24条 第5項 防除計画の告示 c4 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のために存置する必要
　防除計画には、防除（植物又は容器包装の
譲渡又は移動の制限、これらの消毒、廃棄の
命令等）を行う区域及び期間等を定めなけれ
ばならないとされている（法第24条第3項）。告
示が行われない場合、農業者等の私有財産
に大きな影響を及ぼす計画内容について周
知が行われる機会が奪われてしまう。
　また、農業者又はその組織する団体が防除
計画に基づく防除措置を協調して行うために
は、その実施内容や実施時期、薬剤助成措
置の条件を広く周知する必要がある。農業者
以外の地域住民に対しても、家庭菜園で指定
病害虫の寄主となる植物の栽培をしないよう
協力を求めたり、安全のため農薬の散布につ
いて注意喚起を行うことが必要であり、防除
計画を広く公に周知する必要がある。
　以上の理由により、不特定多数の者の権利
を制限する計画内容を周知し、効果的な防除
を通じて食の安全、食料の安定供給を確保す
る上で、本義務付けを存置する必要がある。

第85条の3 第2項 共済事業の実施計画の策定 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のために存置する必要
　農業共済事業は、農業者が不慮の事故に
よって受ける損失を保険の仕組みにより補て
んして農業経営の安定等を図る、災害に対す
るセーフティネットであり、私人である加入者
の権利義務に関わるものである。そのため市
町村が新たに事業を実施する際には、事業
が適切に行われるよう、事前に加入資格者や
収入収支の概算等を記載する実施計画を策
定する必要がある。実施計画が策定されない
場合、事業が適切に行われるかどうかの確認
ができないため、本義務付けを存置する必要
がある。

第85条の6 第2項 共済事業の実施計画の策定 c2 ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のために存置する必要
　農業共済事業は、農業者が不慮の事故に
よって受ける損失を保険の仕組みにより補て
んして農業経営の安定等を図る、災害に対す
るセーフティネットであり、私人である加入者
の権利義務に関わるものである。そのため市
町村が新たに事業を実施する際には、事業
が適切に行われるよう、事前に加入資格者や
収入収支の概算等を記載する実施計画を策
定する必要がある。実施計画が策定されない
場合、事業が適切に行われるかどうかの確認
ができないため、本義務付けを存置する必要
がある。

第3条の3 第2項
都道府県の家畜改良増殖計画
の内容

c2
④（2号～8号に係る部分）

×（その他）
△

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要（1号に係る部分）
　法第3条の3第2項に規定する都道府県の家
畜改良増殖計画の内容のうち、第1号に掲げ
る事項（家畜の改良増殖の目標）は、第3条の
4に規定する国の援助措置である家畜の貸付
けに密接に関連するため、当該事項が定めら
れない場合、援助措置を的確に行うことがで
きない。また、遺伝的多様性の確保や国と各
県との間の頭数目標の整合性確保のために
も、当該事項が定められる必要がある。した
がって、第1号に係る義務付けを存置する必
要がある。

第3条の3 第3項 学識経験者からの意見聴取 c3 ②

第3条の3 第4項 家畜改良増殖計画の公表 c4 × ○

第2条の3 第2項 都道府県計画の内容 c2 × △
・農地・森林等の総量確保等、国が定める全
体計画との整合性を確保するため存置する
必要（2～6号に係る部分）

第2条の3 第5項 都道府県計画の公表 c4 × ○

第2条の4 第2項 市町村計画の内容 c2
④（2号～6号に係る部分）

×（その他）
○

第8条 第2項 都道府県計画の内容 c2
④（2号に係る部分）

×（その他）
○

第8条 第4項 都道府県計画の公表 c4 ③

第11条 第2項 都道府県計画の内容 c2
④（1号、3号に係る部分）

×（その他）
○

第11条 第4項 都道府県計画の公表 c4 ③

第2条の2 第2項 基本構想の内容 c2 ④

第2条の2 第4項 基本構想の公表 c4 ③

第4条 第2項
林業労働力の確保の促進に関
する基本計画の内容

c2
④ （3号、4号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 第4項
林業労働力の確保の促進に関
する基本計画の公表

c4 ③

第5条 第1項 地域森林計画の策定 c2 ①、②

第5条 第2項 地域森林計画の内容 c2

①（1号に係る部分）
②（2号～4号の2、5号、7

号に係る部分）
×（その他）

△
・農地・森林等の総量確保等、国が定める全
体計画との整合性を確保するため存置する
必要（4号の3、5号の2、6号に係る部分）

513

13 4
林業労働力の確保
の促進に関する法
律

◆

◆

森林法

◆

12 39 獣医療法

◆

13 2

林業経営基盤の強
化等の促進のため
の資金の融通等に
関する暫定措置法

◆

◆

12 29
酪農及び肉用牛生
産の振興に関する
法律

12 33

家畜排せつ物の管
理の適正化及び利
用の促進に関する
法律

12 25 農業災害補償法

12 28 家畜改良増殖法

◆
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

地域森林計画の案の縦覧 c4 ②

縦覧の期間 c5 ×

第6条 第3項 関係森林管理局長の意見聴取 cb 4①

第6条 第6項 地域森林計画の公表 c4 ①

第39条の4 第1項 地域森林計画の内容 c2
②（1号、2号に係る部分）

×（その他）
○

第10条の5 第1項 市町村森林整備計画の策定 c2 × ×
・農地・森林等の総量確保等、国が定める全
体計画との整合性を確保するため存置する
必要。

第10条の5 第2項 市町村森林整備計画の内容 c2 × △
・農地・森林等の総量確保等、国が定める全
体計画との整合性を確保するため存置する
必要（1～7号、10号に係る部分）

第10条の5 第6項 関係森林管理局長の意見聴取 cb × ○

第10条の5 第8項 市町村森林整備計画の公表 c4 ③

第10条の6 第2項 市町村森林整備計画の変更 c2 × ×
・農地・森林等の総量確保等、国が定める全
体計画との整合性を確保するため存置する
必要。

第7条の3 第1項 都道府県防除実施基準の策定 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要
　都道府県防除実施基準は、特別防除（薬剤
の空中散布）の区域、実施方法等を定めるも
の（法第7条の3第2項）であり、薬剤を適切に
使用するための重要な基準である。本基準が
定められない場合、防除区域の周辺住民の
安全確保等に支障を来す。したがって、不特
定多数の者の健康、食の安全、環境保全等
を確保する上で、本義務付けを存置する必要
がある。

第7条の3 第2項 都道府県防除実施基準の内容 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要
　法第7条の3第2項は、薬剤による防除を行う
際の「周囲の自然環境及び生活環境の保全
に関する事項」等、防除を安全・適切に行う上
で必要最低限の事項のみを規定している。第
7条の3第2項に掲げる事項が定められない場
合、防除区域の周辺住民の安全確保等に支
障を来す。したがって、不特定多数の者の健
康、食の安全、環境保全等を確保する上で、
本義務付けを存置する必要がある。

第7条の3 第4項 都道府県防除実施基準の公表 c4 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のために存置する必要
　都道府県防除実施基準は、特別防除（薬剤
の空中散布）の区域、実施方法等を定めるも
のである（法第7条の3第2項）。これらを公表し
ないとすれば、周辺住民、農林漁業者等の不
特定多数の者が当該薬剤の空中散布に備え
て私有財産を保護するための手段をとる必要
があるかどうか等を事前に判断する機会を奪
うこととなり、その結果、当該薬剤の空中散布
によって私有財産が侵害される危険性が増
大する。
　また、特別防除を行う者は都道府県防除実
施基準に従って薬剤散布等を行うことが義務
付けられており（法第7条の4）、公表によっ
て、当該特別防除を行う者に課された義務の
内容を周知する必要がある。
　したがって、不特定多数の者の健康、食の
安全、環境保全等を確保する上で、本義務付
けを存置する必要がある。

第7条の6 第1項 樹種転換促進指針の策定 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要
　森林病害虫被害により、森林の公益的機能
が損なわれると、森林環境が劣化するのみな
らず、周辺の生活環境への影響や山腹崩壊
などの災害の危険性も高くなる。森林病害虫
対策の１つとして、樹種転換が重要となってい
る。樹種転換促進指針が策定されない場合、
樹種転換の促進に支障が生じる。したがっ
て、環境保全、災害に対するセーフティネット
を確保する上で、本義務付けを存置する必要
がある。

第7条の6 第2項 樹種転換促進指針の内容 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要
　森林病害虫被害により、森林の公益的機能
が損なわれると、森林環境が劣化するのみな
らず、周辺の生活環境への影響や山腹崩壊
などの災害の危険性も高くなる。森林病害虫
対策の１つとして、樹種転換が重要となってい
る。法第7条の6第2項に掲げる事項は必要最
低限のものであり、これが定められない場
合、樹種転換の促進に支障を来す。したがっ
て、環境保全、災害に対するセーフティネット
を確保する上で、本義務付けを存置する必要
がある。

第7条の6 第4項 樹種転換促進指針の公表 c4 × ○

1113

森林法513

◆

◆

◆

森林病害虫等防除
法

第6条 第1項 ○
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第7条の9 第1項 地区防除指針の策定 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要
　森林病害虫被害により、森林の公益的機能
が損なわれると、森林環境が劣化するのみな
らず、周辺の生活環境への影響や山腹崩壊
などの災害の危険性も高くなる。森林病害虫
対策として、高度公益機能森林の周辺の森林
においても森林所有者等による自主的な防除
措置が行われることが重要となっている。地
区防除指針が策定されない場合、自主的な
防除措置を適切に行う上で支障が生じる。し
たがって、環境保全、災害に対するセーフティ
ネットを確保する上で、本義務付けを存置す
る必要がある。

第7条の9 第2項 地区防除指針の内容 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要
　森林病害虫被害により、森林の公益的機能
が損なわれると、森林環境が劣化するのみな
らず、周辺の生活環境への影響や山腹崩壊
などの災害の危険性も高くなる。森林病害虫
対策として、高度公益機能森林の周辺の森林
においても森林所有者等による自主的な防除
措置が行われることが重要となっている。法
第7条の9第2項に掲げる事項は必要最低限
のものであり、これが定められない場合、自
主的な防除措置を行う上で支障が生じる。し
たがって、環境保全、災害に対するセーフティ
ネットを確保する上で、本義務付けを存置す
る必要がある。

第7条の10 第1項 地区実施計画の策定 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要
　森林病害虫被害により、森林の公益的機能
が損なわれると、森林環境が劣化するのみな
らず、周辺の生活環境への影響や山腹崩壊
などの災害の危険性も高くなる。森林病害虫
対策として、高度公益機能森林の周辺の森林
においても森林所有者等による自主的な防除
措置が行われることが重要となっている。
　地区実施計画は、薬剤散布による防除の区
域、実施方法等を定めるものである。地区実
施計画が策定されない場合、自主的な防除
措置を安全かつ的確に行う上で支障が生じ
る。したがって、不特定多数の者の健康、食
の安全、環境保全、災害に対するセーフティ
ネットを確保する上で、本義務付けを存置す
る必要がある。

第7条の10 第2項 地区実施計画の内容 c2 × ○

第7条の10 第3項
特定森林を所有する者の意見聴
取

c3 ②

第7条の10 第4項 地区実施計画の公表 c4 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のために存置する必要
　地区実施計画は、薬剤散布による防除の区
域、実施方法等を定めるものである。これらを
公表しないとすれば、周辺住民、農林漁業者
等の不特定多数の者が当該薬剤の散布に備
えて私有財産を保護するための手段をとる必
要があるかどうか等を事前に判断する機会を
奪うこととなり、その結果、当該薬剤の散布に
よって私有財産が侵害される危険性が増大
する。
　また、同計画の策定又は変更をしようとする
ときは、地区実施計画の対象となる森林の所
有者の意見を聴かなければならない（法第7
条の10第3項）とされており、森林所有者等が
当該意見聴取手続を経て策定された計画の
内容を最終的に確認することで、的確な自主
防除措置が図られる。
　したがって、不特定多数の者の健康、食の
安全、環境保全、災害に対するセーフティネッ
トを確保する上で、本義務付けを存置する必
要がある。

第17条 第1項 保護水面の管理計画の策定 c2 ①

第17条 第2項 保護水面の管理計画の内容 c2
①（2号、3号に係る部分）

×（その他）
×

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要
　法第17条第2項第1号に掲げる増殖すべき
水産動植物の種類及び措置は、第2号及び第
3号に掲げる採捕を制限すべき水産動植物の
種類及び措置と一体的に定めることにより、
両者あいまって水産動植物の保護培養の効
果が発揮されるものである。したがって、第1
号に係る義務付けを存置する必要がある。

13 11
森林病害虫等防除
法

◆

◆

14 3 水産資源保護法
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

特定漁港漁場整備事業計画の
策定

c2 ④

特定漁港漁場整備事業計画の
公表

c4 ×

第17条 第2項
特定漁港漁場整備事業計画の
内容

c2

④（施行区域及び工事に
関する事項、事業費に係

る事項に係る部分）
×（その他）

×

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要
　特定漁場整備事業については、法第20条第
4項に基づき、国において費用を負担すること
とされている。第17条第2項に掲げる事項が
定められない場合、この費用負担を的確に行
うことができないため、本義務付けを存置する
必要がある。

特定漁港漁場整備事業計画の
公告、縦覧

c4 ②

縦覧の期間 c5 ×

第17条 第8項
特定漁港漁場整備事業計画の
変更

c2 ④ ×

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要
　特定漁場整備事業については、法第20条第
4項に基づき、国において費用を負担すること
とされている。特定漁港漁場整備事業計画
が、農林水産大臣が定める漁港漁場整備基
本方針に適合していない場合、この費用負担
を的確に行うことができない。したがって、本
義務付けを存置する必要がある。

第17条 第10項
特定漁港漁場整備事業計画変
更の公表

c4 × ×

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要
　特定漁港漁場整備事業計画には、特定漁
港漁場整備事業につき施行に係る区域等に
関する事項を定めるものとされている。特定
漁港漁場整備事業の施行者は他人の土地又
は水面に立ち入ることが可能となるなど（第24
条）私人の権利制限につながること、また、広
範にわたる利用者等の意見を適正に反映す
るため、公告・縦覧を行っている（第17条第4
項）ことから、最終的な内容について周知する
必要がある。したがって、本義務付けを存置
する必要がある。

第7条の2 第2項 基本計画の内容 c2
①（1号、4号に係る部分）

×（その他）
△

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要（2～3号に係る部分）

法第7条の2第2項第2号及び第3号に掲げる
事項は、存置が認められている第4号の「特
定水産動物育成事業に関する事項」を含む種
苗放流に関する都道府県の全体計画に関す
るものであり、第4号と一体不可分の内容であ
る。したがって、第2号及び第3号に係る義務
付けを存置する必要がある。

第7条の2 第6項 基本計画の公表 c4 × ○

第7条 第1項 沿岸水産資源開発計画の策定 c2 × ○

第7条 第2項 沿岸水産資源開発計画の内容 c2 × ×

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要

法第7条第1項に基づく沿岸水産資源開発計
画が策定された場合、都道府県知事は、沿岸
水産資源開発区域内で海底の掘削等を行お
うとする者に対して、必要な勧告をすることが
できることとされている（第9条第2項）。沿岸水
産資源開発計画の内容は当該勧告に直結す
るため、第7条第2項に掲げる事項が規定され
ない場合、必要な措置をとることができないお
それがある。したがって、本義務付けを存置
する必要がある。

第7条 第5項 沿岸水産資源開発計画の公表 c4 ③

14 8

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要
　特定漁場整備事業については、法第20条第
4項に基づき、国において費用を負担すること
とされている。特定漁港漁場整備事業計画が
定められない場合、この費用負担を的確に行
うことができない。
　また、事業に伴う環境への影響の把握や対
策の検討、類似した事業の実施による二重投
資の回避等のため、事業主体が関係地方公
共団体及び漁港管理者との協議（第17条第3
項）をしなければならないとされているが、施
設の位置や規模等を整理した計画が定めら
れていない場合、この協議を行うことができな
い。
　特定漁港漁場整備事業の施行者は他人の
土地又は水面に立ち入ることが可能となるな
ど（第24条）私人の権利制限につながること、
また、広範にわたる利用者等の意見を適正に
反映するため、公告・縦覧を行っている（第17
条第4項）ことから、最終的な内容について周
知する必要がある。
　以上の理由により、特定漁港漁場整備事業
を実施する場合に限定して、計画の策定及び
公表に係る義務付けを存置する必要がある。

第17条 第4項 ○

◆

沿岸漁場整備開発
法

14 12
海洋水産資源開発
促進法

×

14 7 漁港漁場整備法

第17条 第1項
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第4条 第2項
農村地域工業等導入基本計画
の策定内容

c2 × △

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要（1号、4～8号に係る部分）

農村地域工業等導入実施計画は、都道府県
が定める農村地域工業等導入基本計画の内
容に即して定めることとされている（法第5条
第4項）。基本計画において第5条第2項第1号
及び第4～8号に掲げる事項が定められなけ
れば、実施計画において、これらに対応する
事項（第5条第3項第1号、第4～8号）を的確に
定めることが困難となる。したがって、第5条
第2項第1号及び第4～8号に係る義務付けを
存置する必要がある。

第4条 第5項
農村地域工業等導入基本計画
の公表

c4 ③

第5条 第3項
農村地域工業等導入実施計画
の内容

c2
④（1号、2号、5号～8号に

係る部分）
×（その他）

△

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要（9号に係る部分）

法第5条第3項第9号は、農村地域工業等導
入実施計画において「農村地域への工業等
の導入に伴う公害の防止に関する事項」を記
載することを義務付けている。市町村が企業
誘致を行う場合、本記載事項により、自らの
区域内及び導入区域の下流等区域外へ公害
が及ぶ可能性を未然に防止する必要がある。
したがって、第9号に係る義務付けを存置する
必要がある。

第5条 第9項
農村地域工業導入実施計画の
概要公表

c4 × ○

第4条 第3項 公共用施設整備計画の内容 c2 ④

第4条 第4項
事業実施者、発電用施設設置者
からの意見聴取

c3 ①

第10条 第2項 利便性向上等事業計画の内容 c2
④（事業の概要、経費の

概算に係る部分）
×（その他）

○

第6条 第4項
都道府県卸売市場整備計画の
公表

c4 × ×

・法律の他の規定との整合性に影響するため
存置する必要

都道府県計画には、卸売市場の立地等に関
する事項が含まれ、一般消費者、生産者及び
関係事業者など不特定多数の者に、安全な
食品の安定的供給等多大な影響が及ぶ（卸
売市場の公益性）ことから、公表すべきもので
あり、公表しない自由を認めることは不適当
である。
　また、都道府県計画への適合が、民間企
業、市町村等に対する地方卸売市場開設の
許可の要件となっており（法第57条第1項第7
号）、後続の手続の不可欠の前提として計画
の公表が必要である。

第9条 第1項 事業計画の策定 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要

中央卸売市場の運営は、広域にわたる集分
荷や指標となる価格形成、安全な食料の安定
的供給等、不特定多数の者に多大な影響が
及ぶため、開設を希望する者から業務規程及
び事業計画を提出させ、開設者としてふさわ
しいもののみを認可している。
事業計画が策定されない場合、この認可の判
断を行うことが出来ない。したがって、広域に
わたる食の安全等を確保する上で、本義務付
けを存置する必要がある。また、中央卸売市
場の開設は任意であり、地方自治体にすべ
からく計画策定を義務付けているわけではな
い。

第9条 第3項 事業計画の内容 c2 × ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要

中央卸売市場の運営は、広域にわたる集分
荷や指標となる価格形成、安全な食料の安定
的供給等、不特定多数の者に多大な影響が
及ぶため、開設を希望する者から業務規程及
び事業計画を提出させ、開設者としてふさわ
しいもののみを認可している。
事業計画の記載事項は、開設の認可の判断
に最低限必要なものであり、このような事項を
記載しない自由を認めることは不適当であ
る。したがって、広域にわたる食の安全等を
確保する上で、本義務付けを存置する必要が
ある。

第12条 第2項
交通結節機能高度化構想の内
容

c2 × △

一括法で対応。ただし、交通結節機能高度化
構想の内容に係る規定について大枠化等の
措置を講ずることに伴う、条文構成上の整合
性については、今後も検討する必要がある。

第14条 第2項
交通結節機能高度化計画の内
容

c2
④（1号～10号に係る部

分）
×（その他）

○

第14条 第3項
交通結節機能高度化計画の内
容

c2 ④

第14条 第4項
交通結節機能高度化計画の内
容

c2 ④

第14条 第5項
交通結節機能高度化計画の内
容

c2 ④

卸売市場法116

17 2
都市鉄道等利便増
進法

◆

◆

◆

15 5
農村地域工業等導
入促進法

◆

15 18
発電用施設周辺地
域整備法

◆

◆
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第14条 第7項
交通結節機能高度化計画の内
容

c2 ④

第14条 第12項 国土交通大臣の認定 cb 6② △

一括法で対応。ただし、交通結節機能高度化
計画の変更の大臣認定に係る規定を事後報
告等の措置に変更することに伴う、条文構成
上の整合性については、今後も検討する必要
がある。

第19条 第1項 都市計画の策定 c2 ④ ×

第20条 第1項 都市計画の内容 c2 ④ ×

第25条 第2項 移動等円滑化基本構想の内容 c2
④（2号～5号に係る部分）

×（その他）
○

第25条 第3項 移動等円滑化基本構想の内容 c2 ④

第25条 第6項
住民、生活関連施設を利用する
高齢者、障害者等その他利害関
係者の意見反映

c3 × ×

当事者（高齢者、障害者等）のニーズは、一
般人による推測のみでは正確に把握し難い
場合が多く、本法律の目的である高齢者、障
害者等の利便・安全の向上を図るためには、
市町村が基本構想を作成するにあたり、当事
者（高齢者、障害者等）等の意見を聴いた上
で利用しやすい整備を行うことが必要である。
仮に意見を聴かずに基本構想の策定及びそ
れに基づく整備を行った場合、最も利益を享
受するはずの当事者等にとって、必ずしも利
用しやすいものにならないおそれがある。よっ
て本規定は存置することとしたい。

施設設置管理者への協議 c3 ②

協議会における協議 c3 ×

第25条 第10項 移動等円滑化基本構想の公表 c4 ③

第27条 第2項
基本構想の作成等の提案の採
用の有無の公表

c4 × ○

第31条 第1項 道路特定事業計画の策定 c2 ③、④

第31条 第3項 道路特定事業計画の内容 c2
③

④（1号、2号に係る部分）

第31条 第4項 施設設置管理者の意見聴取 c3 ②

道路特定事業計画の内容 c2 ①、③

道路特定事業を実施する工作物
又は施設の管理者への協議

c3 ②

第31条 第6項 道路特定事業計画の公表 c4 × ○

第32条 第1項 道路特定事業計画の策定 c2 ③

第34条 第1項 都市公園特定事業計画の策定 c2 ③、④

第34条 第2項 都市公園特定事業計画の内容 c2
③

④（1号、2号に係る部分）

第34条 第3項 施設設置管理者の意見聴取 c3 ②

都市公園特定事業計画の内容 c2 ①、③

都市公園特定事業に係る工作
物の管理者への協議

c3 ②

第34条 第5項 都市公園特定事業計画の公表 c4 × ○

第36条 第1項 交通安全特定事業計画の策定 c2 ③、④

第36条 第3項 交通安全特定事業計画の内容 c2
③（1号～3号に係る部分）
④（1号、2号に係る部分）

第36条 第4項 道路管理者の意見聴取 c3 ④

第36条 第5項 交通安全特定事業計画の公表 c4 × ○

第5条 第2項
地域公共交通総合連携計画の
内容

c2
④（4号、5号に係る部分）

×（その他）
×

第5条 第5項
住民、地域公共交通の利用者そ
の他利害関係者の意見反映

c3 × ×

第5条 第6項

協議会への協議、公共交通事業
者等、道路管理者、港湾管理者
その他地域公共交通総合連携
計画に定めようとする事業を実
施すると見込まれる者への協議

c3 ②

第5条 第7項
地域公共交通総合連携計画の
公表

c4 ③

第7条 第2項
計画作成等の提案の採用の有
無の公表

c4 × ×
交通基本法の議論と併せて検討する必要が
あるため、現時点では判断できない

地域公共交通の活
性化及び再生に関
する法律

417

都市鉄道等利便増
進法

217

高齢者、障害者等
の移動等の円滑化
の促進に関する法
律

317

◆

◆

◆

交通基本法の議論と併せて検討する必要が
あるため、現時点では判断できない

◆

◆

◆

◆

◆

第34条 第4項 ◆

◆

第31条 第5項 ◆

◆

第7項 ○

◆

◆

◆

◆

一括法で対応。ただし、メルクマールc2④は、
計画等の内容の義務付けの存置を許容した
上で、計画等の策定に係る規定の「できる」規
定化又は努力義務化を求めているが、第１９
条について措置すれば、第２０条において内
容を義務づけている都市計画の策定は義務
づけられていないこととなることから、計画の
内容の義務づけである第２０条の改正は不要
である。

◆

第25条
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第11条 第1項 駐車場整備計画の策定 c2 ④ ○

第11条 第2項 公園管理者の同意 c3 ①

第16条 第1項 駐車場整備計画の策定 c2 ④ ○

第16条 第2項 公園管理者の同意 c3 ①

17 5
都市モノレールの
整備の促進に関す
る法律

第3条  都市計画の内容 c2 ④ ○

第3条の3 第2項 港湾計画の内容 c2 × ×

　港湾の開発、利用及び保全に関する基本方
針を、国が告示している。その基本方針に
は、全国的、広域的な視点から見て重要な
「港湾の施設の配置、規模及び能力」などの
基本的な事項について定めている。
　基本方針等に適合しないまま港湾計画が策
定されると、国が全国的・広域的な視点から
各港の港湾計画を調整しようとする場合にそ
の手段がなくなり、以下のような事態が生じる
おそれがある。
 ・首都圏など圏域全体を見通した基本方針に
適合する港湾管理者間の役割分担がなされ
ないため、圏域内で見込まれるコンテナ貨物
の取り扱いについて、各港湾管理者が別個に
考える計画施設量の合計では対応できず、将
来の円滑な輸出入貨物の取り扱いに支障が
生じる。
 ・パナマ運河拡張工事や船舶の超大型化等
に代表される世界的な海運や港湾の状況が
各港の施策に反映されず、国内の港湾が国
際情勢から取り残されることとなる。特に、安
定的に原料を調達する上で、船舶の超大型
化への対応の遅れは、国際競争の中での産
業活動に大きな影響を与える。
 ・港湾施設の耐震性の強化が進まず、大規
模地震発生時に海上輸送ルートが途絶えるこ
ととなり、国民生活や経済活動を支える輸出
入貨物の流れが長期間寸断してしまう。
　よって、港湾管理者が定める港湾計画に、
今後とも基本方針等の適合を義務付けること
が適当である。

港湾法817

地域公共交通の活
性化及び再生に関
する法律

417

　「港湾計画」は、港湾の開発、利用及び保全
について定めるマスター プランであり、行政を
始め港湾に関係する様々な者の活動の指針
となる。また、 臨海部立地企業や物流事業者
などの港湾利用者、住民、関係行政機関等の
多岐にわたる関係者の合意形成の上で策定
される。定められた「港湾計画」は、臨海部立
地企業を始めとした荷主、物流事業者、船会
社など港湾利用企業の経営計画立案の前提
条件となるほか、港湾区域や臨港地区などで
行われる様々な行為の規制や公有水面埋立
の免許など、港湾管理者が行う行政処分の
判断基準として利用されている。
　港湾計画を策定しない重要港湾が生じた場
合、以下のような問題が生じると考えられる。
・物流倉庫、工場、公園の建設など、土地利
用の複数の要請がある場合、何を選択する
のが長期的に望ましいかについて、関係者間
の調整や合意形成の機会を失う。
・全国的あるいは管理者の行政エリアを越え
た広域的な視点から、岸壁数の過不足など港
湾間等での調整を必要とする場合に、調整手
段を失う。
・工場の立地場所選定や物流ルートの見直し
の検討を行う際に、各港湾の将来計画を把握
することができないため、企業戦略が立てら
れなくなる。
・専用桟橋等の建設申請に対して、行政機関
の将来計画との両立の可否、既存施設の利
用上の支障の有無など、港湾管理者が許可
の是非判断を行う拠り所が無くなる。
・岸壁や防波堤等、国や港湾管理者が施設
整備を行う際に、その港湾にとって、何処の
位置に施設建設するのが良いかの判断がで
きなくなり、公共事業の適切な予算配分にも
支障が生ずる。
　よって、国の利害に重大な関係を有する港
湾である重要港湾の港湾管理者に、今後とも
港湾計画の策定を義務付けることが適当と考
える。

c2 ×

◆

◆

×第3条の3 第1項 港湾計画の策定
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第3条の3 第9項 港湾計画の公示 c4 × ×

　「港湾計画」は、港湾管理者が港湾の開発、
利用及び保全について定めるマスタープラン
であり、港湾関係の様々な者の活動の指針と
なる。また、「港湾計画」は、臨海部立地企業
を始めとした荷主、物流事業者、船会社など
港湾利用企業の経営計画立案の前提条件と
なるほか、港湾区域や臨港地区などで行わ
れる様々な行為の規制や公有水面埋立の免
許など、港湾管理者が行う行政処分の判断
基準として利用される。
　「港湾計画」の概要を公示しない港湾管理
者が生じた場合、以下のような事態が生じ
る。
・工場の立地場所選定や物流ルートの見直し
の検討を行う企業が、各港湾の将来計画の
変更等を把握できず、投資等の経営判断を行
う機会を失する。
・専用桟橋の設置許可や公有水面埋立の免
許など、港湾管理者が私権制限にも繋がる行
政処分を行う際の基準変更を知る機会を失す
る。
　よって、港湾管理者は、港湾利用に関わる
様々の立場の者や私権の制限を受ける利害
関係者等に対し、「港湾計画」の変更等を周
知するよう、今後とも「港湾計画」の概要公示
については義務付けることが適当である。

第3条の3 第10項 港湾計画の公示 c4 × ×

　「港湾計画」は、港湾管理者が港湾の開発、
利用及び保全について定めるマスタープラン
であり、港湾関係の様々な者の活動の指針と
なる。また、「港湾計画」は、臨海部立地企業
を始めとした荷主、物流事業者、船会社など
港湾利用企業の経営計画立案の前提条件と
なるほか、港湾区域や臨港地区などで行わ
れる様々な行為の規制や公有水面埋立の免
許など、港湾管理者が行う行政処分の判断
基準として利用される。地方港湾においても、
港湾管理者の判断で、重要港湾と同様に「港
湾計画」を定めることができる。
　「港湾計画」の概要を公示しない港湾管理
者が生じた場合、以下のような事態が生じ
る。
・工場の立地場所選定や物流ルートの見直し
の検討を行う企業が、各港湾の将来計画の
変更等を把握できず、投資等の経営判断を行
う機会を失する。
・専用桟橋の設置許可や公有水面埋立の免
許など、港湾管理者が私権制限にも繋がる行
政処分を行う際の基準変更を知る機会を失す
る。
　よって、港湾管理者は、港湾利用に関わる
様々の立場の者や私権の制限を受ける利害
関係者等に対し、「港湾計画」の変更等を周
知するよう、今後とも「港湾計画」の概要公示
については義務付けることが適当である。

17 18

外国人観光旅客の
旅行の容易化等の
促進による国際観
光の振興に関する
法律

第4条 第5項 外客来訪促進県計画の公表 c4 × ○

第4条 第2項 基本計画の内容 c2
④（4号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 第6項 基本計画の公表 c4 × ○

第6条 第2項
都道府県勤労青少年福祉事業
計画の内容

c2 × ○

第6条 第5項
都道府県勤労青少年福祉事業
計画概要の公表

c4 × ○

第38条 第1項
身体障害者又は知的障害者の
採用に関する計画の策定

c2 × ×

第48条 第1項
特定身体障害者の採用に関する
計画の策定

c2 × ×

第5条 第2項 地域雇用開発計画の内容 c2
④（1号、4号、5号に係る

部分）
×（その他）

○

第5条 第6項 地域雇用開発計画の公表 c4 ③

第6条 第2項 地域雇用創造計画の内容 c2
④（1号、4号、6号～8号に

係る部分）
×（その他）

○

第6条 第3項 地域雇用創造協議会の議 c3 × ○

第6条 第4項 関係都道府県知事の意見聴取 cb × ○

第6条 第7項 地域雇用創造計画の公表 c4 ③

第5条 第2項
都道府県職業能力開発計画の
内容

c2 × ○

第5条 第6項
都道府県職業能力開発計画の
公表

c4 × ○

第7条 第1項
都道府県職業能力開発計画の
策定

c2 × ○

港湾法817

職業能力開発促進
法

1218

18 8
障害者の雇用の促
進等に関する法律

障害者の雇用に係る計画作成の義務について
は、国や民間企業にも同様の義務を課しているこ
と、地方公共団体には国とともに率先垂範して障
害者を雇用する責務があることなどから、当該義
務を廃止又は奨励への移行とし、地方公共団体の
み計画的な障害者雇用の確保を行わなくてよいと
することは不適切である。

18 9
地域雇用開発促進
法

◆

◆

17 19

地域伝統芸能等を
活用した行事の実
施による観光及び
特定地域商工業の
振興に関する法律

18 4 勤労青少年福祉法
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

18 12
職業能力開発促進
法

第7条 第2項
事業主、労働者その他の関係の
意見反映

c3
②（事業主、労働者に係る

部分）
×（その他）

○

19 1
海洋汚染等及び海
上災害の防止に関
する法律

第44条
港湾における廃油処理施設等の
整備計画の内容

c2 × ×

我が国が批准している海洋汚染防止条約に
おいて、締結国は船舶の廃油処理施設等を
港湾において確保するという国際的責務が課
されている。そのため、廃油処理施設等を計
画的かつ適切に確保するため、その施設の
建設又は配置について、港湾計画その他の
港湾の整備に関する計画に記載することを求
めている。仮に本規定が廃止された場合、港
湾において廃油や廃有害液体物質等を受け
入れて処理する施設の建設やそのための用
地の確保が行われず、国として海洋汚染防止
条約上の責務を担保する枠組みがなくなって
しまう。港湾管理者等による当該施設の円滑
な整備を担保する手段がなくなってしまう。廃
油等を処理するための施設が計画的な整備・
配置がされず、船舶・海洋施設から排出・放
出される廃油等のため周辺海域において海
洋汚染が生じるおそれが生じることとなる。こ
のため、本規定は引き続き存置する必要があ
る。

第5条 第1項 県計画の策定 c2 ④ ×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要

本法における関係県は、主務大臣が定める
基本方針に基づき、指定された特定の地域で
の県計画を策定する。国は、県計画に定めら
れた事業について、漁港漁場整備事業に係
る補助率の特別措置等を行う。県計画が策定
されない場合、これらの措置が的確に実施さ
れず、広域にわたる環境保全の確保に支障
を来す。したがって、本義務付けを存置する
必要がある。

第5条 第2項 県計画の内容 c2
④（2号～4号に係る部分）

×（その他）
×

・食の安全・環境保全・災害に対するセーフ
ティネットの確保のため存置する必要

法第5条第2項には、森林の機能向上や下水
道、浄化槽等の整備など陸域を含めた広域
にわたる対策が盛り込まれている。これらの
事項が県計画に定められない場合、広域に
わたる有明海・八代海の環境保全に支障を来
す。したがって、本義務付けを存置する必要
がある。

第5条 第7項 県計画の公表 c4 × ○

19 3 環境基本法 第17条 第3項 公害防止計画の策定 c2 ④ ○

第20条の3 第1項 地方公共団体実行計画の策定 c2 × ×

現行規定を存置する。

【2050年80％削減、2020年25％削減及び京都
議定書目標を達成するために地方公共団体
での計画策定が必要不可欠】
○事業者、国民の取組を促すためにも、まず
は、国及び地方公共団体が率先して排出削
減を行うことが必要である。先般、我が国の
中期目標として、2020年までに1990年比で
25％削減すると総理が発表し、地球温暖化対
策基本法案でも閣議決定され、削減目標、国
内排出量取引制度、地球温暖化対策のため
の税など各種施策が明確化され、また、改め
て低炭素社会の実現に向けた国及び地方の
取組の必要性について述べられている。
○また、京都議定書は、すべての締約国に対
し、地方公共団体の事務及び事業も含めて、
広く温室効果ガスの排出を抑制する計画の策
定・公表・更新等を義務として求めており（同
議定書第10条(b)(ⅰ)）、この計画において、盛
り込むべきとされている対策は、エネルギー、
運輸、工業、農業、林業、廃棄物処理にくまな
く及んでいる。我が国では、都市計画手法を
活用した運輸部門の対策、廃棄物処理の対
策などは、地方公共団体の自治事務に属す
るものであり、当該分野の計画策定は地方公
共団体に求められるものであることから、同議
定書第10条(b)(ⅰ)を遵守するためには、法に
より直接地方公共団体に計画の策定を義務
付ける必要がある。

第20条の3 第2項 地方公共団体実行計画の内容 c2 × ×

現行規定を存置する。

【2050年80％削減、2020年25％削減を達成す
るための実効的な計画策定が必要不可欠】
○計画として、①計画期間（第１号）、②目標
（第２号）、③実施しようとする措置の内容（第
３号）が記載されないものが存在すれば国全
体の総量管理は不可能であることから、第20
条の３第２項により、計画に盛り込むべき事項
について全国的に統一して定め、①計画期
間、②目標、③実施しようとする措置の内容を
盛り込むよう義務付けているものである。ま
た、④その他実効計画の実施に関し必要な
事項（第４号）としては、第２０条の３第８項の
規定に基づき、実行計画を策定又は変更した
場合に遅滞なくこれを公表する義務、第２０条
の３第１０項の規定に基づき、毎年１回、実行
計画に基づく措置及び施策の実施の状況を
公表する義務を想定している（第２０条の３第
８項及び同条第10項の規定の存置の必要性
については後段参照）。
○したがって、現行制度を存置する必要があ
る。

地球温暖化対策の
推進に関する法律

519

19 2

有明海及び八代海
を再生するための
特別措置に関する
法律
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第20条の3 第6項
住民その他利害関係者の意見
反映

c3 × ×

現行規定を存置する。

【2050年80％削減、2020年25％削減を達成す
るための実効的な計画とするために、住民そ
の他の利害関係者の理解と協力を得ることが
必要】
○都道府県及び指定都市等が策定する地方
公共団体実行計画には、その区域の事業者
又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に
関して行う活動の促進に関する事項も含まれ
（20条の３第３項二）、新たな費用負担につな
がる方向性が計画に盛り込まれる可能性が
あることから、計画の策定段階で住民その他
の利害関係者から意見を聴取する必要があ
る。
○意見聴取のプロセスを経ずに計画を策定し
た場合、利害関係者の理解と協力を得られ
ず、計画の実効性が失われ、地域の温暖化
対策が進まないおそれがあり、地方自治体の
区域を越える国全体としての温室効果ガスの
総量管理を行う上でも、本項による義務付け
は存置する必要がある。

第20条の3 第8項 地方公共団体実行計画の公表 c4 × ×

現行規定を存置する。

【2050年80％削減、2020年25％削減を達成す
るための実効的な計画とするために、住民そ
の他の利害関係者に広く周知することが必
要】
○意見聴取により事業者、住民等の利害関
係者の理解と協力を得た上で計画を策定し、
当該計画を第三者による確認が行われる状
態にすることにより、地方公共団体実行計画
をより実効あるものとするために、全国的に統
一して公表を義務付けているものである。
○また、各地方公共団体が策定する計画で
は、新たな義務につながる方向性が計画に盛
り込まれる可能性があることから、当該計画
について広く周知すべきであり、本項による義
務付けは存置する必要がある。
○さらに、本項の規定による計画の公表は、
他の地方公共団体が取組を進める際に参考
となる情報であり、我が国全体の温室効果ガ
スの排出の抑制等にとって効果的である。京
都議定書の６％削減約束の確実な達成に加
え、2020年に90年比25％、2050年に90年比
80％の大幅な排出削減を実現するためにも
存置する必要がある。

地球温暖化対策の
推進に関する法律

519

×

現行規定を存置する。

【2050年80％削減、2020年25％削減を達成す
るための実効的な計画策定が必要】
○従前は、第20条第２項に基づき、地域全体
の温暖化対策に関する計画（地域推進計画）
の策定を求めていたが、一部の地方自治体し
か策定しておらず（全都道府県のほかは、政
令市が17のうち13都市、中核市が35のうち６
都市、特例市が44のうち４都市）、住民に近
く、きめ細かな対応が可能な市町村レベルで
の策定が遅れていた。
○このため、平成２０年に本法を改正し、本規
定により、都道府県及び指定都市等に対し、
全国的に統一した方針として、地方公共団体
実行計画において、その区域の自然的社会
的条件に応じて効果的に温室効果ガスの排
出の抑制等を行うための施策に関する事項を
定めることを義務付けるとともに、温室効果ガ
スの排出の抑制等を行う上で国と地方公共
団体との果たすべき役割を勘案し、都道府県
及び指定都市等においてその地域内の事業
者や住民の取組やまちづくりにおける取組な
どを促す事項を必ず盛り込むよう、全国的に
統一して、義務付けたところである。本規定
は、国全体の温室効果ガスの総量管理を行う
上で必要不可欠な事項のうち、地方公共団体
が一義的に対応すべきものを列記したもので
あり、これらの地方公共団体の施策が適切に
なされなければ、地方自治体の区域を越える
国全体としての温室効果ガスの総量管理を
行う上で重大な支障を来すおそれがある。特
に、平成２１年９月の国連気候変動首脳会合
において、全ての主要国による公平かつ実効
性のある国際枠組みの構築と意欲的な目標
の合意を前提に、90年比25％減の削減目標
を総理が発表したところであり、中長期の温
室効果ガスの大幅削減の必要性をかんがみ
れば、国、地方公共団体、事業者、国民の各
主体すべてが適切な役割分担を果たすことが
必須である。
○また、第20条の３第１項の対応欄に記載し
たとおり、京都議定書第10条（b）（ⅰ）を遵守
するためにも、法により直接地方公共団体に
計画の策定を義務付ける必要がある。
○したがって、この義務を廃し又は条例制定
の余地を許容すれば、法改正以前の状態か
ら改善されない懸念があるため、本項による
計画策定の義務付けは存置する必要があり、
その必要性は平成２０年の国会における改正
法案の審議において認められたところであ
る。このため、本規定は存置する必要があ
る。

第20条の3 第3項 地方公共団体実行計画の内容 c2 ×
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

計画に基づく措置等の実施状況
の公表

c4 ×

毎年一回の公表 c5 ×

エコツーリズム推進全体構想の
策定

c2 ×

エコツーリズム推進協議会によ
る構想の策定

c3 ×

第5条 第3項
エコツーリズム推進全体構想の
内容

c2 × ○

第5条 第4項
エコツーリズム推進全体構想の
公表

c4 × ○

第6条 第5項
エコツーリズム推進全体構想の
変更の認定

cb × ×

現行規定を存置する。

【環境大臣が認定した内容を変更する際にも
当然環境大臣の認定が必要】
○全体構想の認定は環境大臣が行うことに
なっている以上、環境大臣が認定した内容を
変更する際にも当然環境大臣の認定が必
要。

第4条 第1項 鳥獣保護事業計画の策定 c2 × ×

現行規定を存置する。

【全国的に統一された一定水準の鳥獣行政
のために必須の計画】
○都道府県界を超えて広域に生息する鳥獣
の保護管理や、自治体間の相互調整を図る
ため、国において計画内容等の必要な事項を
定め、全国的に統一された一定水準の鳥獣
行政を推進するものである。本計画において
鳥獣保護区等における狩猟の制限や鳥獣保
護区特別保護地区内での行為規制等の狩猟
者や住民等の利害関係人の私権の制限を行
う内容についても記載するものであり、規定の
存置が必要である。

第4条 第2項 鳥獣保護事業計画の内容 c2 × △

「普及啓発に関する事項」（第４条第２項第８
号）及び「その他鳥獣保護事業の実施のため
に必要な事項」（４条２項10号）は廃止または
「できる」規定化する。第４条第２項第１号～
第７号、第９号の規定は現行どおり存置する。

【全国的に統一された一定水準の鳥獣行政
のために必須の計画内容】
○都道府県界を超えて広域に生息する鳥獣
の保護管理や、自治体間の相互調整を図る
ため、国において計画内容等の必要な事項を
定め、全国的に統一された一定水準の鳥獣
行政を推進するものである。本計画において
鳥獣保護区等における狩猟の制限や鳥獣保
護区特別保護地区内での行為規制等の狩猟
者や住民等の利害関係人の私権の制限を行
う内容についても記載するものであり、規定の
存置が必要である。
○他方、第８号及び第10号の規定について
は、現行では、「普及啓発に関する事項」及び
「その他鳥獣保護事業の実施のために必要
な事項」を鳥獣保護事業計画に定めなければ
ならないことになっているが、当該事項を特定
鳥獣保護事業計画に定めるか否かについて
は、地方分権の趣旨に鑑み、都道府県知事
の裁量に委ねることとするため、当該規定を
廃止または「できる」規定化する。

第4条 第4項 鳥獣保護事業計画の公表 c4 × ○

19 5

鳥獣の保護及び狩
猟の適正化に関す
る法律

1019

現行規定を存置する

【2050年80％削減、2020年25％削減を達成す
るための実効的な計画とするために、進捗状
況を住民など第三者に公開することが必要】
○国が定める京都議定書目標達成計画につ
いては、京都議定書の６％削減約束を確実に
達成するために、毎年２回進捗状況の点検を
厳格に行い、排出削減量、対策の評価を行
い、必要に応じて対策・施策の追加・強化を
行っているところである。これは、温暖化対策
を取り巻く環境の変化が早く、その変化に対し
て機動的に対応する必要があることから、点
検結果を踏まえて次年度以降の予算、税制、
法律の整備などの対策・施策を進めるためで
ある。
○これを踏まえ、地方公共団体実行計画にお
いても、計画に基づく措置の実施の状況（温
室効果ガス総排出量を含む。）について、進
捗状況の第三者による確認が行われる状態
にすることにより、この計画を実効あるものと
し、必要に応じて対策・施策の追加・強化や計
画の見直しを行うため、毎年、排出削減量及
び措置、施策の実施状況について公表するこ
とが最低限不可欠であり、存置する必要があ
る。また、本項による義務付けは、地方自治
体の区域を越える国全体について温室効果
ガスの総量管理を行う上でも、存置する必要
がある。

19 7
エコツーリズム推進
法

第5条 第2項

地球温暖化対策の
推進に関する法律

×

現行規定を存置する

【義務付け規定ではない】
○エコツーリズム推進協議会は、全体構想の
作成及び連絡調整を目的として組織されるも
のであり、任意に組織することができるもので
ある。従って、本規定は何ら市町村に義務付
けを行っているものではない。（エコツーリズ
ム推進法に基づかずに、全体構想の作成を
目的としない協議会を市町村が組織すること
は当然可能。）

第20条の3 第10項 ×
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第7条 第2項 特定鳥獣保護管理計画の内容 c2
④（1号～3号、5号に係る

部分）
×（その他）

△

「その他特定鳥獣の保護管理のために必要
な事項」（第７条第２項第７号）は廃止または
「できる」規定化する。しかしながら、第７条第
２項第１号～第６号の規定は現行どおり存置
する。

【特定鳥獣の数の調整等のための特例措置
を適用するのに必要不可欠な事項】
○第7条第２項第１号から第６号は、特定鳥獣
の数の調整等の計画の目的を達成するため
に、特に設けられている法律上の特例規定
（法第14条に基づく狩猟に関する特例措置）を
適用するのに必要不可欠な事項と判断したも
のであり、義務付けは存置すべきである。
○他方、第７号の規定については、現行で
は、「その他特定鳥獣の保護管理のために必
要な事項 」を特定鳥獣保護管理計画に定め
なければならないことになっているが、当該事
項を特定鳥獣保護管理計画に定めるか否か
については、地方分権の趣旨に鑑み、都道府
県知事の裁量に委ねることとするため、当該
規定を廃止または「できる」規定化する。

利害関係人の意見聴取 c3 ×

公聴会の開催 c5 ×

第28条 第2項
鳥獣保護区の保護に関する指針
の策定、内容

c2
①（「区域」、「存続期間」

に係る部分）
×（その他）

×

現行規定を存置する。

【名称、保護の指針は鳥獣保護区の保護に関
する指針の内容それ自体であり、鳥獣保護区
指定の理由を示すためにも必要】
○鳥獣保護区が指定されることにより生じる
狩猟者や地域の住民等の私権の制限に係る
直接的な根拠となる計画であり、名称、保護
の指針についても鳥獣保護区指定の理由を
示すために必要不可欠であるため、規定を存
置する必要がある。

鳥獣保護区の保護に関する指針
案の公告、縦覧

c4 ②

縦覧の期間 c5 ×

鳥獣保護区の保護に関する指針
案の意見聴取

c3 ×

公聴会の開催 c5 ×

19 12
動物の愛護及び管
理に関する法律

第6条 第1項 動物愛護管理推進計画の策定 c2 × ×

現行規定を存置する。

【動物愛護管理基本指針に定める犬及びねこ
の引取り数の半減と所有明示の実施率の倍
増の目標を達成するために地方公共団体が
全て計画を策定することが必要】
○動物愛護管理法第5条に基づいて国が定
める「動物愛護管理基本指針」及び「第３次生
物多様性国家戦略第２部第２章第１節４．動
物の愛護と適正な管理」に、犬及びねこの引
取り数の半減と所有明示の実施率の倍増の
目標と、取り組むべき具体的施策が定められ
ていることから、これらの目標の達成及び施
策を推進するために、都道府県においても動
物愛護管理推進計画の策定を義務付けるこ
とが必要である。
○なお、動物愛護管理基本指針に基づく動物
愛護管理推進計画の策定の義務付けは、動
物の愛護及び管理に関する施策を総合的に
推進するため、環境大臣が基本的な指針を
定め、都道府県は、この指針に即して、動物
愛護管理推進計画を定めることとされた。こ
れは、多様な主体の参画と合意形成等の促
進による動物の愛護及び管理に関する施策
の統一的かつ効率的推進を図ることが必要
なことから定められた。

鳥獣の保護及び狩
猟の適正化に関す
る法律

1019

△

公聴会開催は例示化する。しかしながら、利
害関係人の意見聴取の規定は存置する。

【計画による私人の権利義務制限について、
当該地域の関係行政機関や農業団体などの
利害関係人の理解と協力を得ることが重要】
○本条項は、必要な場合に意見聴取を行うこ
とを定めた規定であり、意見聴取を義務付け
る規定ではない。
○また、特定鳥獣保護管理計画が策定される
ことにより生じる狩猟者や地域の住民等の私
権の制限に対し、当該地域の関係行政機関
や農業団体などの利害関係人の意見を聴くこ
とで計画の実行性を担保するため、意見聴取
の規定は存置する必要がある。

△

公聴会開催は例示化する。しかしながら、利
害関係人の意見聴取の規定は存置する。

【計画による私人の権利義務制限について、
当該地域の関係行政機関や農業団体などの
利害関係人の理解と協力を得ることが重要】
○本条項は、必要な場合に意見聴取を行うこ
とを定めた規定であり、意見聴取を義務付け
る規定ではない。
○また、特定鳥獣保護管理計画が策定される
ことにより生じる狩猟者や地域の住民等の私
権の制限に対し、当該地域の関係行政機関
や農業団体などの利害関係人の意見を聴くこ
とで計画の実行性を担保するため、意見聴取
の規定は存置する必要がある。

第28条 第4項 ○

第7条 第4項

第28条 第6項
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第6条 第4項 動物愛護管理推進計画の公表 c4 × ○

第6条 第1項 費用負担計画の策定 c2 ①

第6条 第2項 費用負担計画の内容 c2 ○

第6条 第3項 費用負担計画の内容 c2 ×

第6条 第4項 費用負担計画の内容 c2 ×

第6条 第5項 費用負担計画の要旨の公表 c4 × ○

第10条 第1項 総量削減計画の策定 c2 ②

第11条 第1項
総量削減計画の内容（3号、4号
に係る部分）

c2
②（3号、4号（「期間」の

み）に係る部分）
×（その他）

×

現行規定を存置する。

【「目標量」だけでは計画的な対策の実効性
が担保できない】
○現行では、「目標量」を達成するための「方
途」として、総量規制対象、総量規制基準の
適用区域、適用期日等の総量規制基準の設
定に関する事項を定めることとなっている。
「方途」の規定に係る義務付けが無い場合に
は、計画に定めた「目標量」をどのように達成
するのかが不明な計画になってしまうため、
内容に係る規定は存置する必要がある。

指定地域の住民の意見聴取 c3 ②

公聴会の開催 c5 ×

第11条 第4項 総量削減計画の公告 c4 × ○

第31条 第1項
ダイオキシン類土壌汚染対策計
画の策定

c2 ①、④

第31条 第2項
ダイオキシン類土壌汚染対策計
画の内容

c2 ①、④

対策地域の住民の意見聴取 c3 ②

公聴会の開催 c5 ×

ダイオキシン類対
策特別措置法

1519

動物の愛護及び管
理に関する法律

1219

公害防止事業費事
業者負担法

1419

◆

◆

第31条 第3項 ○

「前各号に掲げるもののほか、公害防止事業
の実施に必要な事項」（６条２項５号）につい
て廃止または「できる」規定化する。しかしな
がら、第６条第２項１号～４号、第３項及び第
４項の規定は現行どおり存置する。

【理由】
○第３次勧告において、第６条第２項～第４
項に係る部分については、「第２項第１号～第
４号に係る部分」についてc2①（存置を許
容）、「その他」についてc2×（要措置）と分類
された。ここで、同条第３項は、同条第２項第
２号、同条第４項は、同条第２項第３号及び第
４号に係る規定であるため、「第２項第１号～
第４号に係る部分」として存置が許容されたも
のと認識している。
○他方、第２条第５号の規定については、現
行では、「前各号に掲げるもののほか、公害
防止事業の実施に必要な事項」を費用負担
計画に定めなければならないことになってい
るが、当該事項を費用負担計画に定めるか
否かについては、地方分権の趣旨に鑑み、都
道府県知事の裁量に委ねることとするため、
当該規定を廃止または「できる」規定化する。

◆

第11条 第2項 ○

△

「普及啓発に関する事項」（第６条第２項第３
号）及び「その他動物の愛護及び管理に関す
る施策の推進に関する重要事項 」（同項第５
号）の規定を廃止または「できる」規定化す
る。しかしながら、第６条第２項第１号、第２号
及び第４号の規定は現行どおり存置する。

【計画の目的達成のためには、地域の実情を
踏まえた具体的な施策や体制整備などを定
め、住民の理解や協力を得ることが重要】
○都道府県等が策定する「動物愛護管理推
進計画」は、環境省が定めた「動物愛護管理
基本指針」に即し、１０年間の犬猫の引取り及
び殺処分に関する目標削減率等を定めたも
のである。これらを達成するためには、動物
の愛護及び管理に関する適正飼養の推進、
動物取扱業の適正化、施策実施のための必
要な体制の整備、実験動物及び産業動物の
適正な取扱いの推進など、地域の実情を踏ま
えた具体的な目標や取組を明記して、住民の
理解や協力を得ることが重要であることから、
本条第２項の第１号、第２号、第４号は現行制
度どおり存置が必要である。
○他方、第３号及び第５号の規定について
は、現行では、「普及啓発に関する事項」及び
「その他動物の愛護及び管理に関する施策
の推進に関する重要事項 」を動物愛護管理
推進計画に定めなければならないことになっ
ているが、当該事項を動物愛護管理推進計
画に定めるか否かについては、地方分権の
趣旨に鑑み、都道府県知事の裁量に委ねる
こととするため、当該規定を廃止または「でき
る」規定化する。

◆

①（2項1号～4号に係る部
分）

×（その他）

第6条 第2項 動物愛護管理推進計画の内容 c2 ×
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

19 15
ダイオキシン類対
策特別措置法

第31条 第6項
ダイオキシン類土壌汚染対策計
画の概要の公告

c4 × ×

現行規定を存置する。

【対策により影響を受ける周辺住民等に対す
る周知が必要】
○ダイオキシン類土壌汚染対策計画は、掘削
除去や覆土等の事業等に加え、汚染土壌の
流出防止のための沈殿池や水路の設置等、
当該地域及びその周辺地域の住民の生活や
財産に対して重大な影響を与える内容を含ん
でいる。
○また、立入りや利用の自粛の勧告等の事
項を内容に含んでいることから、国民の健康
保護を図るためには、対策地域周辺だけでな
く、不特定多数の者に対しても計画の内容を
周知することが必要である。
○さらに、ダイオキシン類土壌汚染対策計画
の策定は、公害事業費事業者負担法におけ
る公害防止事業等の認定要件を形成してお
り、これらの他法令における手続も含めた円
滑な対策の推進を図るためには、対策計画
の概要について、地区内外に対して広く周知
されている必要がある。

第5条の2 第1項
指定ばい煙総量削減計画の策
定

c2 ②

第5条の3 第1項
指定ばい煙総量削減計画の内
容（4号、5号に係る部分）

c2
②（4号、5号（「期間」の

み）に係る部分）
×（その他）

×

現行規定を存置する。

【「目標量」だけでは計画的な対策の実効性
が担保できない】
○現行では、「目標量」を達成するための「方
途」として、総量規制対象、総量規制基準の
適用区域、適用期日等の総量規制基準の設
定に関する事項を定めることとなっている。
「方途」の規定に係る義務付けが無い場合に
は、計画に定めた「目標量」をどのように達成
するのかが不明な計画になってしまうため、
内容に係る規定を存置する必要がある。

第5条の3 第4項
指定ばい煙総量削減計画の公
告

c4 × ○

第7条 第1項
窒素酸化物総量削減計画の策
定

c2 ②

第7条 第2項
窒素酸化物総量削減計画の内
容（4号、5号に係る部分）

c2
②（4号、5号（「期間」の

み）に係る部分）
×（その他）

×

現行規定を存置する。

【「目標量」だけでは計画的な対策の実効性
が担保できず、方途を含めて国が確認すべ
き】
○「目標量」を達成するための「方途」として
は、国が主体となる施策と密接に関係する施
策や複数の都道府県にまたがる施策が重要
である。したがって、これらの事業を確実に実
行するためには、「達成の方途」が計画事項と
して位置づけられ、かつ、環境大臣が協議を
受けることが必要である。

第7条 第3項 協議会の意見聴取 c3 × ×

現行規定を存置する

【財源の確保された実効性のある計画とする
ために、策定段階から地域の関係者の理解と
協力を得ることが必要】
○窒素酸化物総量削減計画等の策定・実行
には、例えば、国道１号線　第二京阪道路整
備に挙げられるような国の直轄事業、交通管
制システムのような都道府県の区域を超えて
の信号機の制御の高度化、事業主体は国、
費用負担は国、都県、道路会社、運営は道路
会社という東京外郭環状道路に挙げられるよ
うな道路ネットワークの整備など、多くの主体
(国、都道府県、市町村、関係道路管理者、民
間等)による協力・連携が必要である。
○これらの各主体の合意が図られ、財源の確
保された実効性のある計画とするためには、
策定の段階から地域の関係者の意見を徴す
る機会が確保されていることが必要である。

第7条 第5項
窒素酸化物総量削減計画の公
告

c4 × ×

現行規定を存置する

【国民の利益の保護(国民に対する特定建物
新設の際の法律上の措置に対する予見性の
確保)】
○重点対策計画（第１６条第１項）は、この総
量削減計画において定められることとなって
いる。
○重点対策地区内において、劇場、ホテル、
事務所等の特定建物の新設等をする者は都
道府県知事に対して特定建物の名称及び所
在地等を届け出なければならない。都道府県
知事は、届出をした者に対し、重点対策計画
を勘案して意見を述べるものとされており、意
見が述べられた場合には、届出をした者は、
意見を踏まえた届出の変更等の日から起算
して二月を経過した後でなければ、特定建物
の新設等を行ってはならない。これに違反し
た者は、罰金が課せられることになっている。
○都道府県知事が意見を述べる際には、重
点対策計画を勘案することになっていること
から、特定建物の新設等を届け出る者は、重
点対策計画の策定の有無・内容を予め把握
できる状態に置かれなければ、届出義務違反
や措置勧告等の事態を招来する等の不利益
を受けかねないため、総量削減計画の公示
は法律上の制度として必要である。

自動車から排出さ
れる窒素酸化物,粒
子状物質の特定地
域における総量の
削減等に関する特
別措置法

1819

19 16 大気汚染防止法

◆

◆
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第9条 第1項
粒子状物質総量削減計画の策
定

c2 ②

第9条 第2項
粒子状物質総量削減計画の内
容（4号、5号に係る部分）

c2
②（4号、5号（「期間」の

み）に係る部分）
×（その他）

×

現行規定を存置する。

【「目標量」だけでは計画的な対策の実効性
が担保できず、方途を含めて国が確認すべ
き】
○「目標量」を達成するための「方途」として
は、国が主体となる施策と密接に関係する施
策や複数の都道府県にまたがる施策が重要
である。したがって、これらの事業を確実に実
行するためには、「達成の方途」が計画事項と
して位置づけられ、かつ、環境大臣が協議を
受けることが必要である。

第16条 第1項
窒素酸化物重点対策計画の策
定

c2 × ×

現行規定を存置する。
【実質的な任意規定（計画策定の前提となる
重点対策地区の指定は都道府県の裁量）】
○都道府県は、重点対策地区の指定をする
ことが「できる」となっており、実質的には、重
点対策計画の策定も都道府県知事の裁量と
なっている。

【重点対策地区を指定する目的は、重点対策
計画をつくり、Noｘ・PM法上の規制を行うた
め】
○また、重点対策地区内において、劇場、ホ
テル、事務所等の特定建物の新設等をする
者は都道府県知事に対して特定建物の名称
及び所在地等を届け出なければならない。都
道府県知事は、届出をした者に対し、重点対
策計画を勘案して意見を述べるものとされて
おり、意見が述べられた場合には、届出をし
た者は、意見を踏まえた届出の変更等の日
から起算して二月を経過した後でなければ、
特定建物の新設等を行ってはならない。これ
に違反した者は、罰金が課せられることに
なっている。
○上記のように、重点対策計画に基づく対策
は、ⅰ）対象地区指定→ⅱ）計画策定→ⅲ）
当該計画を勘案して実施される規制、という
一連の流れによって行われることになってお
り、重点対策計画が策定されなければ、その
後の計画に基づく都道府県知事の意見、勧
告といった規制も行われなくなるため、重点対
策計画に係る規定は存置されるべきである。自動車から排出さ

れる窒素酸化物,粒
子状物質の特定地
域における総量の
削減等に関する特
別措置法

1819

△

「前三号に掲げるもののほか、窒素酸化物重
点対策の実施のために必要な措置に関する
事項」（第16条第２項第４号）の規定を廃止ま
たは「できる」規定化する。しかしながら、第16
条第２項第１号～第３号の規定は現行どおり
存置する。

【国民の利益の保護（例示化されると特定建
物の新設等を届け出る者が不利益を受けか
ねない）】
○重点対策地区内において、劇場、ホテル、
事務所等の特定建物の新設等をする者は都
道府県知事に対して特定建物の名称及び所
在地等を届け出なければならない。都道府県
知事は、届出をした者に対し、重点対策計画
を勘案して意見を述べるものとされており、意
見が述べられた場合には、届出をした者は、
意見を踏まえた届出の変更等の日から起算
して二月を経過した後でなければ、特定建物
の新設等を行ってはならない。これに違反し
た者は、罰金が課せられることになっており、
特に重点対策計画に定めることとされている
建物設置者の配慮すべき事項は、特定建物
の新設等をする者が提出する届出とかかわり
が深いため、例示化すると、特定建物の新設
等を届け出る者が不利益を受けかねない。
○また、重点対策計画は、大都市地域内の
一部の地区において、自動車交通の集中等
により、大気環境の改善が阻害されており、
長期間にわたり大気環境基準が達成されて
いない現状にかんがみ、局地汚染対策・流入
車対策を講じるために策定されるものであ
る。本計画を策定する趣旨に鑑みると、大気
環境基準に照らして削減目標量を設定し、所
要の施策を示すという枠組みは、計画に規定
されるべき重要な事項であるので、重点対策
計画策定に係る規定は存置されるべきであ
る。
○他方、第４号の規定については、現行で
は、「第１号から第３号に掲げるもののほか、
窒素酸化物重点対策の実施のために必要な
措置に関する事項」を窒素酸化物重点対策計
画に定めなければならないことになっている
が、当該事項を窒素酸化物重点対策計画に
定めるか否かについては、地方分権の趣旨
に鑑み、都道府県知事の裁量に委ねることと
するため、当該規定を廃止または「できる」規
定化する。

窒素酸化物重点対策計画の内
容

c2 ×

◆

第16条 第2項
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第18条 第1項
粒子状物質重点対策計画の策
定

c2 × ×

現行規定を存置する。
【実質的な任意規定（計画策定の前提となる
重点対策地区の指定は都道府県の裁量）】
○都道府県は、重点対策地区の指定をする
ことが「できる」となっており、実質的には、重
点対策計画の策定も都道府県知事の裁量と
なっている。

【重点対策地区を指定する目的は、重点対策
計画をつくり、Noｘ・PM法上の規制を行うた
め】
○また、重点対策地区内において、劇場、ホ
テル、事務所等の特定建物の新設等をする
者は都道府県知事に対して特定建物の名称
及び所在地等を届け出なければならない。都
道府県知事は、届出をした者に対し、重点対
策計画を勘案して意見を述べるものとされて
おり、意見が述べられた場合には、届出をし
た者は、意見を踏まえた届出の変更等の日
から起算して二月を経過した後でなければ、
特定建物の新設等を行ってはならない。これ
に違反した者は、罰金が課せられることに
なっている。
○上記のように、重点対策計画に基づく対策
は、ⅰ）対象地区指定→ⅱ）計画策定→ⅲ）
当該計画を勘案して実施される規制、という
一連の流れによって行われることになってお
り、重点対策計画が策定されなければ、その
後の計画に基づく都道府県知事の意見、勧
告といった規制も行われなくなるため、重点対
策計画に係る規定は存置されるべきである。

第4条の3 第1項 総量削減計画の策定 c2 ②

第4条の3 第2項 総量削減計画の内容 c2
②（1号に係る部分）

×（その他）
×

現行規定を存置する。

【「目標量」だけでは計画的な対策の実効性
が担保できず、方途等を含めて国が確認すべ
き】
「目標量」を達成するためには、その「方途」及
びそのための「必要な事項」として、国の財政
的支援が伴う施策など、国が主体となる施策
と密接に関係する施策や複数の都道府県に
またがる施策が必要である。これらの事業を
確実に実行するためには、「達成の方途」及
び「その他必要な事項」が計画事項として位
置づけられ、かつ、環境大臣へ協議を経るこ
とが必要である。

第4条の3 第5項 総量削減計画の内容の公告 c4 × ○

水質汚濁防止法2019

自動車から排出さ
れる窒素酸化物,粒
子状物質の特定地
域における総量の
削減等に関する特
別措置法

18

△

「前三号に掲げるもののほか、窒素酸化物重
点対策の実施のために必要な措置に関する
事項」（第18条第２項第４号）の規定を廃止ま
たは「できる」規定化する。しかしながら、第18
条第２項第１号～第３号の規定は現行どおり
存置する。

【国民の利益の保護（例示化すると、特定建
物の新設等を届け出る者が不利益を受けか
ねない）】
○重点対策地区内において、劇場、ホテル、
事務所等の特定建物の新設等をする者は都
道府県知事に対して特定建物の名称及び所
在地等を届け出なければならない。都道府県
知事は、届出をした者に対し、重点対策計画
を勘案して意見を述べるものとされており、意
見が述べられた場合には、届出をした者は、
意見を踏まえた届出の変更等の日から起算
して二月を経過した後でなければ、特定建物
の新設等を行ってはならない。これに違反し
た者は、罰金が課せられることになっており、
特に重点対策計画に定めることとされている
建物設置者の配慮すべき事項は、特定建物
の新設等をする者が提出する届出とかかわり
が深いため、例示化すると、特定建物の新設
等を届け出る者が不利益を受けかねない。
○また、重点対策計画は、大都市地域内の
一部の地区において、自動車交通の集中等
により、大気環境の改善が阻害されており、
長期間にわたり大気環境基準が達成されて
いない現状にかんがみ、局地汚染対策・流入
車対策を講じるために策定されるものであ
る。本計画を策定する趣旨に鑑みると、大気
環境基準に照らして削減目標量を設定し、所
要の施策を示すという枠組みは、計画に規定
されるべき重要な事項であるので、重点対策
計画策定に係る規定は存置されるべきであ
る。
○他方、第４号の規定については、現行で
は、「第１号から第３号に掲げるもののほか、
粒子状物質重点対策の実施のために必要な
措置に関する事項」を粒子状物質重点対策計
画に定めなければならないことになっている
が、当該事項を粒子状物質重点対策計画に
定めるか否かについては、地方分権の趣旨
に鑑み、都道府県知事の裁量に委ねることと
するため、当該規定を廃止または「できる」規
定化する。

◆

19

第18条 第2項
粒子状物質重点対策計画の内
容

c2 ×
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第14条の8 第1項 生活排水対策推進計画の策定 c2 × ×

現行規定を存置する。

【都道府県の広域的な計画策定の必要性の
判断の尊重】
○水質汚濁防止法に基づく生活排水対策推
進計画策定に係る流れは、都道府県知事が
重点地区の地域指定を行い、これを受けて重
点地域をその区域に含む市町村が計画を策
定することとなっている。
○そのため、都道府県知事が特に生活排水
対策が必要であると認めて地域を指定したに
も関わらず、市町村が生活排水対策推進計
画の策定を行わなかった場合には、計画に基
づく生活排水対策が行われず、都道府県知
事が市町村に対して、助言・勧告ができない
ことによって、都道府県知事の期待する生活
排水対策が十分に行われない可能性がある
ため。

第14条の8 第2項 生活排水対策推進計画の内容 c2 × △

「啓発に関する事項」（第１４条の８第２項第３
号）及び「その他生活排水対策の実施の推進
に関し必要な事項」（同項第４号）の規定を廃
止または「できる」規定化する。しかしながら、
第14条の８第２項第１号及び第２号の規定は
現行どおり存置する。

【一つの重点地域内の生活排水対策推進市
町村間の連携の確保】
○基本方針、施設設計という事項について、
各市町村が共通的に定める最低限の基礎的
事項として一律に決まっていることは、同条３
項で定められている、一つの重点地域内の生
活排水対策推進市町村間の連携の確保に効
果的であり、市町村にとって有用な事項であ
る。
○他方、第３号及び第４号の規定について
は、現行では、「生活排水対策に係る啓発に
関する事項」及び「その他生活排水対策の実
施の推進に関し必要な事項」を生活排水対策
推進計画に定めなければならないことになっ
ているが、当該事項を生活排水対策推進計
画に定めるか否かについては、地方分権の
趣旨に鑑み、都道府県知事の裁量に委ねる
こととするため、当該規定を廃止または「でき
る」規定化する。

第14条の8 第6項
生活排水対策推進計画の内容
の公表

c4 ①

第4条 第1項
瀬戸内海の環境の保全に関する
府県計画の策定

c2 ②

第4条 第4項
瀬戸内海の環境の保全に関する
府県計画の公表

c4 × ○

第12条の4 第2項 指定物質削減指導方針の内容 c2 × △

「その他必要な事項」の規定を廃止または「で
きる」規定化する。しかしながら、「指定物質削
減指導方針」の規定は現行どおり存置する。

【目標達成のため、工場・事業場に対する指
定物質削減に係る調査・指導などが重要】
○指定物質削減指導方針は、富栄養化によ
る生活環境に係る被害の発生を防止するた
めに策定されるものである。本計画を策定す
る趣旨に鑑みると、目標年度において削減の
目標を達成するために必要な工場・事業場に
対する指定物質削減に係る調査・指導や、下
水道の整備、汚泥の除去、監視体制の整備、
中小企業者への助成措置等の施策は、計画
に規定されるべき重要な事項であるので、内
容に係る規定は存置されるべきである。
○他方、現行では、「その他必要な事項」を指
定物質削減指導方針に定めなければならな
いことになっているが、当該事項を指定物質
削減指導方針に定めるか否かについては、
地方分権の趣旨に鑑み、都道府県知事の裁
量に委ねることとするため、当該規定を廃止
または「できる」規定化する。

第12条の4 第4項 指定物質削減指導方針の公表 c4 ①

第4条 第1項 湖沼水質保全計画の策定 c2 ②

第4条 第2項 関係都道府県知事との協議 c3 ③

水質汚濁防止法2019

湖沼水質保全特別
措置法

2219

◆

◆

◆

19 21
瀬戸内海環境保全
特別措置法

◆

◆
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第4条 第4項 指定地域の住民の意見反映 c3 ②

第4条 第7項 湖沼水質保全計画の公表 c4 × ○

第23条 第1項 湖沼総量削減計画の策定 c2 ②

第26条 第1項 流出水対策推進計画の策定 c2 × ×

現行規定を存置する

【実質的な任意規定（計画策定の前提となる
流出水対策地区の指定は都道府県の裁量）】
○湖沼水質保全特別措置法第25条におい
て、都道府県知事は、湖沼水質保全基本方
針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るた
めに流出水対策の実施を推進する必要があ
ると認める地区を、流出水対策地区として当
該指定湖沼に係る指定地域内に指定すること
ができる、とされており、流出水対策地区の指
定は都道府県知事の裁量に属するものであ
る。
○本項（第26条第１項）は、都道府県知事が
流出水対策地区を指定したときは、当該地区
における流出水対策の実施を推進するため
の流出水対策推進計画を定めなければなら
ない、としているものであり、よって、当該計画
の策定に係る都道府県知事の裁量を制限す
るものではないため、本規定は存置するべき
である。

湖沼水質保全特別
措置法

2219

第2項第23条

「その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必
要な事項」の規定を廃止または「できる」規定
化する。しかしながら、「当該総量削減指定地
域における削減の目標」「目標年度」「目標達
成の方途」の規定は現行どおり存置する。

【「目標量」だけでは計画的な対策の実効性
が担保できない】
○湖沼総量削減計画は、湖沼の特性に合わ
せた総量規制の導入手続が定められており、
必要に応じ関係都府県が調整を図りながら湖
沼水質保全計画の内計画として策定されるも
のである。
「目標達成の方途」としては、規制の対象と
なっている湖沼特定事業場のほか、規制の対
象となっていない小規模の工場、未規制業種
に係るもの、一般家庭等の小規模生活排水
等について応分の汚濁負荷量の削減を求め
ていくうえで、各発生源別の削減目標量を具
体的にどのような手段で達成していくのかそ
の方途を示そうとするものである。「方途」の
規定に係る義務付けが無い場合には、計画
に定めた「目標量」をどのように達成するのか
が不明な計画になってしまうため、内容に係
る規定は存置されるべきである。
○他方、現行では、「その他汚濁負荷量の総
量の削減に関し必要な事項」を湖沼総量削減
計画に定めなければならないことになってい
るが、当該事項を湖沼総量削減計画に定め
るか否かについては、地方分権の趣旨に鑑
み、都道府県知事の裁量に委ねることとする
ため、当該規定を廃止または「できる」規定化
する。

△
②（削減目標、目標年度

に係る部分）
×（その他）

c2湖沼総量削減計画の内容

△

「前各号に掲げるもののほか、湖沼の水質の
保全のために必要な措置に関すること」（第４
条第３項第５号）の規定を廃止または「でき
る」規定化する。しかしながら、第４条第３項第
１号～4号の規定は現行どおり存置する。

【浄化事業や湖沼法の各規定に基づく規制は
水質保全対策として重要】
○湖沼水質保全計画は、指定湖沼ごとの自
然的・社会的諸条件に応じた各種水質保全
対策を組み合わせ、関係機関及び関係者の
緊密な協調の下で諸対策を総合的に推進す
る拠り所となるものであり、関係省庁及び地
方公共団体の広範な権限と責任にわたる多
様な施策の実施のために策定されるものであ
る。本計画を策定する趣旨に鑑みると、①第４
条第３項第３号の水質保全に資する事業とし
て、指定地域において発生する生活排水等を
処理することによりこれに伴う汚濁負荷の削
減に寄与する下水道等の公共的な処理施設
を整備する事業、指定湖沼等の公共用水域
に流入・蓄積した汚濁物の除去等を行うしゆ
んせつ等の浄化事業、②第４条第３項第４号
の水質汚濁防止法に基づく排水の規制措置
のほか、湖沼法の各規定に基づく規制、指導
等及び湖沼の自然環境の保護の措置など
は、計画に規定されるべき重要な事項である
ので、内容に係る規定は存置されるべきであ
る。
○他方、第５号の規定については、現行で
は、「前各号に掲げるもののほか、湖沼の水
質の保全のために必要な措置に関すること」
を湖沼水質保全計画に定めなければならな
いことになっているが、当該事項を湖沼水質
保全計画に定めるか否かについては、地方
分権の趣旨に鑑み、都道府県知事の裁量に
委ねることとするため、当該規定を廃止また
は「できる」規定化する。

◆

◆

第4条 第3項 湖沼水質保全計画の内容 c2

②（1号、2号（水質保全の
目標に関する部分）に係

る部分）
×（その他）
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

19 22
湖沼水質保全特別
措置法

第26条 第2項 流出水対策推進計画の内容 c2 × △

「啓発に関すること」（第２６条第２項第３号）及
び「前三号に掲げるもののほか、流出水対策
の実施の推進のために必要な措置に関する
こと」（同項第４号）の規定を廃止または「でき
る」規定化する。しかしながら、第２６条第２項
第１号及び第２号の規定は現行どおり存置す
る。

【汚濁負荷を削減するための取組を集中的に
推進するための計画であり、具体的対策は必
須】
○流出水対策推進計画は、事業場など特定
の汚染源に対する規制だけでは不十分であ
るとして、農地、市街地等のいわゆる面源（非
特定汚染源）から発生する汚濁負荷を削減す
るための取組を集中的に推進するために策
定されるものである。本計画を策定する趣旨
に鑑みると、農業排水対策や市街地排水対
策などの具体的施策は、計画に規定されるべ
き重要な事項であるので、内容に係る規定は
存置されるべきである。
○他方、第３号及び第４号の規定について
は、現行では、「流出水対策に係る啓発に関
すること」及び「前三号に掲げるもののほか、
流出水対策の実施の推進のために必要な措
置に関すること」を流出水対策推進計画に定
めなければならないことになっているが、当該
事項を流出水対策推進計画に定めるか否か
については、地方分権の趣旨に鑑み、都道府
県知事の裁量に委ねることとするため、当該
規定を廃止または「できる」規定化する。

第5条 第1項
農用地土壌汚染対策計画の策
定

c2 ①、④

第5条 第6項
農用地土壌汚染対策計画の概
要の公告

c4 × ×

現行規定を存置する。

【対策により影響を受ける周辺住民等に対す
る周知が必要】
○農用地土壌汚染対策計画は、国民の健康
の保護及び生活環境の保全の観点から策定
されるものであり、かんがい排水施設等の新
設、客土、汚染農用地の利用の合理化を図る
ための地目変換等、当該地域及びその周辺
地域の住民の生活や財産に対して重大な影
響を与える内容を含むものである。
○さらに、公害事業費事業者負担法における
公害防止事業の認定要件を形成しており、こ
れらの他法令における手続も含めた円滑な対
策の推進を図るためには、対策計画の概要
について、地区内外に対して広く周知されて
いる必要がある。

空港周辺整備計画の内容 c2 ④

周辺整備空港の設置者との同意
協議

c3 ①

第3条 第1項
航空機騒音対策基本方針の策
定

c2 ④ △
※回答時には「一括法で対応」とあるが、未対
応。

第3条 第2項
航空機騒音対策基本方針の内
容

c2 ④ △

※回答時には「一括法で対応」とあるが「航空
機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防
止特別地区の位置及び区域に関する基本的
事項」及び「航空機の騒音により生ずる障害
の防止に配慮した土地利用に関する基本的
事項」については、未対応。

特定空港周辺航空
機騒音対策特別措
置法

2719

△
※回答時には「一括法で対応」とあるが、「周
辺整備空港の設置者との同意協議」について
は、未対応。

△
農用地土壌汚染対策計画の内
容

c2
①、④（いずれも2号に係

る部分）

「その他必要な事項」（第５条第２項第４号）の
規定を廃止または「できる」規定化する。しか
しながら、第５条第２項第１号～３号の規定は
現行どおり存置する。

【第１号及び第３号の規定は、第２号の規定と
相まって、国民の健康保護及び生活環境の
保全に資するために必要なもの】
○本規定は、国民の生命、身体等への重大
かつ明白な危険に対して国民を保護する観
点から、全国的に統一された基準を設けるこ
とによって対策計画が遺漏なく定められるよう
に、最低限必要となる計画の内容を定めるも
のである。
○第１号の規定は、対策地域の区域内にある
農用地について、利用上の区分及びその区
分ごとの当該農用地の利用に関する基本方
針を定めるものである。これが策定されなけ
れば、第２号のイ～ハに定める事業の対象と
なる農用地を特定することができないため、
第１号の規定が必要である。
また、第３号の規定は、対策地域及びその周
辺地域を対象として、農用地の土壌、農作物
並びに当該地域に係る水及び大気の汚染の
状況を把握するため、調査測定地点及び採
取・分析計画を定めるものである。これが策
定されなければ、第２号のイ～ハに定められ
る事業を実施した際にその効果を把握するこ
とができず、当該事業の効果の発現状況を把
握して適時に当該事業を見直すことができな
い。
○これらのことから、第１号及び第３号の規定
は、第２号の規定と相まって、国民の健康保
護及び生活環境の保全に資するために必要
なものであるため、存置されるべきである。
○他方、第４号の規定については、現行で
は、「その他必要な事項」を農用地土壌汚染
対策計画に定めなければならないことになっ
ているが、当該事項を農用地土壌汚染対策
計画に定めるか否かについては、地方分権
の趣旨に鑑み、都道府県知事の裁量に委ね
ることとするため、当該規定を廃止または「で
きる」規定化する。

19 26

公共用飛行場周辺
における航空機騒
音による障害の防
止等に関する法律

第9条の3 第2項

19 24
農用地の土壌の汚
染防止等に関する
法律

◆

第5条 第2項
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第3条 第3項
航空機騒音対策基本方針の案
の公表

c4 × ×
※回答時には「一括法で対応」とあるが、未対
応。

第3条 第5項 関係府県との協議 c3 ③

第3条 第7項
航空機騒音対策基本方針の公
表

c4 × ×
※回答時には「一括法で対応」とあるが、未対
応。

第4条 第3項 都市計画の内容 c2 ①

第4条 第4項 都市計画の内容 c2 ①

20 1 地域保健法 第21条 第2項 人材確保支援計画の内容 c2
④（1号、3号に係る部分）

×（その他）
○

20 2 健康増進法 第8条 第3項
都道府県健康増進計画等の策
定、変更の公表

c4 × ○

第24条 第2項
都道府県等食品衛生監視指導
計画の内容

c2 ×
メルクマールⅴ、ⅵ ：1号、
3号

×

本項は、平成１５年の食品衛生法改正の際に設け
られた規定である。本項により、食品衛生監視員
による監視指導について政令により施設の類型毎
に回数を定める仕組みが廃止され改められ、統一
的な考え方に基づきつつ、監視指導指針等を勘案
して、各都道府県等において毎年度、地域の実施
も踏まえた監視指導の実施が可能となる状況につ
いて公表する仕組みが導入された。仮に、食品衛
生法に基づき各都道府県が実施する監視指導の
項目が大きく異なると、各都道府県等の枠を超え
た対応が必要となる輸入食品、広域流通食品等
の監視指導に十分な効果を上げることができない
おそれがあり、当該自治体だけでなく、他の自治
体の住民の健康の保護に大きな支障を及ぼしか
ねない。また、監視指導の結果、廃棄命令等の処
分を課すこともあるが、これらの処分については以
上の理由から法定受託事務とされているところ。
そのため、本項に基づき、都道府県等食品衛生監
視指導計画に記載する項目についての一定の方
向性を示すことで、各都道府県等の監視指導計画
が全体として有効になるよう調整を図る必要があ
る。
また、平成１５年の食品衛生法の改正において
は、食品等の安全については第一義的に食品等
事業者が負うべきであること、国・都道府県等は、
食品衛生に関する知識の普及を図るべきことが食
品衛生の根幹の一つとして定められた。これを踏
まえ、本項第２号においても、都道府県等が主体
となり講習会や監視指導等を通じて、その普及を
図るものであり、食品等事業者による自主的な衛
生管理を促進することを規定している。

第24条 第4項
都道府県等食品衛生監視指導
計画の公表

c4 × ×

監視指導計画の策定や変更に当たっての公表
は、都道府県等が住民に対して実施するリスクコ
ミュニケーションの根幹となるものである。
リスクコミュニケーションについては、ＢＳＥ事件を
受けて出された「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員
会報告（平成１４年４月２日）」（厚生労働大臣及び
農林水産大臣の私的諮問機関）、「今後の食品安
全行政のあり方について（平成１４年６月１１日食
品安全行政に関する関係閣僚会議）」等の提言及
び「食品衛生法の改正・運用強化等に関する請
願」（生協連）による要望等により、食品安全行政
における行政と消費者との意見交換の重要性が
指摘されるとともに、食品衛生法の改正に際して
は、都道府県等も含めて食品安全行政に対する
消費者の参画を推進することが求められたことを
踏まえ、食品安全基本法第１３条（情報及び意見
の交換の促進）と併せて規定されたものである。ま
た、食品衛生法の平成１５年改正に際しての衆議
院及び参議院の附帯決議においても、同旨の決
議が盛り込まれたところである。このような経緯を
踏まえると、リスクコミュニケーションの実施は、国
及び都道府県等に対する法律上の重要な要請で
あると考える。
また、輸入品、広域流通食品等の各都道府県等
の枠を超えた対応が必要となる場合には、国が横
断的な立場から都道府県等の取組を要請しなけ
ればならないところ、そのためには、都道府県の
監視指導の内容を把握しておく必要がある。

第24条 第5項
都道府県等食品衛生監視指導
計画の実施状況の公表

c4 × ×

監視指導計画の策定や変更に当たっての公表
は、都道府県等が住民に対して実施するリスクコ
ミュニケーションの根幹となるものであり、これによ
り消費者等の関係者が意見を表明する機会が確
保されることになる。
リスクコミュニケーションについては、ＢＳＥ事件を
受けて出された「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員
会報告（平成１４年４月２日）」（厚生労働大臣及び
農林水産大臣の私的諮問機関）、「今後の食品安
全行政のあり方について（平成１４年６月１１日食
品安全行政に関する関係閣僚会議）」等の提言及
び「食品衛生法の改正・運用強化等に関する請
願」（生協連）による要望等により、食品安全行政
における行政と消費者との意見交換の重要性が
指摘されるとともに、食品衛生法の改正に際して
は、都道府県等も含めて食品安全行政に対する
消費者の参画を推進することが求められたことを
踏まえ、食品安全基本法第１３条（情報及び意見
の交換の促進）と併せて規定されたものである。ま
た、食品衛生法の平成１５年改正に際しての衆議
院及び参議院の附帯決議においても、同旨の決
議が盛り込まれたところである。このような経緯を
踏まえると、リスクコミュニケーションの実施は、国
及び都道府県等に対する法律上の重要な要請で
あると考える。

食品衛生法5

19 27
特定空港周辺航空
機騒音対策特別措
置法

20

◆

◆

◆
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

住民の意見聴取 c3 ×

都道府県等食品衛生監視指導
計画の趣旨等の事前公表

c4 ×

第10条 第2項 予防計画の内容 c2 ×
メルクマールⅴ、ⅵ：1号～
3号

○

第10条 第4項 学識経験者の団体の意見聴取 c3 ②
メルクマールⅳe：市町村
に係る部分

第10条 第5項 予防計画の公表 c4 × ○

第11条 第3項
都道府県がん対策推進計画の
公表

c4 × ○

第11条 第4項
都道府県がん対策推進計画の
変更

c2 × ○

第5条の2 第2項 広域的水道整備計画の策定 c2 ③

第5条の2 第3項 広域的水道整備計画の内容 c2 ③

第5条 第1項 都道府県計画の策定 c2 ①

第5条 第4項 都道府県計画の内容 c2
①（1号～4号に係る部分）

×（その他）
○

第5条 第8項 都道府県計画の公表 c4 × ○

第7条 第1項 河川管理者事業計画の策定 c2 ①

第7条 第5項 河川管理者事業計画の内容 c2
①（1号～4号に係る部分）

×（その他）
○

第7条 第9項 河川管理者事業計画の公表 c4 × ○

食品衛生法520

20 13 水道法

◆

◆

20 14
水道原水水質保全
事業の実施の促進
に関する法律

◆

◆

第64条 第2項 ×

20 9 がん対策基本法

都道府県がん対策推進計画の
策定

第1項第11条

監視指導計画の策定や変更に当たっての公表
は、都道府県等が住民に対して実施するリスクコ
ミュニケーションの根幹となるものであり、これによ
り消費者等の関係者が意見を表明する機会が確
保されることになる。
リスクコミュニケーションについては、ＢＳＥ事件を
受けて出された「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員
会報告（平成１４年４月２日）」（厚生労働大臣及び
農林水産大臣の私的諮問機関）、「今後の食品安
全行政のあり方について（平成１４年６月１１日食
品安全行政に関する関係閣僚会議）」等の提言及
び「食品衛生法の改正・運用強化等に関する請
願」（生協連）による要望等により、食品安全行政
における行政と消費者との意見交換の重要性が
指摘されるとともに、食品衛生法の改正に際して
は、都道府県等も含めて食品安全行政に対する
消費者の参画を推進することが求められたことを
踏まえ、食品安全基本法第１３条（情報及び意見
の交換の促進）と併せて規定されたものである。ま
た、食品衛生法の平成１５年改正に際しての衆議
院及び参議院の附帯決議においても、同旨の決
議が盛り込まれたところである。このような経緯を
踏まえると、リスクコミュニケーションの実施は、国
及び都道府県等に対する法律上の重要な要請で
あると考える。

20 8

感染症の予防及び
感染症の患者に対
する医療に関する
法律

◆

　がん対策基本法（以下「法」という。）は、がん患
者がその居住する地域にかかわらず等しくそのが
んの状態に応じた適切ながん医療を受けることが
できるよう（がん医療の均てん化）、国及び地方公
共団体等が連携を図りつつ、がん対策を総合的か
つ計画的に推進するための法律である。
　その成立過程を見ると、本法は第164回通常国
会において提出された議員立法であり、民主党法
案の提出後、与党（当時）法案が提出され、その後
各提出法案一本化の合意を経て、全会一致で可
決されたものである。法案の作成にあたっては、
与野党関係議員ががん患者を含む「国民の声」を
真摯に受け止め、これを取りまとめたものであっ
て、本規定は、がん患者及びその家族が、その居
住都道府県にかかわらす、等しく一定水準以上の
基準の下に、適切ながん医療等を受けられること
を担保するための、いわば本法律の主眼とも言う
べきものである。
　がん医療提供体制の確保は、都道府県と国が協
力して実施していくべきものであるため、国・地方
自治体間の情報連絡・意見聴取が必要であり、ま
た、がん医療の均てん化の趣旨を達成するため
に、国が策定するがん対策推進基本計画と都道
府県がん対策推進計画の一元的な進捗把握が必
要である。
　がん対策推進計画は、各都道府県におけるがん
医療提供体制の整備の目標や進捗状況を表すも
のであるが、各地域により医療体制、がんの発生
動向、住民の健康意識等が異なるため、国の計画
を各地域にそのまま適用するのではなく、国の計
画を踏まえながらも独自に計画を策定することが
必要である。一方で、がん医療の均てん化を達成
するためにも、全国的な基準の統一により各自治
体間の比較・検証を行うことが必要である。
　以上のことから、本規定は存置する必要がある。

××c2
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第5条 第1項 水質保全計画の策定 c2 ②

第5条 第6項 関係都道府県知事との協議 c3 ③

計画に定められた事業の実施者
の意見聴取

c3 ①

水道事業者からの実施措置の聴
取
河川管理者との協議

c3 ④

第5条 第10項 水質保全計画の公表 c4 × ○

第2条の2 第1項
流域別下水道整備総合計画の
策定

c2 ②

第2条の2 第2項
流域別下水道整備総合計画の
内容

c2
②（2号～5号に係る部分）

×（その他）
×

「下水道の整備に関する基本方針」について
は、計画期間や水質環境基準に関する事項
など、水質環境基準を達成するための計画と
して不可欠の内容を含んでいるため、存置す
ることが必要である。

第2条の2 第3項
流域別下水道整備総合計画の
内容

c2 × ×

本条項は、計画の内容を義務付けているもの
ではなく、計画策定にあたっては当然考慮す
べき内容でもあり、国土交通大臣との協議に
際して、国土交通大臣が関与しうる範囲を明
確にし、透明性のある事務執行上も必要であ
り、削除することは適切でない。

下水道法1620

◆

△

「前各号に掲げるもののほか、指定地域の水
質の保全のために必要な措置に関する事項」
（第５条第２項第６号）の規定を廃止または
「できる」規定化する。しかしながら、第５条第
２項第１号～５号の規定は現行どおり存置す
る。

【「目標」だけでは計画的な対策の実効性が
担保できない】
○この規定は、本法の目的を十分に果たすた
め、水質保全計画において定めるべき最低限
の基礎的事項を位置づけたものである。
○この規定により、保全に関する方針（第１
項）に基づき、水道事業者の講ずる措置（第２
号）を明記し、その上で必要な水質の目標（第
３号）を定め、その目標を達成するために、下
水道等の事業（第４号）を講じるとともに排出
事業者への規制措置（第５号）を、総合的か
つ計画的に推進することが必要である。
○方針が定まらないにも関わらず取組のみが
定められる計画では、何のために取組を行う
のかが不明になることは言うまでもない。第２
号、第４号、第５号の各取組については、特定
水道利水障害を防止するための取組が挙げ
られているが、例えば、第２号の義務づけが
無い場合には、水道事業者における浄水場
での処理について何ら措置を講じないにも関
わらず、高い水質目標が定められて、公共事
業と事業場排水規制のみで取組を進めると
いった、関係者の効率的かつ公平な役割分
担がなされない可能性がある。
○このように、第１号から第５号までの事項
は、都道府県が地域の自然的・社会的諸条
件等の実情を踏まえて、関係機関、関係者の
合意と協力を得つつ、水質の保全のための施
策を総合的かつ計画的に推進するため、計
画に規定されるべき重要な事項であるので、
内容に係る規定は存置されるべきである。
○他方、第６号の規定については、現行で
は、「前各号に掲げるもののほか、指定地域
の水質の保全のために必要な措置に関する
事項」を水質保全計画に定めなければならな
いことになっているが、当該事項を水質保全
計画に定めるか否かについては、地方分権
の趣旨に鑑み、都道府県知事の裁量に委ね
ることとするため、当該規定を廃止または「で
きる」規定化する。

◆

第5条 第7項 ◆

20 15

特定水道利水障害
の防止のための水
道水源水域の水質
の保全に関する特
別措置法

◆

第5条 第2項 水質保全計画の内容 c2
②（3号に係る部分）

×（その他）
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第4条 第1項 事業計画の策定 c2 ④ ×

第5条 第1項 事業計画の内容 c2 ④ ×

第25条の3 第1項 事業計画の策定 c2 ④ ×

第25条の4 第1項 事業計画の内容 c2 ④ ×

第5条の5 第1項
都道府県廃棄物処理計画の策
定

c2 ②

第5条の5 第4項
都道府県廃棄物処理計画の公
表

c4 × ○

第6条 第1項 一般廃棄物処理計画の策定 c2 ①、②

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

2620

下水道法1620

△

「前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その
他その適正な処理に関し必要な事項」（第５条の５
第2項第５号）の規定は廃止または「できる」規定
化する。しかしながら、第５条の５第2項第１号～４
号の規定は現行どおり存置する。

【都道府県内で整合性のとれた計画的な廃棄物処
理のために必要】
○第５条の５第１号及び第２号については、存置が
許容されたものと認識している。
○第３号の「一般廃棄物の適正な処理を確保する
ために必要な体制に関する事項」については、一
般廃棄物の適切かつ確実な処理体制を確保する
には、市町村域を越えた広域的な連携が不可欠
であり、その推進には都道府県が中心となって協
議等を進めていくことが必要。また、廃棄物処理施
設の許可は原則として都道府県が出すことになっ
ているところ、都道府県下で、一般廃棄物処理の
体制について、計画事項として義務付けを存置す
ることが必要。
○第４号の産業廃棄物の処理施設の整備に関す
る事項については、本計画中、適正処理に必要な
施設の確保のため、廃棄物の発生量及び処理量
の見込みに応じ、その適正な処理に必要となる処
理施設を確保するため、産業廃棄物の減量化や
施設設置の方向性を示すものである。そもそも、
平成12年の廃棄物処理法改正の際に本計画が法
定された際、本事項が本計画に位置づけられた背
景には、産業廃棄物処理施設の設置が十分に行
われず、産業廃棄物処理施設のひっ迫を引き起こ
していたことから、場合によっては、同改正時に併
せて追加された廃棄物処理法第15条の５に基づく
廃棄物処理センター制度等を活用した公共関与に
よる処理施設の整備を行うことを含め、都道府県
が施設整備に主体的な役割を果たすことが求めら
れたことにある。
○こうした都道府県による広域的・総合的な方針
が示されなければ、都道府県計画において期待さ
れている適正処理に関する都道府県の主体的な
役割が果たされず、最終処分場を始めとする産業
廃棄物処理施設を民間事業者のみにより確保す
ることが極めて困難な状況の中で、必要な施設整
備や処理体制の整備が進まないおそれがある。そ
のような状況は、適正処理に係る費用の高騰や廃
棄物処理施設の更なるひっ迫を招き、結果として
不法投棄を始めとする不適正処理を助長すること
となるため、本事項については引き続き本計画の
必置事項とすべきである。
○他方、第５号の規定については、現行では、「前
各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他
その適正な処理に関し必要な事項」を都道府県廃
棄物処理計画に定めなければならないことになっ
ているが、当該事項を都道府県廃棄物処理計画
に定めるか否かについては、地方分権の趣旨に
鑑み、都道府県知事の裁量に委ねることとするた
め、当該規定を廃止または「できる」規定化する。

◆

第2項
都道府県廃棄物処理計画の内
容

c2
②（1号、2号に係る部分）

×（その他）

下水道は大量の排水を行うため、事業計画で
所定の放流水質を達成するための施設整備
の内容や予定処理区域を定め、国又は都道
府県がチェックを行い、上下流にまたがる広
域的観点からの適切な水質を確保している。
下水道の放流水質は、下流域の上水等の水
利用を考慮して定める必要があり、この仕組
みを廃止した場合、下水道を設置する地方公
共団体にとって、下流域の事情を考慮して放
流水質を向上させることはコスト増となること
や具体的な放流水質の設定に高度な技術的
判断を要するため、他の自治体が抱える水質
に係る事情が踏まえられずに放流水質が定
められてしまうリスクが高まる。
また、事業計画の認可にあたっては、国土交
通大臣は環境大臣の意見を聞くこととされ、
保健衛生の確保の観点から下水道整備とし
尿処理（くみ取り）や廃棄物処理・処分等との
連携を担保する一体的な枠組みが確保され
てきたところ。事業計画が策定されない場合、
下水道の整備とし尿処理の間に齟齬が生じる
など、関係者に混乱をもたらすおそれがある。
さらに、下水道は供用開始後は、下水道の利
用が義務づけられるなどのため、事業計画の
策定の際に利害関係者に意見の申し出の機
会を与えており、これらの者の権利保護を図
ることも必要である。
よって、現行の規定を維持する。

◆

第5条の5
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第6条 第5項 一般廃棄物処理計画の公表 c4 × ○

第7条 第2項
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理
計画の内容

c2 × メルクマールⅳb：1号 △

「前二号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に
関し必要な事項」（第７条第2項第３号）を廃止
または「できる」規定化する。しかしながら、第
７条第２項第１号及び２号の規定は現行どお
り存置する。

第7条 第3項
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理
計画の公表

c4 × ○

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

2620

△

「その他一般廃棄物の処理に関し必要な事
項」（第６条第２項第６号）について、廃止また
は「できる」規定化する。しかしながら、第６条
第２項第１号～５号の規定は現行どおり存置
する。

【適正な処理施設を適切に設けることが一般
廃棄物処理において重要】
○第６条第２項第１号から第４号までについて
は、存置が許容されたものと認識している。
○第５号の処理施設の整備に関する事項に
ついて、適正な処理施設を適切に設けること
は一般廃棄物処理事業の実施の前提であ
り、施設について定期的・計画的な修繕や更
新(建て替え)、整備等が必要であるところ、そ
の整備には、地元調整、環境アセス、設計や
施工に5～10年以上の期間を要するため、計
画事項として記載する事が不可欠である。
○とりわけ、一般廃棄物最終処分場の残余
容量が逼迫しており、また、最終処分量を減
量させるための中間処理を行うごみ処理施設
の老朽化が著しく進行している昨今、一般廃
棄物を今後継続的に円滑かつ確実に処理す
るためには、廃棄物の発生量や処理量を適
切に見込んだ上で、計画的な施設整備が不
可欠である。
○さらに、特に広域的な処理を行う場合、地
域住民にとって廃棄物処理施設は迷惑施設
と捉えられがちであり、どの地域に施設を設
置するかについてはその調整に苦慮すること
が多い。着実な施設整備のためにはあらかじ
め施設整備を計画に盛り込み、客観的にその
必要性を訴えることで社会的な合意形成を図
る必要がある。
○万一、施設整備に失敗するようなことにな
れば、処理施設の確保が困難となり、ひいて
は一般廃棄物の確実な処理がなされず、住
民が被害をこうむることになる。
○この点、現にイタリア・ナポリにおいては、
処理施設の整備が十分でなかった結果、ごみ
を処理することができなくなり、生活環境に大
きな悪影響が生じている。日本においてもこ
のような事態が生じないとは言い切れず、確
実な施設整備のためには処理施設の整備に
関する事項を必要事項とすべきである。
○他方、第６号の規定については、現行で
は、「その他一般廃棄物の処理に関し必要な
事項」を一般廃棄物処理計画に定めなけれ
ばならないことになっているが、当該事項を一
般廃棄物処理計画に定めるか否かについて
は、地方分権の趣旨に鑑み、都道府県知事
の裁量に委ねることとするため、当該規定を
廃止または「できる」規定化する。

20 27

ポリ塩化ビフェニル
廃棄物の適正な処
理の推進に関する
特別措置法

第6条 第2項 一般廃棄物処理計画の内容 c2
①（3号、4号に係る部分）
②（1号、2号に係る部分）

×（その他）
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第4条 第6項 実施計画の公表 c4 × ○

第8条 第1項 市町村分別収集計画の策定 c2 ②

第8条 第3項 市町村分別収集計画の策定 c2 ②

第8条 第4項 市町村分別収集計画の公表 c4 × ○

容器包装に係る分
別収集及び再商品
化の促進等に関す
る法律

2920

△

「その他容器包装廃棄物の分別収集の実施
に関し重要な事項」（第８条第２項第７号）につ
いて廃止または「できる」規定化する。しかし
ながら、第８条第２項第１号～６号の規定は現
行どおり存置する。

【第４号の量の見込みの推計が適切か、また
それが体制の整備状況に照らして適切な水
準か判断するためには、
第1号～第6号の事項が必要】
○第８条第２項第４号については存置が許容
されたものと認識している。
○第８条第２項第４号の分別基準適合物の量
及び第２条第６項に規定する主務省令で定め
る物の量の見込み（以下「第４号の量の見込
み」という。）は、同項第１号の容器包装廃棄
物の排出量の見込みをもとに、同項第３号の
分別区分や、分別収集率、分別収集対象区
域等の諸条件を勘案し推計されるものである
から、同項第１号の容器包装廃棄物の排出
量の見込み及び同項第３号の分別区分が定
められないこととなれば、第４号の量の見込
みが適切に推計されているか否かを判断でき
ない。そして、当該推計が不適切に行われ第
４号の量の見込みが過大なものとなれば、結
果的に、特定事業者が再商品化すべき容器
包装廃棄物の量も過大なものとなり、特定事
業者に過大な負担を求めることとなるなど、容
器包装リサイクル法に基づく制度の適切な運
用に支障が生ずる。したがって、一部例示化
等の対応をするのは困難である。
○また、同項第５号及び同項第６号の事項
は、容器包装廃棄物を分別収集するための
体制の整備に係る事項であり、これらの事項
が定められないこととなれば、第４号の量の
見込みが体制の整備状況に照らして適切な
水準か否かを判断できない。そして、第４号の
量の見込みが適切な水準でない場合、上記と
同様に、容器包装リサイクル法に基づく制度
の適切な運用に支障が生ずる。したがって、
一部例示化等の対応をするのは困難である。
○また、同項第２号の事項については、市町
村をして第６条第３項において定められた市
町村による容器包装廃棄物の排出抑制の促
進に係る責務を着実に履行せしめるため、法
的位置付けのある市町村分別収集計画にお
いて当該排出抑制の促進に係る具体的方策
を定めることとしたものであり、当該事項を定
めないこととなれば、市町村の責務の着実な
履行が担保できないことから、一部例示化等
の対応をするのは困難である。
○他方、第７号の規定については、現行で
は、「その他容器包装廃棄物の分別収集の実
施に関し重要な事項」を市町村分別収集計画
に定めなければならないことになっているが、
当該事項を市町村分別収集計画に定めるか
否かについては、地方分権の趣旨に鑑み、都
道府県知事の裁量に委ねることとするため、
当該規定を廃止または「できる」規定化する。

◆

現行規定を存置する

【第４号は特定支障除去等事業が周辺環境
や周辺住民への悪影響を及ぼすことなく適正
に行われることを担保するものであり、
財政上の特例措置の対象となる特定支障除
去等事業の一部を成すもの】
○第４条第２項第１号～第３号については、
存置が許容されたものと認識する。
○法第４条第２項に定める実施計画の内容
のうち、第４号に係る部分は、特定支障除去
等事業の実施時における周辺環境影響への
配慮に関する事項等特定支障除去等事業の
実施に際し配慮すべき事項について定めるこ
とになっているが、これは、特定支障除去等
事業が周辺環境や周辺住民への悪影響を及
ぼすことなく適正に行われることを担保するも
のであり、国が、都道府県等が定める実施計
画に同意し、都道府県等が実施する支障除
去等事業に関する特別の措置を講ずるため
に斟酌する際に必要な事項である。
○法第４条第２項第４号に規定する事項も特
定支障除去等事業の一部を成すものであり、
財政上の特例措置の対象となるものである。
○同項第４号も含めて、法第４条第２項各号
は、本法に基づく国の財政上の特例措置（地
方債の起債特例）に直結しているものである
ため、第３次勧告別表３メルクマール「c2④：
法制度上当然に国の財政上の特例措置が講
じられる計画を策定する場合」に該当すると
解される。
○実施計画は、都道府県等が「定めることが
できる」ものであり、計画等の策定に係る規定
の「できる」規定化がなされているものと解さ
れる。
○したがって、法第４条第２項は存置すべき
である。

◆

第8条 第2項 市町村分別収集計画の内容 c2

②（4号（特定分別基準適
合物に係る部分）に係る

部分）
×（その他）

c2
④（1号～3号に係る部分）

×（その他）
×

20 28

特定産業廃棄物に
起因する支障の除
去等に関する特別
措置法

第4条 第2項 実施計画の内容
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第9条 第1項
都道府県分別収集促進計画の
策定

c2 ②

第9条 第5項
都道府県分別収集促進計画の
公表

c4 × ○

容器包装に係る分
別収集及び再商品
化の促進等に関す
る法律

2920

第９条第２項第４号のうち、「その他の分別収集の
促進に関する事項」の規定を廃止または「できる」
規定化する。しかしながら、第９条第２項第１号～
３号及び４号の「容器包装廃棄物の排出の抑制及
び分別収集の意義に関する知識の普及、当該都
道府県の区域内の市町村相互間の分別収集に関
する情報の交換の促進」の規定は現行どおり存置
する。

【都道府県の再商品化等の促進に係る責務の着
実な履行を担保するため必要】
○第９条第２項第２号については、存置が許容さ
れたものと認識している。
○第９条第２項第２号の分別基準適合物の量の見
込み等（以下「第２号の量の見込み等」という。）
は、同項第１号の容器包装廃棄物の排出量の見
込み等をもとに、分別収集率、分別収集対象区域
等の諸条件を勘案し推計されるものであるから、
同項第１号の容器包装廃棄物の排出量の見込み
等が定められないこととなれば、第２号の量の見
込み等が適切に推計されているか否かを判断でき
ない。そして、当該推計が不適切に行われ第２号
の量の見込みが過大なものとなれば、結果的に、
特定事業者が再商品化すべき容器包装廃棄物の
量も過大なものとなり、特定事業者に過大な負担
を求めることとなるなど、容器包装リサイクル法に
基づく制度の適切な運用に支障が生ずることにな
る。したがって、一部例示化等の対応をするのは
困難である。
○また、同項第３号については、分別収集された
ことにより埋め立て処理されずリサイクルされる容
器包装廃棄物の量であり、このような量を算定し
可視化することで、容器包装廃棄物の分別排出に
協力する市民の一層の動機付けとなるとともに、
廃棄物の減量の努力もせずむやみに廃棄物処分
場を建設しているのではないかという市民の誤解
を解き、必要不可欠な廃棄物処分場の建設につ
いての理解を促進することに資すると考えられるこ
とから、計画に記載することが必要である。
○また、同項第４号のうち、「容器包装廃棄物の排
出の抑制及び分別収集の意義に関する知識の普
及、当該都道府県の区域内の市町村相互間の分
別収集に関する情報の交換の促進」の規定は、都
道府県をして第６条第３項において定められた都
道府県による分別基準適合物の再商品化等の促
進に係る責務を果たしていただくため、法的位置
付けのある都道府県分別収集促進計画において
分別収集の促進に関する事項を定めることとした
ものであり、当該事項を定めないこととなれば、都
道府県の責務の着実な履行が担保できないことか
ら、一部例示化等の対応をすることは困難であ
る。
○他方、第４号の規定において、現行では、「その
他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要
な事項」を都道府県分別収集促進計画に定めなけ
ればならないことになっているが、当該事項を都道
府県分別収集促進計画に定めるか否かについて
は、地方分権の趣旨に鑑み、都道府県知事の裁
量に委ねることとするため、当該規定を廃止また
は「できる」規定化する。

◆

第9条 第2項
都道府県分別収集促進計画の
内容

c2
②（2号に係る部分）

×（その他）
△
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第11条 第5項 施設整備方針の公表 c4 ③

合理化事業計画の内容 c2

④（下水道の整備等に伴
う一般廃棄物処理業等の
事業の転換並びに経営の
近代化及び規模の適正

化、下水道等の整備等に
より業務の縮小又は廃止
を余儀なくされる一般廃棄
物処理業等を行う者に対
する資金上の措置に係る

部分）
×（その他）

×

×

現行規定を存置する。

【その時々の地域の事情を適確に反映した計
画を定めることが必要】
○「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理
業等の事業の転換並びに経営の近代化及び
規模の適正化に関する事項、下水道の整備
等により業務の縮小又は廃止を余儀なくされ
る一般廃棄物処理業等を行う者に対する資
金上の措置に関する事項」については存置が
許容されたものと認識。
（本項の内容は第三次勧告にあるｃ２④（法制
度上、国の税制・財政・法制上の特例措置が
講じられる計画策定）に該当し、かつ、本法に
おける市町村による合理化事業計画の策定
はそもそも「できる」規定であることから、措置
を行う必要はない。）
○合理化事業は、地域のし尿処理業者に対
し、転換先業務の提供や転廃交付金の交付
を行うことになるため、その時々の地域の事
情を適確に反映した計画を定めることが必要
である。
○提供される転換先業務や交付される転廃
交付金の規模を適切に定めるために、計画に
定める項目として、下水道の普及等に伴うく
み取りし尿量の変化といったし尿処理の現状
や将来の「見通し」や、し尿処理業者に一定
の対策を講じた際のその効果を評定し、更に
適切な計画を策定するための「計画の目標及
び期間」が計画事項として必要である。
※「その他環境省令で定める事項」は、「合理
化事業計画の目標及び期間」とされている
（下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業
等の合理化に関する特別措置法施行規則第
1条)。

現行規定を存置する。

【計画内容は全て、法制度上、国の税制・財
政・法制上の特例措置が講じられる事項】
○主務大臣は、当該地区内に設置される特
定施設の整備計画の認定を行う際、施設整
備方針に照らして適当である旨確認すること
となっており、当該認定を受けた事業者につ
いては、産業廃棄物処理責任者等の必置の
特例や、産業廃棄物処理事業振興財団によ
る債務保証を受けることが可能となる。公共
施設整備や補助事業の配分、更には法的支
援措置を有する主務大臣の認定については、
当然、全国的な視点からの公平性や適正性
の確保が前提であり、これを担保するために
は、施設整備方針が全国的に以下の一定の
内容を含むものであることが必要であるた
め、全国的に統一して定める必要がある。
○以上より、本項の内容は第三次勧告にある
ｃ２④（法制度上、国の税制・財政・法制上の
特例措置が講じられる計画策定）に該当し、
かつ、本法における都道府県による特定周辺
整備地区の施設整備方針の策定はそもそも
「できる」規定であることから、措置を行う必要
はない。

（本計画において定めるべきとされている事
項の整理）
① 特定周辺整備地区の施設整備の基本的
な事項
② 当該特定周辺整備地区において整備され
る特定施設又は整備されることが適当と認め
られる特定施設と一体として整備されるべき
公共施設の整備に関する事項
③ その他当該特定周辺整備地区の施設整
備に関し必要な事項

※地方分権委第三次勧告
【ｃ２④】法制度上、国の税制・財政・法制上の
特例措置が講じられる計画又は特例措置を
講ずることを促す計画を策定する場合
→次のいずれかの措置を講ずる
・ 計画等の策定及びその内容に係る規定そ
のものの廃止
・ ④に係る計画等の内容の義務付けの存置
を許容した上で、計画等の策定に係る規定の
「できる」規定化又は努力義務化
・ c2①～③に係る部分と不可分である場合、
計画等の策定の義務付けの存置は許容され
ることとなるが、④に係る計画等の内容が任
意的記載事項であることの明確化

◆

20 33

下水道の整備等に
伴う一般廃棄物処
理業等の合理化に
関する特別措置法

第3条 第2項

20 30

産業廃棄物の処理
に係る特定施設の
整備の促進に関す
る法律

第11条 第2項 施設整備方針の内容 c2

④（当該特定周辺整備地
区において整備される特

定施設に係る部分）
×（その他）
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第30条の4 第2項 医療計画の内容 c2
①（10号～12号に係る部

分）
×（その他）

メルクマールⅴ：4号～8号
基準病床数の算定に当た
り独自に加減算できるよう
見直し

△

(1)平成22年通常国会

(2)医師の偏在、救急・周産期の患者の受入れ等
が問題となる中で、全国どの地域でも一定水準以
上の医療を受けられるよう、国を挙げて、救急、産
科、小児等の医療提供体制の再建に取り組む必
要がある。
　都道府県が医療計画で、四疾病五事業（がん対
策、救急、周産期、小児医療等）に係る目標（1
号）、四疾病五事業に係る医療機関の役割分担・
連携体制（2号）、同体制に関する住民への情報提
供の推進方策（3号）を定めない場合は、がん対
策、救急、周産期、小児医療等において、地域の
病院・診療所の役割分担・連携が図られず、中核
的な病院に患者が集中し、当該病院及びそこで働
く勤務医の過重な負担が改善されないおそれがあ
る。住民の協力を得ながら、地域全体で効率的に
良質な医療を提供する体制を確保し、国民の生命
と生活を守るため、当該規定は存置することが必
要。
　また、全国統一の基準病床数制度を廃止し、都
道府県が独自に算定を行えることとした場合に
は、すでに病床が過剰となっている地域で更に病
院・病床が増加し、他の地域の医師の不足・地域
偏在が更に深刻となるおそれがあるため、全国統
一の算定式が必要。ただし、基準病床数制度のあ
り方については、地方分権改革推進委員会の第
一次勧告（平成20年5月）に従い、「各都道府県の
次期医療計画の策定時期にあわせ、平成23年度
までに結論を得る」こととしている。

第30条の4 第10項 学識経験者の団体の意見聴取 c3 ②

第30条の4 第12項 医療計画の内容の公示 c4 ①

第30条の6 第1項 医療計画の変更 c2 × ×

医療計画制度について、Ｐ（目標）-Ｄ（執行）-C（評
価）-A（反映）の政策循環が行われ、地域の人口
構成等に応じた医療ニーズの変化、地域の医療
提供体制の変化、医療計画の進捗状況等に対応
した医療計画の見直しが行われる仕組みにするこ
とは、医療計画の実効性を高め、国民の生命・健
康の確保に必要である。

20 45

救急医療用ヘリコ
プターを用いた救
急医療の確保に関
する特別措置法

第5条 第1項
医療計画に定める救急医療用ヘ
リコプターを用いた救急医療の
確保の内容

c2 × メルクマールⅴ：2号 ○

20 52
安全な血液製剤の
安定供給の確保等
に関する法律

第10条 第5項 献血推進計画の公表 c4 × ○

第20条 指導監督の計画の策定 c2 × ○

住民、福祉事業者等の意見反映 c3

②（社会福祉を目的とする
事業を経営する者その他
社会福祉に関する活動を

行う者に係る部分）
×（その他）

市町村地域福祉計画の内容の
事前公表

c4 ×

住民等の意見反映 c3 ×

都道府県地域福祉支援計画内
容の事前公表

c4 ×

21 3 民生委員法 第18条
民生委員の指導監督の計画の
策定

c2 × ○

第8条 第1項 市町村行動計画の策定 c2 × ×

　市町村行動計画は、参酌標準を参考に、各種子
育て支援サービスについて、当該市町村として必
要なサービス量を見込む役割を担っており、さら
に、それを基に、都道府県が各市町村の各種サー
ビスの必要量や提供量等の状況を把握し、広域的
な調整を行う役割を有している。
　これに加え、急速な少子化の進行に歯止めをか
けることは、すべての自治体が一体となって国を
挙げて取組む必要のある喫緊の課題であり、市町
村及び都道府県の行動計画の策定・実施を通じ
て、国・都道府県・市町村が協働して、総合的・計
画的に子育て支援を実施しているところ。市町村
行動計画の策定・実施がなされない場合には、ひ
いては児童の生命・身体の健全な発達に重大な
影響を及ぼすものであり、廃止する方向で見直す
ことは適当でない。
　以上のような理由から廃止等の方向で見直すこ
とは適当でない。

第8条 第2項 市町村行動計画の内容 c2 × ×

　当該規定は、計画作成にあたっては目標・内容・
実施時期を記載するよう求めるものであり、すでに
十分に大枠を示している規定であるとご理解いた
だきたい。（目標・内容・実施時期のない計画はそ
もそも想定しづらい。）

第8条 第3項 住民の意見反映 c3 × ×

　市町村行動計画の実施は、各種子育て支援
サービスの提供主体による事務処理等や、住民、
事業主等の費用負担により支えられるものであ
り、それらの者を相手方として意見を聞くものであ
る。市町村行動計画の策定により、その生活に直
接的影響を被る各種子育てサービス・給付の利用
者・受益者を相手方として意見を聴取するものでも
あり、これらの者の意見について、必要に応じ計
画へ反映させていくことは必要な措置である。廃
止等の方向で見直すことは適当でない。

第8条 第4項 市町村行動計画の公表 c4 × ○

第8条 第5項
市町村行動計画に基づく措置の
実施状況の公表

c4 × ○

次世代育成支援対
策推進法

521

○

第108条 ○

21 1 社会福祉法

第107条

20 44 医療法

◆

◆
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第8条 第6項 市町村行動計画の公表方法 c5 × ○

第9条 第1項 都道府県行動計画の策定 c2 × ×

　都道府県行動計画は、各市町村の各種子育て
支援サービスについて、参酌標準を参考に見込ん
だ当該市町村として必要なサービス量や、提供量
を把握し、広域的な調整等を行うための意義を有
している。都道府県が各市町村の各種サービスの
必要量や提供量等の状況を把握し、広域的な調
整を行う役割を有している。（都道府県行動計画
は、市町村行動計画にかかる各市町村の判断を
踏まえ策定されるものである。）
　これに加え、急速な少子化の進行に歯止めをか
けることは、すべての自治体が一体となって国を
挙げて取組む必要のある喫緊の課題であり、市町
村及び都道府県の行動計画の策定・実施を通じ
て、国・都道府県・市町村が協働して、総合的・計
画的に子育て支援を実施しているところ。市町村
行動計画・都道府県行動計画の策定・実施がなさ
れない場合には、ひいては児童の生命・身体の健
全な発達に重大な影響を及ぼすものであり、廃止
する方向で見直すことは適当でない。
　以上のような理由から廃止等の方向で見直すこ
とは適当でない。

第9条 第2項 都道府県行動計画の内容 c2 × ×

　当該規定は、計画作成にあたって目標・内容・実
施時期等を記載するよう求めるものであり、すでに
十分に大枠を示している規定であるとご理解いた
だきたい。（こうした目標等のない計画はそもそも
想定しづらい。）
※市町村への支援に係る部分については、次世
代育成支援対策推進法において都道府県が各市
町村の広域的な調整を行う役割を有していること
から必要であり、廃止等の方向で見直すことは適
当でない。

第9条 第3項 住民の意見反映 c3 × ×

　都道府県行動計画の実施は、各種子育て支援
サービスの提供主体による事務処理等や、住民、
事業主等の費用負担により支えられるものであ
り、それらの者を相手方として意見を聞くものであ
る。
　都道府県行動計画の策定により、その生活に直
接的影響を被る各種子育てサービス・給付の利用
者・受益者を相手方として意見を聴取するものでも
あり、これらの者の意見について、必要に応じ計
画へ反映させていくことは必要な措置であるため、
廃止等の方向で見直すことは適当でない。

第9条 第4項 都道府県行動計画の公表 c4 × ○

第9条 第5項
都道府県行動計画に基づく措置
の実施状況の公表

c4 × ○

第9条 第6項 都道府県行動計画の公表方法 c5 × ○

第19条 第1項 特定事業主行動計画の策定 c2 × ×

　特定事業主行動計画の策定・実施は、民間事業
主に義務付けられていることを、使用者としての立
場の自治体に義務付けているもの。これを廃止す
ることは、同じ使用者としての立場を有するにもか
かわらず、民間事業主との均衡を失することとな
る。
　また、公として、進んで取組を推進することによ
り、一般事業主の取組を促進することにつながる。
このことは、次代の社会を担う子どもが健やかに
生まれ、育成される環境の整備の推進のために必
要である。なお、計画の内容については、地域の
実情に応じ、各自治体の判断で定めることとして
いる。

第19条 第2項 特定事業主行動計画の内容 c2 × ×

　特定事業主行動計画の策定・実施は、民間事業
主に義務付けられていることを、使用者としての立
場の自治体に義務付けているもの。これを廃止す
ることは、同じ使用者としての立場を有するにもか
かわらず、民間事業主との均衡を失することとな
る。
　また、公として、進んで取組を推進することによ
り、一般事業主の取組を促進することにつながる。
このことは、次代の社会を担う子どもが健やかに
生まれ、育成される環境の整備の推進のために必
要である。
　さらに、計画の進捗状況を評価するために目標
設定や講ずるべき施策等を明確化することを通じ
た特定事業主行動計画の実効性を確保すること
ができない場合には、児童の現在の生命・身体に
かかわるとともに、将来に向けた生命・身体の健
全な発達に重大な影響を及ぼすものであり、廃止
等を行う方向で見直すことは適当ではない。
　当該規定は、計画作成にあたっては期間・目標
等を記載するよう求めるものであり、すでに十分に
大枠を示している規定であるとご理解いただきた
い。（こうした期間や目標等のない計画はそもそも
想定しづらい。）
　なお、目標設定や講ずるべき施策等の内容につ
いては、地域の実情に応じ、各自治体の判断で定
めることとしている。

次世代育成支援対
策推進法

521
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

21 5
次世代育成支援対
策推進法

第19条 第3項 特定事業主行動計画の公表 c4 × ×

　特定事業主行動計画の策定・実施は、民間事業
主に義務付けられていることを、使用者としての立
場の自治体に義務付けているもの。これを廃止す
ることは、同じ使用者としての立場を有するにもか
かわらず、民間事業主との均衡を失することとな
る。
　また、公として、進んで取組を推進することによ
り、一般事業主の取組を促進することにつながる。
　さらに、職員に広く周知することにより、職員から
主体的に、その方策の実現への協働・参画が得ら
れることで、職員の視点が計画の実現に向けたイ
ンセンティブとなる。このことは、次代の社会を担う
子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備
の推進のために必要である。
　その上、特定事業主行動計画の内容は、子育て
家庭等における各種給付の受給の可否等に直接
的に影響を及ぼすものである。
　また、特定事業主行動計画は、必要に応じ変
更、見直しが行われるべきものであり、それに向
け、こうした直接的影響を受ける者に主張の機会
を与える観点からも、公表は必要であり、廃止等
の方向で見直すことは適当でない。

第18条の2 児童委員の研修の計画の策定 c2 × ○

第56条の8 第1項 市町村保育計画の策定 c2 × ×

　待機児童の解消は国を挙げて取り組む喫緊の
課題であり、特に待機児童が多く存在する地方自
治体については、国と地方自治体が一体となって
計画的に待機児童の解消を図る必要があるため、
計画策定に関する義務付けを廃止又は単なる奨
励への移行を行うことは適当でない。

第56条の8 第2項 住民の意見反映 c3 × ×

子育て家庭や子育て支援に関わる者等から広く意
見を聴取し、地域ニーズに合致した施策を計画に
反映することで、地域の実情に応じた待機児童の
解消への取組みが図られることになる。
　また、住民の意見を反映させることにより、住民
から主体的に、その政策の実現への協働・参画が
得られることとなる。
　そのため、廃止等を行う方向で見直すことは適
当ではない。
　なお、意見反映のための具体的な実施方法は、
各市町村の判断に委ねられている。

第56条の8 第3項 市町村保育計画の公表 c4 × ○

市町村保育計画実施状況の公
表

c4 ×

市町村保育計画の公表方法 c5 ×

第56条の9 第1項 都道府県保育計画の策定 c2 × ×

　待機児童の解消は国を挙げて取り組む喫緊の
課題であり、特に待機児童が多く存在する地方自
治体については、国と地方自治体が一体となって
計画的に待機児童の解消を図る必要があるため、
計画策定に関する義務付けを廃止又は単なる奨
励への移行を行うことは適当でない。

第56条の9 第2項 住民の意見反映 c3 × ×

　子育て家庭や子育て支援に関わる者等から広く
意見を聴取し、地域ニーズに合致した施策を計画
に反映することで、地域の実情に応じた待機児童
の解消への取組みが図られることになる。
　また、住民の意見を反映させることにより、住民
から主体的に、その政策の実現への協働・参画が
得られることとなる。
　そのため、廃止等を行う方向で見直すことは適
当ではない。
　なお、意見反映のための具体的な実施方法は、
各都道府県の判断に委ねられている。

第56条の9 第3項 都道府県保育計画の公表 c4 × ○

都道府県保育計画実施状況の
公表

c4 ×

都道府県保育計画の公表方法 c5 ×

母子福祉団体その他関係者の
意見反映

c3
②（母子福祉団体に係る

部分）
×（その他）

母子家庭及び寡婦自立促進計
画内容の事前公表

c4 ×

第20条の8 第1項 市町村老人福祉計画の策定 c2 ②

第20条の8 第2項 市町村老人福祉計画の内容 c2
②（1号に係る部分）

×（その他）
○

第20条の8 第3項
市町村老人福祉計画内容にお
ける勘案事項

c2 ②

第20条の8 第5項
市町村老人福祉計画内容にお
ける勘案事項

c2 × ○

第20条の8 第8項 都道府県の意見聴取 cb
4①（1号に係る部分）

×（その他）
○

第20条の9 第1項 都道府県老人福祉計画の策定 c2 ①

第20条の9 第2項 都道府県老人福祉計画の内容 c2
①（1号に係る部分）

×（その他）
○

第20条の9 第3項
都道府県老人福祉計画策定に
おける勘案事項

c2 ①

第9条 第1項
都道府県医療費適正化計画の
策定

c2 ②

第9条 第2項
都道府県医療費適正化計画の
内容

c2
②（6号に係る部分）

×（その他）
○

第9条 第5項
都道府県医療費適正化計画の
公表

c4 × ○

21 13
高齢者の医療の確
保に関する法律

◆

21 12 老人福祉法

◆

◆

◆

◆

21 10
母子及び寡婦福祉
法

第12条 第1項

○

○

第56条の9 第5項 ○

21 6 児童福祉法

第56条の8 第4項
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第117条 第1項
市町村介護保険事業計画の策
定

c2 ②

第117条 第2項
市町村介護保険事業計画の内
容

c2
②（1号、2号（量の見込み

に係る部分））
×（その他）

○

第117条 第6項 被保険者の意見聴取 c3 ②

第117条 第7項 都道府県の意見聴取 cb
4①（2項1号、2号（量の見

込みに係る部分））
×（その他）

○

第118条 第1項
都道府県介護保険事業支援計
画の策定

c2 ①

第118条 第2項
都道府県介護保険事業支援計
画の内容

c2
①（1号に係る部分）

×（その他）
○

第4条 第2項 市町村整備計画の内容 c2

④（1号（期間に係る部
分）、2号イ・ロに係る部

分）
×（その他）

○

第4条 第4項 市町村整備計画の公表 c4 × ○

第9条 第2項 都道府県障害者計画の策定 c2 × ×

第9条 第3項 市町村障害者計画の策定 c2 × ×

第9条 第6項
障害者その他の関係者の意見
聴取

c3
②（「障害者」に係る部分）

×（その他）
×

　国においても基本計画を策定するに当たっ
ては有識者（中央障害者施策推進協議会）の
意見を聞かなければならないこととされてお
り、それと同様の手続を踏むものである。この
ため、第２項及び第３項の規定と切り離して扱
うべきものではない。
　なお、現在、我が国が締結を目指している
「障害者の権利に関する条約」においては、
障害者施策に関する意思決定過程におい
て、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積
極的に関与させることが規定されている（第４
条第３項）。当該事務は、国際的要請に係る
事務である。

第9条 第8項
都道府県障害者計画、市町村障
害者計画策定時の要旨の公表

c4 × ×

国においても基本計画を策定した時は国会に
報告するとともにその要旨を公表することとし
ており、第２項及び第３項の規定と切り離して
扱うべきものではない。

第88条 第1項 市町村障害福祉計画の策定 c2 ②

第88条 第2項 市町村障害福祉計画の内容 c2
②（1号に係る部分）

×（その他）
○

第88条 第5項 住民の意見反映 c3 × ○

第88条 第7項 都道府県の意見聴取 cb
4①（2項1号に係る部分）

×（その他）
○

第89条 第1項 都道府県障害福祉計画の策定 c2 ①

第89条 第2項 都道府県障害福祉計画の内容 c2
①（1号に係る部分）

×（その他）
△

1号及び４号に係る部分は存置する。
その他の部分については、第３次勧告どおり対応
する

22 1 国民健康保険法 第68条の2 第3項
国民健康保険事業の運営の安
定化に関する計画の策定

c2 × ○

　国及び地方公共団体は、障害者の権利の
擁護及び障害者に対する差別の防止を図り
つつ障害者の自立及び社会参加を支援する
こと等により、障害者の福祉を増進する責務
を有する（障害者基本法第４条）。地方公共団
体が当該責務を果たすためには、国の機関、
すなわち本省及び地方支分部局（地方法務
局、地方労働局、地方整備局等）と連携し、国
の障害者基本計画を基本としてそれぞれ障
害者計画を策定し、当該計画を実施する必要
がある。よって、当該事務は、地方自治体と国
その他の機関との協力に係る事務であって、
全国的に統一して定める必要がある。
　なお、本法は議員立法で制定されたもので
あり、都道府県・市町村については平成16年
の改正により新たに義務付けされたものであ
る。都道府県・指定都市についてはすでに全
都道府県市において、市町村（指定都市を除
く。）についても98.2％ですでに作成され、都
道府県・市町村が当該計画に基づき障害者
施策の推進に取り組んでいる状況にあるた
め、現行制度を維持すべきである。

21 22 障害者自立支援法

◆

◆

21 15

地域における公的
介護施設等の計画
的な整備等の促進
に関する法律

21 17 障害者基本法

◆

◆

◆

介護保険法1421
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(c)　計画等の策定及びその手続

（整理記号） １次見直し ２次見直し

備考
見直し状況

一部実施又は未実施の理由
（各府省回答）

分野 通番 法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置

別表 ３
凡例
○：勧告通り実施

△：一部実施

◆：存置許容

×：未実施

第14条 第1項
都道府県男女共同参画計画の
策定

c2 × ×

第14条 第4項
都道府県男女共同参画計画の
公表

c4 × ×

●　地方の男女共同参画基本計画について
は、公表されることにより、その存在と内容が
広く住民に周知され、その基本計画に沿っ
て、地域ぐるみの取組が推進されることが重
要。
●　特に、都道府県の基本計画については、
管内の市町村においても、それぞれの基本計
画の策定の際に勘案されるべきものであり、
その意味においても、広く公表・周知される必
要がある。

①　男女共同参画社会の実現への影響
●　男女共同参画社会の実現は、「21世紀の
我が国社会を決定する最重要課題」であり、
国と地方公共団体、官と民にまたがる、国民
各界･各層が一体となって取り組むべき課題。
また、法制度のみならず、社会の慣行や人々
の意識にも深く関わる課題であり、極めて裾
野が広い。
●　しかしながら、日本における男女共同参
画の取組は、まだまだ道半ばであり、国連の
女子差別撤廃委員会からも、様々な課題を指
摘されているところ。この中には、地方の取組
が重要な要素を占めている課題もあり、国が
率先して範を示しつつ、地方においても一層
強力に取組を推進する必要がある。例えば、
政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
については、「2020年までに指導的地位に女
性が占める割合が少なくとも30％程度になる
よう期待する。」（男女共同参画基本計画（第
２次））との目標を踏まえ、各分野で取組を進
めており、地方公務員の採用、登用、職域拡
大もその目標の構成要素の一つ。
●　また、都道府県の基本計画は、各地方公
共団体の取組を推進する上での基本的な枠
組みであり、全国であまねく男女共同参画を
推進するために不可欠な制度的担保。このた
め、都道府県に、地方それぞれの独自性に配
慮しつつも、国の策定する基本計画と調和し
た計画の策定を義務付けることが不可欠。
●　仮に、法律による都道府県基本計画の策
定の義務付けの廃止等が行われた場合、首
長や地域の関心・理解等によっては、基本計
画が後退（廃止、大幅な内容の後退、国の計
画内容の前進に対応せずに現状維持とする
ことなど）する可能性があり、都道府県におけ
る取組の著しい後退になるととももに、その地
域内の市町村レベルでの取組の推進にも、多
大な影響を与える。
●　さらに、男女共同参画基本計画には、女
性に対する暴力、女性の貧困や健康の問題
等、安心・安全に関わる課題も含まれており、
これらに係る施策が後退した場合には、国民
の安心・安全な生活が脅かされるおそれがあ
る。
②　国際的な評価の低下
●　男女共同参画は、1975年の国際婦人年
から始まる国際的な流れに牽引されて取組が
進んできた政策分野であり、国際的協調は、
基本法にも明記された基本理念の１つ。
●　我が国における男女共同参画の現状は、
女性が政治及び経済活動に参画し、意思決
定に参画できているかを測るジェンダーエン
パワーメント指数（GEM）が109か国中57位で
ある等、国際的に見ても遅れている。こうした
中で、都道府県に対する基本計画の義務づ
けを廃止、もしくは努力規定とすることは、国
際的に、
我が国の男女共同参画の取組の後退と受け
止められ、
我が国の国際的な評価を下げることにもつな
がる。
（参考）我が国において、男女共同参画基本
法に基づき、
都道府県の男女共同参画基本計画の制定も
含む体制の強化が
図られてきたことは、国際的にも評価されてい
る。

第14条 第2項
都道府県男女共同参画計画の
内容

c2 × ×

23 1
男女共同参画社会
基本法
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